
資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

1875

1.1. 基本情報管理 繰越損失額の管理ができること 地方税法附則第35条2の6より所得税と住

民税の繰越損失額には違いがあり、住民

税としての繰越損失額を管理する必要が

あるため

反映しない 【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

＃1350では実装してもしなくてもよい機能として反映するとあります。

反映しない 「基本情報」ではなく、「申告情報」の中での管理項目として整理しています。

2205

1.1. 特別徴収義務者

情報管理

なし eLTAX利用者情報より納税者ＩＤに紐づく事業所の指

定番号を特定し、一括／個別登録・管理が行えること

※資料登録における事業所指定番号の特定、eLTAX税

額通知の送付時に使用

一括／個別登録・管理が行えることによ

り、

職員業務量の低減が図れるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

4254

1.1. 基本情報管理 申告支援システムへのデータ出力処理 確定申告受付の際の事務システム（申告

支援システム）へ、住民税課税情報を連

携して利用しているため

反映しない 【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装してもしなくてもよい機能としての反映を要望します。

反映しない 関連システムへのデータ送信については、検討対象外（受信側で必要項目等を整理）のため対応不

要とする整理です。

5012

1.1. 基本情報管理 個人ごとに税システムにおける本名・通称名・併記名

の優先順位を容易に変更できること。

通称名を登録しつつも本名に強いこだわりを持つ

方が一定数いるため。

保留 【A市回答】

他税目共通の宛名管理の要件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

保留 宛名、証明書等の表記名について、全体的な意見として、検討します。

5013

1.1. 基本情報管理 台帳作成時に本名・通称名・併記名の優先順位を指定

して台帳作成できること。

本名(併記名)を優先とするが、通称名を

優先とするか、自治体ごとで希望が異な

ると考えるため。

保留 【A市回答】

他税目共通の宛名管理の要件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

保留 宛名、証明書等の表記名について、全体的な意見として、検討します。

5015

1.1. 基本情報管理 送付先、納管人等の設定は最新だけでなく、履歴も確

認できること。

滞納処分等で数年前の通知の送付先等の

確認が頻繁にあるため。

反映しない 【A市回答】

必要な要件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

反映しない 11.1.1.の機能に包含される判断です。

3892

1.1.@@ 世帯管理 被扶養者情報を管理できること。 市外在住の被扶養者は、毎年同一人物となること

が多く、一度登録した情報を累積して管理するこ

とで、情報照会時などの作業負担が軽減される。

反映しない 【A市回答】

必要な要件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

反映しない 1.1.30.等の機能に包含される判断です。

3906

1.1.@@ 納税継承人・納

税管理人等管理

法定相続人や、納税管理人に相続人代表者届出書や納

税管理人届出書の提出を依頼している場合、だれに、

いつ依頼したのかがわかること。

他所属で同様の調査をする可能性があり、情報共

有することで、同じ調査を市民に求めることがな

くなるため

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

他税目共通の宛名管理の要件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 他税目においても同様のご意見により要件化の状況があれば、共通化する必要があるかを検討しま

す。

3942

1.1.@@ 世帯管理 世帯外配偶者を管理する機能を有すること（被扶養者

でない者を含む）

毎年同一人物を扶養していることが多く、扶養調

査などを効率的にできるようになるため、住民

サービスの向上となる。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

1.1.32に「世帯外配偶者」を追加して、オプションではなく、必須にすべき。（被扶養のみ必須で、配偶者はオプションである理由はない）

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 1.1.32に「世帯外配偶者」を追加します。

6230

1.1.〷 基本情報管理 - 実装すべき機能として次の機能を追加

 ・現住所（宛名情報）、賦課期日住所とは別に給与

特別徴収税額通知に記載する支援措置対象者の住所を

管理（登録、参照、修正、削除）できること。

特別徴収義務者が加害者やその親族等で

ある可能性もあることから、通知書に印

字（出力）する支援措置対応者の住所を

設定できる機能が必要と考える。

反映しない 【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

支援措置対象者の給与特別徴収税額通知書への現住所・賦課期日住所以外の住所（給与支払報告書等記載）印字については必須であり、現状ではシステム対応ができず職員による手入力等で対応している部分が多いことから、ミスを防ぐ観点からもデータ管理は是非ともお願いしたいと考えています。

反映しない 帳票出力項目として整理済みのため、対応不要と判断しています。

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

6235

1.1.〷 事業所情報管理 - 特別徴収義務者指定番号は自動採番できること。 資料番号と同様に特別徴収義務者指定番

号はシステムで採番管理すべきものと考

える。

（システム外で採番管理している指定番

号をオンライン入力するといった運用は

非効率で現実的ではないと考える。）

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装してもしなくてもよい機能としてではなく、実装すべき機能としての反映を要望します。

反映する 実装すべき機能として反映します。

3888

1.1.1 基本情報管理 国外に出国していると過去に申告があった者の出国期

間を入力でき、抽出できること。

不申告の調査をする際、過去に国外に出

向しているのならその情報を生かした調

査をするため。毎年約150名が国外居住

と判明している。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3239

1.1.1. 基本情報管理 賦課期日現在の住記情報、住登外情報や前年度の課税

情報などに基づいて、新年度課税対象者を抽出できる

こと

賦課期日現在の住民記録情報、税宛名情報や前年
度の課税情報などに基づいて、新年度課税対象者
を抽出できること

住記と住民記録で、標記に揺れが見られ

る。統一すべき。また、住登外情報とあ

るが、どういった者かが不明確であるの

で、明確にすべきであるし、「税務シス

テム等標準仕様書案等に対する意見照会

について」で「宛名」という表現もある

ことから、宛名とするのも一案と考える

（但し、この場合も宛名について明確に

する必要はある）

反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

6411

1.1.10 基本情報管理 障がい者控除対象者（市町村⾧の決定をうけたもの）

の取り込みも可能であること。

申告に訪れた際、市民の申告漏れに気づくことが

容易になり、住民サービスの向上につながる。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

取り込む情報の内容が不明です。仕様として明記するべきと考えます。

【E市回答】

【F市回答】

1.1.19～1.1.21で述べている

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

#2615に包含されていると考えます。

反映しない #2615等の関連するご意見と合わせて連携項目を整理します。

1348

1.1.11 基本情報管理 介護保険情報として以下の情報を取得できること。

・前年中の納付額(特別徴収分)

・前年中の納付額(普通徴収分)

介護保険情報として以下の情報を取得できること。

・前年中の納付額(特別徴収分)

・前年中の納付額(普通徴収分)

・給報で年末調整されている介護保険料の年金特

徴分

地方税法314条の2第3項、所得税法74条

第2項3号にある社会保険料に介護保険料

も含まれているため。

介護保険料が二重計上されていないかの

チェック時間が減るため。

※チェックに要する作業時間

９人×２時間×１０日間＝１８０時間

・年金特徴分の介護保険料を勤務先で年

末調整する市民が増えているが、給与支

払報告書の摘要欄にその旨が記載されて

いるケースはほとんど無いため。給与支

払報告書と年金支払報告書で介護保険料

が二重計上されてしまい、社会保険料控

除が過大となってしまう。

・給与支払報告書の様式改定が必要かも

しれない。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

介護保険料がの年金特徴分が、給報の年末調整に含まれているかどうかは、給報の様式改定がない限り、把握するのは不可能であるため、機能として不要。逆に、機能として採用するのであれば、どうやってそれを把握するつもりなのか。

【H市回答】

【I市回答】

後期の年金特徴についても対応する必要があると思われる。

【J市回答】

【K市回答】

給報で年末調整されている介護保険料の年金特徴分について、介護保険担当課で把握できないため、介護保険情報として取込みは不可能と認識しています。

記載されているようなチェックを実施するのであれば、「給報と年報で社会保険料控除が同額のもの」を合算アラートチェックに追加してはどうでしょうか。

反映しない ご意見を踏まえ反映しないものとして整理します。

3383

1.1.11 基本情報管理 【実施すべき機能】

介護保険情報として以下の情報を取得できること。

・前年中の納付額（特別徴収分）

・前年中の納付額（普通徴収分）

【実施しなくてもよい機能】

前年中の納付額及び納付額に係る還付額（特別徴収

分）

前年中の納付額及び納付額に係る還付額（普通徴収

分）

申告や課税資料に基づき、社会保険料控

除額を算定するため、必須ではないが、

当庁が管理している納付額及び納付に係

る還付額が把握できた場合、参考とする

ことができる。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

還付額と納付額をそれぞれ保有するのではなく、還付後の納付額を連携してほしい。控除に使用するのは、還付後の本人負担額であるため。

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する ● 以下のとおり、実装すべき機能を修正します。

【実施すべき機能】

介護保険情報として以下の情報を取得できること。

なお、還付がある場合は還付後納付額を取得すること。

・前年中の納付額（特別徴収分）

・前年中の納付額（普通徴収分）

1354

1.1.11. 基本情報管理 介護保険情報として以下の情報を取得できること。

・前年中の納付額（特別徴収分）

・前年中の納付額（普通徴収分）

介護保険情報として以下の情報を取得できること。

・前年中の納付額（特別徴収分）

・前年中の納付額（普通徴収分）

・現在の加入有無

問い合わせ対応時等に、現時点の加入有無を容易

に確認できることで、所得申告の要否の判断や担

当課との連携がスムースに行えることが、住民

サービスの向上に寄与するため

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

介護保険の加入有無を問い合わせで受けることはほぼなく、65歳以上で加入することが基本なので、機能として不要。

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 実装してもしなくても良い項目として整理します。

1556

1.1.14. 基本情報管理 生活保護情報として以下の情報を取得できること。

・生活保護の受給開始

・生活保護の受給廃止

生活保護情報として以下の情報を取得できること。

・生活保護の受給開始

・生活保護の受給廃止

・生活保護の受給停止

・生活保護の受給停止解除

受給情報を適時正確に把握することによ

り、適切な減免決定に資する。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3385

1.1.17 基本情報管理 【実施すべき機能】

後期高齢者情報として以下の情報を取得できること。

・前年中の納付額（特別徴収分）

・前年中の納付額（普通徴収分）

【実施しなくてもよい機能】

前年中の納付額及び納付額に係る還付額（特別徴収

分）

前年中の納付額及び納付額に係る還付額（普通徴収

分）

申告や課税資料に基づき、社会保険料控

除額を算定するため、必須ではないが、

当庁が管理している納付額及び納付に係

る還付額が把握できた場合、参考とする

ことができる。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

還付額と納付額をそれぞれ保有するのではなく、還付後の納付額を連携してほしい。控除に使用するのは、還付後の本人負担額であるため。

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

F市回答を踏まえ、還付額と納付額をそれぞれ保有するのではなく、「還付後の納付額」を連携項

目とする対応で問題ないかを確認します。

1355

1.1.17. 基本情報管理 後期高齢者医療保険情報から以下の情報を取得できる

こと。

・前年中の納付額（特別徴収分）

・前年中の納付額（普通徴収分）

後期高齢者医療保険情報から以下の情報を取得できる

こと。

・前年中の納付額（特別徴収分）

・前年中の納付額（普通徴収分）

・現在の加入有無

問い合わせ対応時等に、現時点の加入有無を容易

に確認できることで、所得申告の要否の判断や担

当課との連携がスムースに行えることが、住民

サービスの向上に寄与するため

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

後期高齢者の加入有無を問い合わせで受けることはほぼなく、加入基準は明らかなので、機能として不要。

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

3240

1.1.2. 基本情報管理 賦課期日現在の他業務情報（住記情報、住登外情報、

国保情報、介護情報、生活保護情報、後期高齢情報、

障害者情報）や前年度の課税情報から、課税の根拠と

なる情報を抽出し、新年度の基本情報を一括で更新・

管理（登録、参照、修正、削除）できること。

個別で更新・管理（登録、参照、修正、削除）もでき

ること。

賦課期日現在の他業務情報（住民記録情報、税宛名
情報、国民健康保険情報、介護保険情報、生活保
護情報、後期高齢者医療保険情報、障害者情報）
や前年度の課税情報から、課税の根拠となる情報
を抽出し、新年度の基本情報を一括で更新・管理
（登録、参照、修正、削除）できること。
個別で更新・管理（登録、参照、修正、削除）も
できること。

標記に揺れが見られる（住記と住民記

録、国保と国民健康保険、介護と介護保

険 等）ことから統一すべき。また、住

登外情報とあるが、どういった者かが不

明確であるので、明確にすべきである

し、「税務システム等標準仕様書案等に

対する意見照会について」で「宛名」と

いう表現もあることから、宛名とするの

も一案と考える（但し、この場合も宛名

について明確にする必要はある）。

その他、「一括で更新・管理（登録、参

照、修正、削除）できること。個別で更

新・管理（登録、参照、修正、削除）も

できること。」とあるが、一括と個別の

違いは何か。さらに「更新・管理」とあ

るが、更新と管理の違いは何か、明確に

すべきである。

反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

5741

1.1.2. 基本情報管理 賦課期日現在の他業務情報（住記情報、住登外情報、

国保情報、介護情報、生活保護情報、後期高齢情報、

障害者情報）や前年度の課税情報から、課税の根拠と

なる情報を抽出し、新年度の基本情報を一括で更新・

管理（登録、参照、修正、削除）できること。

個別で更新・管理（登録、参照、修正、削除）もでき

ること。

賦課期日現在の他業務情報（住記情報、住登外情報、

国保情報、介護情報、生活保護情報、後期高齢情報、

障害者情報）や前年度の課税情報から、課税の根拠と

なる情報を抽出し、新年度の基本情報を一括で更新・

管理（登録、参照、修正、削除）できること。

個別で更新・管理（登録、参照、修正、削除）もでき

ること。

他業務情報等を取り込んだ際に、当該情報を課税根拠

に利用するか否かを選択できるようにする。

（実装すべき機能）

備考に「1.1.1.処理と連動して、作成した

新年度の台帳に、課税業務に必要となる

情報を反映する機能を想定している。」

とあるが、現行の本市の取扱いでは、取

り込まれた国保等保険料の前年中納付

額、障害者情報はあくまで参考程度とし

ており、当該控除の追加は本人の申告を

もって初めて課税情報として採用してい

るため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

「台帳に反映させる」＝「課税データに反映させる」ではないと認識しています。

「台帳に反映させる」＝「課税データに反映させる」であれば、本意見（当該情報を課税根拠に利用するか否かを選択できる）を実装すべき機能とすべきと思います。

反映する 当該機能は、新年度の台帳作成時の利用を想定した要件であり、実際の課税計算には、各種課税資

料情報等を基に算定する想定であるため、「課税データに反映させる」かの選択は不要（機能の目

的が異なるもの）として整理します。

ただし、備考欄の記載を以下の通り修正し、誤解のない表現となるよう修正します。

＜備考欄の記載案＞

1.1.1.処理と連動して、作成した新年度の台帳に、課税業務に必要となる情報を反映する機能を想

定している。

3

1.1.20 基本情報管理 （実装すべき機能）

 障害者情報として以下の情報を取得できること。

・障害者情報

・障害者手帳の種類

・障害者手帳の等級

（実装すべき機能）

 障害者情報として以下の情報を取得できること。

・障害者情報（開始日・廃止日含む）

・障害者手帳の種類

・障害者手帳の等級

 賦課決定（非課税認定・控除対象者認

定）のため（賦課期日での認定根拠を明

確にするため）

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

#2615に包含されていると考えます。

反映する #2615等の関連するご意見と合わせて連携項目を整理します。

483

1.1.20 基本情報管理 障害者情報として以下の情報を取得できること。

・障害者情報

・障害者手帳の種類

・障害者手帳の等級

障害者情報として以下の情報を取得できること。

・障害者情報

・障害者手帳の種類

・障害者手帳の等級

・取得日、喪失日（もしくは年度毎の所持状況がわか

るように）

障害者控除適用の可否を判断するのに、

取得日・喪失日（もしくは年度毎の登録

状況の管理）が必要。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

#2615に包含されていると考えます。

反映する #2615等の関連するご意見と合わせて連携項目を整理します。

733

1.1.20 基本情報管理 取得項目の追加

手帳の交付日、廃止日

申告時に確認が必要となる場合があり、住民の待

ち時間の短縮となる

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

#2615に包含されていると考えます。

反映する #2615等の関連するご意見と合わせて連携項目を整理します。

1896

1.1.20 基本情報管理 初回交付日、更新日、期限等の追加。 手帳の添付がない場合でも、本人の申告

の意思がある場合は、控除の対象となる

かの確認を行っているため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

#2615に包含されていると考えます。

反映する #2615等の関連するご意見と合わせて連携項目を整理します。

2615

1.1.20 基本情報管理 障害者情報として以下の情報を取得できること。

・障害者情報

・障害者手帳の種類

・障害者手帳の等級

障害者情報として以下の情報を取得できること。

・障害者情報

・障害者手帳の種類

・障害者手帳の等級

・手帳交付年月日

・手帳返還年月日

・手帳再交付年月日

・有効期間終了年月日

・障害者控除認定書の情報

・障害者控除認定書の区分

地方税法第295条の均等割非課税の対象

となるのは、賦課期日現在障害者であり

所得135万以下であるため。

障害者手帳を保持していなくても、認定書により

障害者控除を適用できるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

「手帳交付年月日」を「初回手帳交付年月日」に修正してください。

反映する #2615等の関連するご意見と合わせて連携項目を整理します。

また、「手帳交付年月日」は、「初回手帳交付年月日」として項目に含めます。

3356

1.1.20 基本情報管理 障害者情報として以下の情報を取得できること。

・障害者情報

・障害者手帳の種類

・障害者手帳の等級

障害者情報として以下の情報を取得できること。

・障害者情報（障害者に準ずるものとして市町村⾧の

認定を受けている者を含む）

・障害者手帳の種類

・障害者手帳の等級

所得税法施行令第10条第1項第7号に規定

する者も障害者控除の対象となるため。

障害者に準ずるものとして市町村⾧の認定を受け

ている者の情報を取得することで、確定申告・住

民税申告において障害者控除の適用がより適正に

行えるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

#2615に包含されていると考えます。

反映する #2615等の関連するご意見と合わせて連携項目を整理します。

6412

1.1.20 基本情報管理 障がい者情報には適用日や廃止年月日も含めること。 申告に訪れた際、市民の申告漏れに気づくことが

容易になり、住民サービスの向上につながる。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

#2615に包含されていると考えます。

反映する #2615等の関連するご意見と合わせて連携項目を整理します。

6514

1.1.20 基本情報管理 なし 障害者情報に障害者手帳交付日を追加 障害者手帳の交付日を確認し、適正に課

税するため

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

#2615に包含されていると考えます。

反映する #2615等の関連するご意見と合わせて連携項目を整理します。



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

1171

1.1.20. 基本情報管理 障害者情報として以下の情報を取得できること。

・障害者情報

・障害者手帳の種類

・障害者手帳の等級

障害者情報として以下の情報を取得できること。

・障害者情報

・障害者手帳の種類

・障害者手帳の等級

・障害者手帳の交付日

障害者手帳の交付日が障害者控除の適用

にかかわるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

#2615に包含されていると考えます。

反映する #2615等の関連するご意見と合わせて連携項目を整理します。

2573

1.1.20. 基本情報管理 仕様書のとおり 障害者情報として以下の情報を取得できること

・障害者情報

・障害者手帳の種類

・障害者手帳の等級

・障害者手帳の交付日・有効期間

法34⑨、法314の2⑨

控除対象者として前年の１２月３１日ま

でに手帳が交付されているか及び有効期

間を確認する必要性があるため

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

#2615に包含されていると考えます。

反映する #2615等の関連するご意見と合わせて連携項目を整理します。

4861

1.1.20. 基本情報管理 障害者情報として以下の情報を取得できること。

・障害者情報

・障害者手帳の種類

・障害者手帳の等級

障害者情報として以下の情報を取得できること。

・障害者情報

・障害者手帳の種類

・障害者手帳の等級

・障害者手帳交付日

賦課期日時点において、障害者であるか

どうかの確認を行うため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

#2615に包含されていると考えます。

反映する #2615等の関連するご意見と合わせて連携項目を整理します。

3769

1.1.22 基本情報管理 住登外者全てを引き継ぐか、前年課税のある対象者の

みを引き継ぐかを選択できること。

住登外者全てを引き継ぐか、前年課税のある対象者及

び前年課税の遠隔地被扶養者を引き継ぐかを選択でき

ること。

遠隔地被扶養者の数が多く、手入力で基

本情報管理対象者とするにはかなりの時

間を要するため、前年実績で自動的に基

本情報管理対象者としてほしい。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装してもしなくても良い機能としてではなく、実装すべき機能1.1.22に反映（修正）を要望します。

反映する 前年課税の被扶養実績がある者を引き継ぎ対象に含め、実装すべき機能とします。

1123

1.1.22. 基本情報管理 前年課税のある対象者のみを… 前年課税及び前年被扶養実績のある対象者のみを… 課税者のみならす前年被扶養該当の対象

者も残すことにより、宛名の把握に必要

な事務負担が減るため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装してもしなくても良い機能としてではなく、実装すべき機能1.1.22に反映（修正）を要望します。

前年課税の被扶養実績がある者を引き継ぎ対象に含め、実装すべき機能とします。

1124

1.1.22. 基本情報管理 また、転出届を提出しているが転入通知が未着の対象

者を住民として引き継ぐか選択できること。（職権消

除者を除く）

転入届を提出していないものは、実際に

は住所が変わっていない場合がある。ま

た、転入届が提出されない限り、転出予

定先の自治体では住民と判断できない。

結果として回送した資料が戻ってくるこ

ととなり、場合によっては、課税漏れを

招くこととなるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2477

1.1.22. 基本情報管理 住登外全てを引き継ぐか、前年課税のある対象者のみ

を引き継ぐかを選択できること。

住登外全てを引き継ぐか、前年課税のある対象者のみ

を引き継ぐかを選択できること。また普通徴収や事

業所・家屋敷課税を引き継ぎの対象外とできるこ

と。

前年度課税があったとしても、普通徴収

や事業所課税、家屋敷に該当する場合、

別途調査を行ったうえで基本情報を作成

しているため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

選択できるのであれば問題ありません。

（調査を行ったうえで毎年作成するよりも、引き継いだ情報から調査を行い不要であれば削除のほうが効率的と考えます）

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

1125

1.1.30. 基本情報管理 寡婦対象者情報として離別・死別を管理（登録・修

正・削除）できること。

地方税法二十三条十一 で寡婦について

定義しており、夫と離別・死別している

か、再婚していないかの管理が必要であ

るため。

寡婦情報はデリケートな情報であり、その有無が

非課税要件になっており、影響が大きい。申告相

談の際に寡婦を追加する提案ができれば、非課税

となるものが増えることとなる。

寡婦控除の適用の際に、戸籍担当課に戸

籍情報を確認していた。確認に２時間程

度要し、戸籍担当課への負担も大きい。

世帯内の続柄による再婚判定や戸籍の婚

姻履歴を確認することができれば、負担

の軽減を図ることができるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

＃5488と矛盾。

不要な要件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 1.1.2.とは別に、寡婦対象者情報として離別・死別を管理（登録・修正・削除）する機能を実装し

てもしなくても良い機能として追加します。

206

1.1.31 基本情報管理 ・被扶養者と専従者の二重登録ができること 被扶養者であっても、同一生計でない場

合は専従者にすることは可能であため

（地方税法第23条1-8、292条1-8、所得

税法基本通達2-48）

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

不要な要件と考えます。

（地方税法第23条1-9、292条1-9）

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

要検討 ● 以下の様なケースでの利用を想定していますが、その他の代替運用も含め、要件の必要性を確認し

ます。

＜想定される機能が必要な場面＞

配偶者控除を適用させるか、専従者給与を支払うかどちらか選べるケースで、その場合は被扶養者

と専従者の二重登録をしたうえで、どちらかを選択する。

3437

1.1.31 世帯管理 被扶養者等の二重登録（被扶養者として登録済みの個

人を別の課税対象者の被扶養者として登録すること）

ができること。

被扶養者等の二重登録（被扶養者として登録済みの個

人を別の課税対象者の被扶養者として登録すること）

ができること。

相互扶養の登録・管理ができること。

法令上相互扶養が認められており情報連

携における副本のデータレイアウトに反

映されている。

賦課システムで管理できないと副本登録

の際に個別にオンライン入力することに

なる。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装してもしなくても良い機能としてではなく、実装すべき機能1.1.31に反映（修正）を要望します。

反映する 実装すべき機能として反映します。



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

4079

1.1.35 世帯管理 所得金額調整控除対象の扶養親族を追加する。 平成３０年度税制改正による地方税法の

改正

税法に準じた賦課を行い、課税内容の事

実調査を行うためには必須の機能でる。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

給与支払報告書の場合、対象が把握できないため、不要な要件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2843

1.1.35. 世帯管理 誰の扶養者 誰の被扶養者 文言の整理 反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

5592

1.1.35. 世帯管理 被扶養者の所得情報や被扶養者から扶養情報をみた場

合，誰の扶養者になっているのか確認できること。

被扶養者の所得情報や被扶養者から扶養情報をみた場

合，誰の扶養者になっているのか確認できること。

専従者の所得情報や専従者から扶養情報をみた場

合，誰の扶養者になっているかまたは専従主は誰

か確認できること。

地方税法第23条第1項第7号・9号，第292

条第1項第7号・第9号の規定により，同

一生計配偶者と扶養親族の要件につい

て，事業専従者を除くという規定が示さ

れているため，扶養者情報と専従者情報

も管理する必要があるため。

対象者が専従者であった場合に、誰の専

従者となっているかを世帯管理の画面で

確認が可能であることにより、扶養設定

のオンライン入力の際に重複して被扶養

者設定を行うことを避けることができ、

未然に課税誤りを防ぐため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

（扶養者＝被扶養者に修正）

反映する 「扶養者」を「被扶養者」に修正のうえ反映します。

3955

1.1.37 世帯管理 扶養重複の対象者をリストアウトし、当人同士どちら

で扶養するかの照会文書を出力できるようにする。

（扶養と配偶者特別控除の2重取りにならないように

チェックがかかること）

スムーズに扶養調査できることが、税額更正のタ

イミングを早めることにつながり、1期当たりの税

額の増え幅を減らすことになるため、住民サービ

スに直結する

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

6.1.14と同義と思われる。

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映しない 6.1.14.に包含されるため不要と判断します。

1001

1.1.4 基本情報管理 そもそも考慮されていない 死亡年月日の追加 当初課税の基準日が１月１日であったと

しても、そのデータの取り込みは、それ

以後の作業となる。課税の基準日から賦

課決定までの間の転出者を管理するのに

対し死亡者が含まれていないのには疑義

がある。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

ご指摘の通り、転出・転入だけでなく、死亡や職権消除も管理すべき。項目番号は1.1.4ではなく、1.1.6が正しいのではないか。また、1.1.61の遡及の場合も、転出・転入だけでなく、死亡や職権消除も管理すべき。

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 1.1.5.の連携項目に「死亡年月日」を追加します。

2629

1.1.40 物件情報管理 家屋敷課税対象者の物件情報（所在地、方書き、郵便

番号、電話番号、送付先）を管理（参照、登録、修

正、削除）できること。

家屋敷・事業所課税対象者の物件情報（所在地、

方書き、郵便番号、電話番号、送付先）を管理

（参照、登録、修正、削除）できること。

地方税法第294条第1項第2号の規定は、

市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を

有する個人で当該市町村内に住所を有し

ない者であるため。

反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

824

1.1.41 事業所情報管理 事業所名（漢字・カナ・アルファベット・数字） 事業所名（漢字・カナ・アルファベット・数字・

「・」等の記号）

事業所名として使用されているため 反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

1359

1.1.41. 事業所情報管理 eLTAXからの利用届情報の連携が行えること。

新規に登録が必要な事業所については、取り込んだ情

報から容易に登録ができること。

利用届の提出が集中する12月～2月にお

いて、基幹システムへの連携または新規

事業所登録の事務負担軽減になるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

ひとつの利用届の中に、複数の指定番号に対応する場合もあるし、利用届の内容から新規と判断されても、実際は既に指定番号を取得済みの場合もあるため、運用は現実的ではないと考える。

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

意見照会回答（P列）が空欄ですが、O列に記載の内容を反映するということでよろしいでしょうか？

反映する オプション機能として、eLTAXからの利用届情報の連携を追加します。

5

1.1.42 事業所情報管理 （実装すべき機能）

 事業所情報には，基本情報（法人番号、事業所名

（漢字・カナ・アルファベット・数字））、連絡先、

所在地、送付先、メールアドレス、個人事業主・法人

の区分、電子申告、返戻有無、休業、除籍区分（法人

成、廃業、解散、取消）、除籍年月、異動入力日）、

特別徴収義務者指定番号、eLTAXの納税者ID、特記事

項（メモ）を管理（登録、参照、修正、削除）できる

こと。

（実装すべき機能）

 事業所情報には，基本情報（法人番号、事業所名

（漢字・カナ・アルファベット・数字））、連絡先、

所在地、送付先、メールアドレス、個人事業主・法人

の区分、電子申告、返戻有無、休業、除籍区分（法人

成、廃業、解散、取消）、除籍年月、異動入力日）、

特別徴収義務者指定番号、源泉徴収番号、eLTAXの納

税者ID、特記事項（メモ）を管理（登録、参照、修

正、削除）できること。

 税務署との連携に使用するため。現

在，給与支払報告書の送付枚数を税務署

に報告する際に，税務署のデータと当市

のデータを源泉徴収番号を紐付けて調査

しているため。

 また，今後，税務署の所得税を源泉徴

収している事業所のデータを，給与支払

報告書未提出事業所の調査に使用するこ

とを検討している。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

「源泉徴収番号」が不明のため、不要な要件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

要検討 ● 給与支払報告書の送付枚数を税務署に報告する場合等に利用する，税務署のデータと税務システム

管理しているデータを紐づけるための情報の管理の要否を確認します。

410

1.1.42 事業所情報管理 基本情報（法人番号，事業所名･･･ 基本情報（法人番号，事業所名，ふりがな･･･ 現在事業所画面上ではふりがな非表示。問い合わ

せ対応の際に相手方事業所名の読み間違いを避け

るため。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

1398

1.1.42 事業所情報管理 事業所名（漢字・カナ・アルファベット・数字） 事業所名（漢字・カナ・アルファベット・数字・記

号）

事業所名に記号が含まれていることがあ

るため

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

5956

1.1.42 事業所情報管理 事業所情報には、基本情報（法人番号、事業所名（漢

字・カナ・アルファベット・数字））、連絡先、所在

地、送付先、メールアドレス、個人事業主・法人の区

分、電子申告、返戻有無、休業、除籍区分（法人成、

廃業、解散、取消）、除籍年月、異動入力日）、特別

徴収義務者指定番号、eLTAXの納税者ID、特記事項

（メモ）を管理（登録、参照、修正、削除）できるこ

と。

事業所情報には、基本情報（法人番号、事業所名（漢

字・かな・カナ・アルファベット・数字・記

号））、連絡先、所在地、送付先、メールアドレ

ス、個人事業主・法人の区分、電子申告、返戻有

無、休業、除籍区分（法人成、廃業、解散、取

消）、除籍年月、異動入力日）、特別徴収義務者

指定番号、eLTAXの納税者ID、特記事項（メモ）

を管理（登録、参照、修正、削除）できること。

「かな」「記号」を含む事業所名も存在

するため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2480

1.1.42. 事業所情報管理 事業所情報には、基本情報（法人番号、事業所名（漢

字・カナ・アルファベット・数字））、連絡先、所在

地、送付先、メールアドレス、個人事業主・法人の区

分、電子申告、返戻有無、休業、除籍区分（法人成、

廃業、解散、取消）、除籍年月、異動入力日）、特別

徴収義務者指定番号、eLTAXの納税者ID、特記事項

（メモ）を管理（登録、参照、修正、削除）できるこ

と。

事業所情報には、基本情報（法人番号、事業所名（漢

字・カナ・アルファベット・数字））、連絡先、所在

地、送付先、メールアドレス、個人事業主・法人の区

分、電子申告、返戻有無、休業、除籍区分（法人成、

廃業、解散、取消）、除籍年月、異動入力日）、特別

徴収義務者指定番号、eLTAXの納税者ID、特記事項

（メモ）を管理（登録、参照、修正、削除）できるこ

と。なお、特別徴収義務者指定番号は、自動付番

のほかに、個別指定にも対応すること。

都の要請により、特定の事業所について

は指定された指定番号を付与する必要が

あるため。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3774

1.1.42. 事業所情報管理 除籍区分に被合併を追加。 当年度の解散の場合は当該法人から給報

の提出の可能性がある。被合併の場合、

当該法人ではなく合併先法人から給報の

提出が想定される。通常の解散と被合併

とを区別したい。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

事業所情報が重複して登録されていることは多々ありますので、合併にかかわらず、要件として「同一の事業所」が管理できるべきと考えます。

他税目共通の宛名管理の要件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

4789

1.1.42. 事業所情報管理 事業所情報には、基本情報（法人番号、事業所名（漢

字・カナ・アルファベット・数字））、連絡先、所在

地、送付先、メールアドレス、個人事業主・法人の区

分、電子申告、返戻有無、休業、除籍区分（法人成、

廃業、解散、取消）、除籍年月、異動入力日）、特別

徴収義務者指定番号、eLTAXの納税者ID、特記事項

（メモ）を管理（登録、参照、修正、削除）できるこ

と。

事業所情報には、基本情報（法人番号、事業所名（漢

字・カナ・アルファベット・数字））、連絡先、所在

地、送付先、メールアドレス、個人事業主・法人の区

分、電子申告、返戻有無、休業、除籍区分（法人成、

廃業、解散、取消）、除籍年月、異動入力日）、特別

徴収義務者指定番号、eLTAXの納税者ID、eLTAXの利

用者ID、特記事項（メモ）を管理（登録、参照、修

正、削除）できること。

事業所情報にeLTAXの利用者IDも管理すること

で、事業所からの問い合わせに対し素早く対応す

ることができ、住民サービスと職員の事務効率の

上昇が見込めるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

既に指定番号と納税者IDのひもづけで、ひとつの指定番号で複数の納税者IDをもっていたり、ひとつの納税者IDで複数の指定番号をもっていたりと、確認作業が煩雑なので、さらに利用者IDをひもづけるとなると、管理しきれない。

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

6233

1.1.42. 事業所情報管理 事業所名（漢字・カナ・アルファベット・数字） 左記（ ）書きに「ひらがな・記号」を追加する。 ひらがな・記号を含む事業所名があるた

め

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

5639

1.1.43 事業所情報管理 納付書送付の要・不要 納付書の送付が不要という事業所が多いため 反映しない 【A市回答】

必要な要件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

反映しない 1.1.53.に包含されている判断です。

6923

1.1.46. 特別徴収義務者

情報管理

特別徴収義務者単位での調定情報（月割額、特別徴収

総額（年額））を容易に確認できること。

特別徴収義務者単位での調定情報）退職分離課税分の

調定額）を容易に確認できること。

歳入で退職所得がある月は場合、調定表

を作成するため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

6474

1.1.47 特別徴収義務者

情報管理

実施すべき機能に下記を追加する。

更正月に制限がある事業所（例えば通常の更正月より

一月遅らせて更正入力をしなければならない事業

所。）を管理できること。また、その事業所に所属す

る従業員を更正しようとすると、アラートが出るこ

と。

更正の対応に時間を要する事業所からの要望対

応。

要検討 ● 更正月に制限がある事業所（通常の更正

月より一月遅らせて更正入力をしなけれ

ばならない事業所）の管理が必要か、必

要な場合は、その具体的な理由をご回答

ください。

※一時的な対応（例月の更正処理の直前

に課税資料を受領し、入力内容の確認期

間確保等のため、直近の処理を回避した

いケース等を想定）は、業務スケジュー

ルの調整などの代替運用により、要件化

は不要と判断しています。

また、必要な場合は、その事業所に所属

する従業員の更正に際し、アラートを出

力する等の必要な関連機能があれば、併

せてご回答ください。

【A市回答】

不要な要件と考えます。

【E市回答】

必要ない。

現行は、通常のスケジュールで入力、通知の発送を行い、連絡があった事業所へは次月に再入力等で対応している。

【F市回答】

不要（当市では、事業所からの希望がない限り、全ての事業所で、発送月の次月から特徴するよう更正しており、そうすることで「更正月に制限がある事業所」に対応するようにしています。）

【H市回答】

本市では現在、対象となる特徴事業所は多くないため、手動で対応している。更正月に制限がある事業所の管理ができれば、入力誤りを減らすことができるため、対応は必要と考えます。

【I市回答】

現状で更正月に制限がある事業所の管理がシステム上できず、職員が入力時に注意するなどの対応を取っているため、可能であれば管理できることが望ましいと考えています。（対応事業所分の入力時にアラートが出ればよいと考えます。）

【J市回答】

当市でも更正月を遅らせてほしいと要望されている事業所があり、当初通知用データ吸い上げ後の処理では注意するようにしているが、該当する事業所は数者程度であり、当市の現状ではシステムでの管理は必要ないと考える。また、更正月の設定については、増額の場合通知発出から少なくとも1月と1週間程度開くように設定しており、こ

の運用で問題となったことはない。

大都市等で必要があれば、オプションとしてよいかもしれない。

【K市回答】

更正月に制限がある事業所が具体的にどのようなケースか想定しづらい状況ですが、一時的な対応であれば更正入力の時期を遅らせることで対応できるのではないかと考えています。

反映しない ご意見より、要件化は不要と判断します。

※該当する事業所については、メモ機能による管理を想定します。

203

1.1.5 基本情報管理 ・転出予定日

・転出確定日

・消除届出日

・消除異動日

・消除事由

課税客体の効率的な把握による業務軽減

のため

削減効果；1人×10時間

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

他税目共通の宛名管理の要件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装してもしなくても良い機能としてではなく、実装すべき機能1.1.5に反映（修正）を要望します。

反映する 実装すべき機能として項目を追加します。
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地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

1894

1.1.5 基本情報管理 異動日・異動事由を追加。 賦課決定するにあたり、賦課期日現在の

確認は全市区町村において必須事項と思

われる。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

他税目共通の宛名管理の要件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装してもしなくても良い機能としてではなく、実装すべき機能1.1.5に反映（修正）を要望します。

反映する 実装すべき機能として項目を追加します。

2571

1.1.5 基本情報管理 郵便番号の情報も取得できること 郵便番号は必要 反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

他税目共通の宛名管理の要件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2613

1.1.5 基本情報管理 住民記録情報として以下の情報を取得できること。

・筆頭者

・戸籍の修正履歴

住民記録情報として以下の情報を取得できること。

・筆頭者

・戸籍の修正履歴

・本籍地

同一生計配偶者や寡婦控除適用者の婚姻

確認、扶養控除対象者の親族確認、相続

人調査等、個人住民税業務では戸籍調査

が必要であり、戸籍調査を行う上で本籍

地は必須である。税システムで保持でき

ないと住基システムで本籍地を別途調べ

なければ、戸籍取得申請書を作成できな

いため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

他税目共通の宛名管理の要件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

必須にすべき

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 本籍地は機微情報であり、運用を一意に決められないため、実装しsてもしなくても良い機能とし

て整理します。

2720

1.1.5 基本情報管理 「・当該者の当該年度の区分(住登者・転出確定な

ど)」

を追加。

 自自治体で課税対象となっているかを

ひと目で確認できないと、事務に時間が

かかるため。

 3.7.6.に「課税台帳」という単語があっ

たが、項目名に「課税台帳」が見当たら

なかったので、こちらに入れた。弊市の

課税業務では必需項目であるが、基本情

報管理以外にもこの情報がないように見

受けられたため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2721

1.1.5 基本情報管理 「・優先課税資料情報(確定申告書・住民税申告書・

特徴給報・普徴給報・公的年金報告書など)」

を追加。

 優先課税資料の情報を、次年度課税用

住民税の申告書の発送判断や、賦課情報

を修正する場合(例：ワンストップ特例無

効など)があるため。

 「課税台帳」の情報として必要。1.3.1.

の抽出対象の「前年度情報」として必

要。必須としてください。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

これを追加するのであれば「優先課税資料情報」を使う機能要件も定義すべきと考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

ただし、1.1.5は住民記録情報の取得項目についての項目であるため、項目番号は別のものになると思われます。

反映する 基本情報の一つとして、優先課税資料情報を管理する機能を追加します。

3500

1.1.5 基本情報管理 ・転入履歴 取得できる情報に以下を追加

・転入履歴

  ・転入元住所

  ・転入異動日

  ・転出先住所

  ・転出異動日

  ・転出確定日

転出予定日と転出確定日の確認が取れな

いと、賦課期日時点での居住地判断がで

きないため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

他税目共通の宛名管理の要件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装してもしなくても良い機能としてではなく、実装すべき機能1.1.5に反映（修正）を要望します。

反映する 実装すべき機能として項目を追加します。

4593

1.1.5 基本情報管理 住民記録情報として以下の情報を取得できること

・住所

・氏名

・性別

・生年月日

・続柄 等

住民が外国人の場合は、氏名の項目について、本名だ

けでなく、通称名及び納税通知書等に記載する氏名

（本名又は通称名）を取得できるようにする。

特別徴収で住民税を徴収する者で、特別徴収義務

者に通称名を申告しているものの場合、本名で特

別徴収税額通知を送付しても特別徴収義務者が誰

の通知であるか判別できない事象が生じるおそれ

がある。また、普通徴収に係る納税通知について

も、通知が返戻になるおそれがあり、外国人本人

が通常郵便の受取等に使用している氏名を登録す

る必要がある。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

他税目共通の宛名管理の要件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

#5008に包含されていると考えます。

反映する #5008と合わせて対応します。

6802

1.1.5 基本情報管理 ・転入履歴（どこから転入し、どこへ転出したか） ・転入履歴（いつどこから転入し、いつどこへ転出し

たか）

転入出日の把握のため 反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

他税目共通の宛名管理の要件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

#3500に包含されていると考えます。

反映する ＃3500と合わせて、連携項目及び必要性を整理します。

1521

1.1.5. 基本情報管理 住民記録情報として以下の情報を取得できること。

・住所

・氏名

・性別

・生年月日

・続柄

・転入履歴（どこから転入し、どこへ転出したのか）

・住民番号

・支援措置対象者

住民記録情報として以下の情報を取得できること。

・住所

・氏名

・性別

・生年月日

・続柄

・転入履歴（どこから転入し、どこへ転出したのか、

日付）

・住民番号

・支援措置対象者

・死亡日

転出入の年月日、死亡日などは通知書発

送・返戻管理の際の確認事項に関わって

くるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装してもしなくても良い機能としてではなく、実装すべき機能1.1.5に反映（修正）を要望します。

反映する ＃203等と合わせて、連携項目及び必要性を整理します。

2335

1.1.5. 基本情報管理 住民記録情報として以下の情報を取得できること。

・住所

・氏名

・性別

・生年月日

・続柄

・転入履歴（どこから転入し、どこへ転出したのか）

・住民番号

・支援措置対象者

左記の「実装すべき機能」に次の項目を加える。

・国籍

租税条約の適用では国籍を確認する必要

があるが、給与支払報告書による届け出

では在留カードの添付を要しないので、

記載内容の判断において国籍情報を取得

する必要がある。

地方税法第9条の相続による承継は被相続

人の本国法による（法の適用に関する通

則法第36条）ことから、承継通知事務に

おいては（日本人であるか否かを含め

て）死亡者の国籍を確認する必要があ

る。

外国人住民に対して、申告・納税に関する案内や

各種通知等をきめ細かに行える。

厚生労働省・総務省の統計から試算すると、日本

国内の外国人労働者の比率は約３％であるが、こ

れらの労働者へ申告・納税の周知を図ることが住

民サービスとして重要である。

（なお、当区では納税者全体に占める外国人比率

は約6.5％である）

欧米や中国等を除く外国人のなかには、地方税

（個人住民税）の概念が元々なく滞納する者もい

るため、督促・催告においても国籍情報を活用し

て納税義務を周知することが自主納付を進めるう

えで有益である。

また、多くの自治体では「英語・中国語・韓国

語」のほかポルトガル語やスペイン語等での案内

を行っているが、国籍を把握できればベトナム語

等によるサポートの必要性を判断して住民税に関

するアウトリーチ型住民サービスを向上すること

ができる。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

他税目共通の宛名管理の要件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する ＃203等と合わせて、連携項目及び必要性を整理します。



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

2337

1.1.5. 基本情報管理 住民記録情報として以下の情報を取得できること。

・住所

・氏名

・性別

・生年月日

・続柄

・転入履歴（どこから転入し、どこへ転出したのか）

・住民番号

・支援措置対象者

左記の「実装すべき機能」に次の項目を加える。

・異動日

・異動事由

また、左記の「・転入履歴（どこから転入し、どこへ

転出したのか）」を「・転入出履歴（いつ、どこから

転入し、どこへ転出したのか）」に改める。

１．転入・転出については賦課期日との

関係で日付が必須である

２．課税・納税の各種事務において、異

動日と異動事由が必要となる。例えば死

亡・国外転出・（不現住等）職権消除は

年間の納税義務者の約2.5％を占めるた

め、これらの異動日・異動事由は個人住

民税システム上必須のものである。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

他税目共通の宛名管理の要件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

#3500に包含されていると考えます。

反映する ＃203等と合わせて、連携項目及び必要性を整理します。

2469

1.1.5. 基本情報管理 住民記録情報として以下の情報を取得できること。

・住所・氏名・性別・生年月日・続柄・転入履歴・住

民番号・支援措置対象者

住民記録情報として以下の情報を取得できること。

・住所・氏名・性別・生年月日・続柄・転入履歴・住

民番号・支援措置対象者・氏名の履歴・ふりが

な・在留資格・在留期間・通称名・優先氏名・住

民区分（住民登録外か）

在留資格・在留期間・住民区分は申告勧奨の対象

とするかの判断に使用するため。

通称名・優先氏名は送付物の宛名に使用するた

め。

旧姓・ふりがなは資料の紐づけに使用す

るため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

他税目共通の宛名管理の要件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する ＃203等と合わせて、連携項目及び必要性を整理します。

2470

1.1.5. 基本情報管理 住民記録情報として以下の情報を取得できること。

・筆頭者・戸籍の修正履歴

住民記録情報として以下の情報を取得できること。

・筆頭者・戸籍の修正履歴・本籍

相続人調査等の戸籍や戸籍附票の照会に

必要なため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

他税目共通の宛名管理の要件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

#2613に包含されていると考えます。

反映する ＃2613と合わせて、整理します。

3242

1.1.5. 基本情報管理 住民記録情報として以下の情報を取得できること。

・住所

・氏名

・性別

・生年月日

・続柄

・転入履歴（どこから転入し、どこへ転出したのか）

・住民番号

・支援措置対象者

取り込んだ住民記録情報から、以下の情報を取得
できること。
・住所
・氏名
・性別
・生年月日
・続柄
・転入履歴（どこから転入し、どこへ転出したの
か）
・宛名番号
・支援措置対象者

1.1.3等では「住民記録情報の取り込み」

とあるが、本項では「住民記録情報とし

て以下の情報を取得」となっている。

「取り込み」と「取得」の使い分けを

行っている理由を明確にすべきであり、

できない場合は、どちらかに統合すべき

と考える。

また、住民番号については、宛名番号の

方が適切（マイナンバー制度でも「団体

内統合宛名番号」等と呼称するため）で

あると考える。

反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

他税目共通の宛名管理の要件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

4156

1.1.5. 基本情報管理 【実装しなくても良い機能】

住民記録情報として以下の情報を取得できること。

・筆頭者

・戸籍の修正履歴

【実装しなくても良い機能】

住民記録情報として以下の情報を取得できること。

・筆頭者

・戸籍の修正履歴

・本籍地

相続人調査等のため戸籍謄本等を公用請

求する際、本籍地情報が必要なため、住

民票抄本等を取得の上、戸籍を請求する

こととなるが、本機能追加によって、住

民票管理部署の作業削減にもなると思わ

れ、法令等に照らし、可能であれば実装

願いたい。また、今後の特定個人情報の

情報連携業務の方向性からも、照会先を

効率よく特定可能になると思われる。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

他税目共通の宛名管理の要件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

#2613に包含されていると考えます。

反映する ＃2613と合わせて、整理します。

4234

1.1.5. 基本情報管理 記載なし。 死亡年月日を追加。またここに記載の情報については

CSV出力可能なことが望ましい。

法24①I,294①Iの納税義務者の確定に必要 反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

他税目共通の宛名管理の要件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する ＃203等と合わせて、連携項目及び必要性を整理します。

4255

1.1.5. 基本情報管理 住民記録情報として以下の情報を取得できること。

・住所

・氏名

・生年月日

・続柄

・転入履歴（どこから転入し、どこへ転出したのか）

・住民番号

・支援措置対象者

左記に下記項目を追加。

・世帯番号

・異動事由

・異動年月日

・通称名

・「世帯番号」をキーとして税法上の扶

養関係を管理（＝世帯情報管理）してお

り、必要な情報であるため。

・転入、転出等の「異動事由」及び「異

動年月日」にもとづき課税対象者情報の

管理（遡り転入の場合は、課税対象者情

報を作成する等）を行っており、必要な

情報であるため。

・外国人の方が、住民票に「通称

（名）」の記載を届出している場合、納

税通知書等の送付時は氏名に代わり「通

称名」を使用すべきと考えるため。（本

人が勤め先に通称名で届け出ていた場合

に、通称名でない氏名で送付することに

齟齬が生じる等）

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

他税目共通の宛名管理の要件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する ＃203等と合わせて、連携項目及び必要性を整理します。

5008

1.1.5. 基本情報管理 住民記録情報として以下の情報を取得できること。

・住所

・氏名

・性別

・生年月日

・続柄

・転入履歴（どこから転入し、どこへ転出したのか）

・住民番号

・支援措置対象者

住民記録情報として以下の情報を取得できること。

・住所

・氏名(通称名・本名・併記名の登録情報を含む)

・性別

・生年月日

・続柄

・転入履歴（どこから転入し、どこへ転出したの

か）

・住民番号

・支援措置対象者

証明書発行窓口において、デフォルト表

記からの変更の依頼を受けることがあ

る。

通称名、本名、併記名のいづれでもない

氏名を出力するわけにはいかないため、

確認を行うかその際の労力を省力化する

ため。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

ただし、住民記録システム

標準仕様書の文言と合わ

せ、「併記名」、「通称

名」は使用せず、「通称」

に統一する。

【A市回答】

他税目共通の宛名管理の要件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

1074

1.1.52 特別徴収義務者

情報管理

事業所ごとに③納税通知書（特徴義務者用・納税義務

者用）の出力順を受給者番号順に設定できること

受給者番号は、各事業所のユニークな記号のた

め、eLTAX税額通知以外の納税通知書（特徴義務

者用）で個人別の表示順を受給者番号順に設定で

きれば事業所で把握しやすい。また、納税通知書

（納税義務者用）も受給者番号順に出力できれ

ば、事業所で従業員に渡す際に煩雑にならない。

などが想定される。

反映しない 【A市回答】

【E市回答】

#1074・#3778・#3452・#3453・＃3494

機能要件としては、#3778の特殊出力順を除いてはほぼ同じ内容だと思われるが、反映する・しないと対応が分かれている。

本市としては機能として反映したい。1.1.53 特別徴収義務者情報管理 に「特別徴収税額決定・変更通知書の事業所内での記載順(提出順または受給者番号順)を設定できること。」を追加したい。

帳票の要件として並び順について記載がないので、4.1.1. 特別徴収税額決定・変更通知書発行に「特別徴収税額決定・変更通知書の事業所内での記載順は提出順または受給者番号順で印字できること。」を追加したい。

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

反映しない 通知書等のソート順については、共通要件での定義として整理します。

2844

1.1.53. 特別徴収義務者

情報管理

設定できること 管理（登録、参照、修正、削除）できること。 文言の整理（当初の設定だけでなく、例

月の修正など管理全般もできることを明

確にする）

反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。
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地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

3778

1.1.53. 特別徴収義務者

情報管理

通知書出力区分の追加（特徴宛名番号順、受給者番号

順、特殊出力順（受給者番号11桁以降順）など）

事業所より納税義務者用通知の出力順の依頼があ

るため（受給者番号の一部が部署を特定する値に

なっており、事業所が通知を部署ごとに振り分け

るための作業量が削減）

反映しない 【A市回答】

【E市回答】

#1074に記載

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

反映しない 通知書等のソート順については、共通要件での定義として整理します。

2845

1.1.54. 特別徴収義務者

情報管理

更新できること 管理（登録、参照、修正、削除）できること。 文言の整理（当初の設定だけでなく、例

月の修正など管理全般もできることを明

確にする）

反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

4367

1.1.55 特別徴収義務者

情報管理

納期特例情報（適用、解除）、納期の特例の開始月、

終了月を管理（登録、参照、修正、削除）できること

（以下追記）

また、納期特例情報は収納システムに連携するこ

と。

返戻者情報について、各システムと連携

することで、返戻・公示にかかる調査事

務の重複が軽減される。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

必須である

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

収納業務での必要情報の取得は、原則は収納システムで定義される判断です。

2422

1.1.56. 特別徴収義務者

情報管理

特別徴収義務者宛に行う照会（住民登録地や扶養）状

況の確認ができること

事業所からの相談等に対し速やかに回答する判断

材料のため

状況確認のため 反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

303

1.1.58 特別徴収義務者

情報管理

指定する条件に月次処理ごとの更新対象者のみを抽出

することを追加

特別徴収義務者に対して多数の納税義務

者が紐づいている場合に、対象者の抽出

を問い合わせ時等に容易にするため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2630

1.1.58 特別徴収義務者

情報管理

特別徴収義務者情報に紐づく、異動のあった個人を確

認でき、該当者を対象に下記の条件を組み合わせた抽

出ができること。

＜指定する条件＞

・氏名

・かな氏名

・生年月日

・宛名番号（特徴税額通知に印字するため自動採番さ

れる事業所内個人の通し番号）

・受給者番号（事業所から提出される給与支払報告書

等に記載されている受給者番号）

・月割額（登録されている月割額を、月を指定して抽

出する）

特別徴収義務者情報に紐づく、異動のあった個人を確

認でき、該当者を対象に下記の条件を組み合わせた抽

出ができること。

＜指定する条件＞

・氏名

・かな氏名

・生年月日

・宛名番号（特徴税額通知に印字するため自動採番さ

れる事業所内個人の通し番号）

・受給者番号（事業所から提出される給与支払報告書

等に記載されている受給者番号）

・月割額（登録されている月割額を、月を指定して抽

出する）

・異動事由

事業所からの異動届出による通知なのか、申告等

によるものなのか、を事業所が判断できるように

するため。

事業所起因によるものであれば、提出した内容と

の一致を確認することとなるが、申告等によるも

のの場合、事業所は異動が発生したことを通知に

より認知し、納税義務者からの徴収金額等を変更

する必要が生じるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3369

1.1.58 特別徴収義務者

情報管理

特別徴収義務者情報に紐づく、異動のあった個人を確

認でき、該当者を対象に下記の条件を組み合わせた抽

出ができること。

＜指定する条件＞

・氏名

・かな氏名

・生年月日

・宛名番号（特徴税額通知に印字するため自動採番さ

れる事業所内個人の通し番号）

・受給者番号（事業所から提出される給与支払報告書

等に記載されている受給者番号）

・月割額（登録されている月割額を、月を指定して抽

出する）

特別徴収義務者情報に紐づく、異動のあった個人を確

認でき、該当者を対象に下記の条件を組み合わせた抽

出ができること。

＜指定する条件＞

・氏名

・かな氏名

・生年月日

・宛名番号（特徴税額通知に印字するため自動採番さ

れる事業所内個人の通し番号）

・受給者番号（事業所から提出される給与支払報告書

等に記載されている受給者番号）

・月割額（登録されている月割額を、月を指定して抽

出する）

・異動年月日（バッチ処理日ごとにそのバッチ処理日

で異動があった人を抽出する）

現行のシステムでは検索画面で異動者の

みの抽出が可能だが、バッチ処理日に関

係なく異動があった人が全て抽出されて

しまう。バッチ処理日ごとの異動者をす

ぐ確認できるようになることで、特徴義

務者からの問い合わせ時の対応がスムー

ズになるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3504

1.1.58 特別徴収義務者

情報管理

指定する条件 指定する条件に以下を追加。

・個人番号
対象者抽出の誤りがなくなるため。 反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3570

1.1.58 特別徴収義務者

情報管理

特別徴収義務者情報に紐づく、異動のあった個人を確

認でき、該当者を対象に下記の条件を組み合わせた抽

出ができること。

＜指定する条件＞

・氏名

・かな氏名

・生年月日

・宛名番号（特徴税額通知に印字するため自動採番さ

れる事業所内個人の通し番号）

・受給者番号（事業所から提出される給与支払報告書

等に記載されている受給者番号）

・月割額（登録されている月割額を、月を指定して抽

出する）

特別徴収義務者情報に紐づく、異動のあった個人を確

認でき、該当者を対象に下記の条件を組み合わせた抽

出ができること。

＜指定する条件＞

・氏名

・かな氏名

・生年月日

・宛名番号（特徴税額通知に印字するため自動採番さ

れる事業所内個人の通し番号）

・受給者番号（事業所から提出される給与支払報告書

等に記載されている受給者番号）

・月割額（登録されている月割額を、月を指定して抽

出する）

・入力日（○月×日～○月△日の範囲指定）

事業所から数回前の随時更正対象者の問い合わせ

が度々あるのでその質問に対応できるようにする

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

6522

1.1.58 特別徴収義務者

情報管理

指定する条件に異動事由を追加 異動事由ごとの抽出が可能となり、入力

後のチェックが容易となるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

4197

1.1.58

1.1.59

特別徴収義務者

情報管理

指定する条件にマイナンバーを追加 同姓同名、同一生年月日の者の区別が必

要であるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3261

1.1.58. 特別徴収義務者

情報管理

特別徴収義務者情報に紐づく、異動のあった個人を確

認でき、該当者を対象に下記の条件を組み合わせた抽

出ができること。

＜指定する条件＞

・氏名

・かな氏名

・生年月日

・宛名番号（特徴税額通知に印字するため自動採番さ

れる事業所内個人の通し番号）

・受給者番号（事業所から提出される給与支払報告書

等に記載されている受給者番号）

・月割額（登録されている月割額を、月を指定して抽

出する）

特別徴収義務者情報に紐づく、異動のあった個人を確

認でき、該当者を対象に下記の条件を組み合わせた抽

出ができること。

＜指定する条件＞

・氏名

・かな氏名

・生年月日

・事業所内一連番号（特徴税額通知に印字するた
め自動採番される事業所内個人の通し番号）
・受給者番号（事業所から提出される給与支払報
告書等に記載されている受給者番号）
・月割額（登録されている月割額を、月を指定し
て抽出する）
なお、上記「指定する条件」は最低限の条件であ
り、追加を行うことは可能なものとする。

「宛名番号」は他の番号として使用した

方が望ましいことから「事業所内一連番

号」とした方が良い。

また、「指定する条件」については、最

低限の抽出条件として、追加できること

を明示すべきではないか。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

ただし、「宛名番号」については施行規則様式で定められていますので、「事業所内一連番号」とするには規則改正が必要と考えます。

反映する 「宛名番号」を「事業所内一連番号」として、表記を修正します。

6569

1.1.58. 特別徴収義務者

情報管理

＜指定する条件＞

・年税額

特別徴収異動届には、年税額の記載があり、特別

徴収義務者との連絡等には個人の年税額により確

認することが多いため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3505

1.1.59 特別徴収義務者

情報管理

指定する条件 指定する条件に以下を追加。

・個人番号
対象者抽出の誤りがなくなるため。 反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

6523

1.1.59 特別徴収義務者

情報管理

指定する条件に異動事由を追加 異動事由ごとの抽出が可能となり、入力

のチェックが容易となるため。

反映しない 【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

#6522が同じ内容ですが、「仕様へ反映する」としています。

反映しない ＃6522を対応することで、包含される判断です。

3262

1.1.59. 特別徴収義務者

情報管理

特別徴収義務者情報から、個人の基本情報を容易に確

認できること。

また、特別徴収義務者に紐づく個人を以下の条件を指

定して抽出できること。

＜指定する条件＞

・氏名、かな氏名

・生年月日

・宛名番号

・受給者番号

・月割額

特別徴収義務者情報から、個人の基本情報を容易に確

認できること。

また、特別徴収義務者に紐づく個人を以下の条件を指

定して抽出できること。

＜指定する条件＞

・氏名、かな氏名

・生年月日

・事業所内一連番号
・受給者番号
・月割額
なお、上記「指定する条件」は最低限の条件であ
り、追加を行うことは可能なものとする。

「宛名番号」は他の番号として使用した

方が望ましいことから「事業所内一連番

号」とした方が良い。

また、「指定する条件」については、最

低限の抽出条件として、追加できること

を明示すべきではないか。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

#3261と同様です。

反映する 「宛名番号」を「事業所内一連番号」として、表記を修正します。

6570

1.1.59. 特別徴収義務者

情報管理

＜指定する条件＞

・年税額

特別徴収異動届には、年税額の記載があり、特別

徴収義務者との連絡等には個人の年税額により確

認することが多いため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

1127

1.1.61. 遡及（予定）転

出・遡及転入者

管理

外国からの転入者について、出国から一年未満での入

国であるかを確認、抽出が容易にできること。

一年未満の出国は課税の対象になる。円

滑に課税を行うためにも、一年未満の課

税の対象になりえるものかを把握する必

要があるため。（自治体をまたいで再入

国している場合でも把握できるとなおよ

い。）

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

他税目共通の宛名管理の要件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2906

1.1.61. 基本情報管理 遡及（予定）転出・遡及転入者の情報を・・・ 遡及（予定）転出・遡及転入者・遡及で更新された

氏名・続柄・世帯の情報を・・・

配偶者、扶養情報の紐づけ処理や帳票へ

の印字内容に影響があるため、随時修正

が必要な項目である。随時手動で変更の

確認、修正には手間と修正漏れの可能性

も高いため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

項目名は「遡及（予定）転出・遡及転入者管理」です。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3054

1.1.62 基本情報管理 納税承継人・納税管理人・成年後見人・保佐人・補助

人・相続人・相続人代表者・その他を管理（参照、登

録、修正、削除）できること。

納税承継人・納税管理人・成年後見人・保佐人・補助

人・相続人・相続人代表者・破産管財人・代表者・そ

の他を管理（参照、登録、修正、削除）できること。

当該業務上、当然必要な機能と思える。

頻出の肩書きを追加。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

項目名は「納税承継人・納税管理人等管理」です。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

3905

1.1.62 納税継承人・納

税管理人等管理

法定相続人を加える 「その他」ではなく、法定相続人をして

管理する方が望ましいため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

1949

1.1.62. 納税承継人・納

税管理人等管理

納税承継人・納税管理人・成年後見人・保佐人・補助

人・相続人・相続人代表者・その他を管理（参照、登

録、修正、削除）できること。

納税承継人・納税管理人・成年後見人・保佐人・補助

人・相続人・相続人代表者・その他を管理（参照、登

録、修正、削除）できること。

ただし、納税管理人は納税義務者が市内に住所を有し

ていない場合、相続人、相続人代表者は、納税義務者

が死亡している場合に登録できる。

地方税法第380条第１項に記載されてい

るとおり、納税管理人は市内に住所を有

していない場合に設定するものとなって

いるため

誤入力の防止 要検討 ● 以下の整理で問題がないかをご回答くだ

さい。

＜オプション追加＞

相続人、相続人代表者は、納税義務者が

死亡している場合のみ入力す可能とする

機能

＜反映なし＞

納税管理人は納税義務者が市内に住所を

有していない場合の無入力可能とする機

能

【A市回答】

問題ありません。

【E市回答】

問題ない

【F市回答】

問題なし(住民登録を異動せずに海外へ転出してしまったり、転居してしまった人の管理ができなくなるため。）

【H市回答】

本市では、左記の整理で問題ありません。

【I市回答】

問題ない

【J市回答】

基本的には貴庁の整理で問題ないと考える。相続人及び相続人代表者の入力は、納税義務者が死亡している場合のみ行うのは、当然のことではあるが、誤った人に入力してしまう場合の対策としては必要となる団体もあろうと考えるので、オプションの追加でよい。

【K市回答】

問題ありません。

納税管理人については、原則は修正意見のとおりですが、DV等、何らかの事情により住所異動できない納税義務者から納税管理人選定申告書が提出される可能性もあり、システムで制限すべきでないと考えます。

反映する 以下の通り、仕様書に反映します。

＜オプション追加＞

相続人、相続人代表者は、納税義務者が死亡している場合のみ入力す可能とする機能

＜反映なし＞

納税管理人は納税義務者が市内に住所を有していない場合の無入力可能とする機能

3779

1.1.62. 納税承継人・納

税管理人等管理

納税承継人等の設定は、既に登録されている宛名との

紐付けを行うことができ、直接送付先を入力すること

も可能であること。

納税承継人を既存の宛名と紐付けることで、納税

承継人の住所変更時に送付誤りを防ぎ、文書送付

事務の正確さが向上する。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

5597

1.1.62. 納税承継人・納

税管理人等管理

納税承継人・納税管理人・成年後見人・保佐人・補助

人・相続人・相続人代表者・その他を管理（参照、登

録、修正、削除）できること。

納税承継人・納税管理人・成年後見人・保佐人・補助

人・相続人・相続人代表者・破産管財人その他を管

理（参照、登録、修正、削除）できること。

破産管財人について、通知書発送にあた

り業務上使用している肩書となる。破産

管財人の設定を行い送付している書類は

100件弱ある。（福山運用）

破産管財人については、管財人の選任期

間が終了した場合には設定を解除して書

類を送付する必要がある。そのため、破

産管財人について管理するが必要とな

る。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2847

1.1.64. 遡及（予定）転

出・遡及転入者

管理

はいに辞されないよう は印字されないよう 誤字 反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3674

1.1.64. 納税承継人・納

税管理人等管理

いに辞 印字 誤字 反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

4660

1.1.64. 納税承継人・納

税管理人等管理

ただし、肩書きにその他が選択されている場合は、

［納税管理人等肩書き］はいに辞されないよう制御

できること。

誤字と思われる。 反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

334

1.1.65 送付先管理 DV被害者について、決通（特に特徴）の送付先や

表記住所等について相応の対応が必要と考えま

す。柔軟な対応が取れるようご考慮いただきたい

と思っています。

反映しない 【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

#6230と同じ意見です。

反映しない 帳票出力項目として整理済みのため、対応不要と判断しています。

4926

1.1.65. 送付先管理 特別徴収義務者の送付先に特別徴収通知書等の書類を

送付する場合、宛先を[送付先宛所] [送付先名]様

（[特別徴収義務者] 様分） と印字できること。

他社の特別徴収義務者にかかる特別徴収務業務を

複数請負っている会社は、当該機能があることが

前提で、業務運営しているものと想定されるた

め。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

4942

1.1.65. 送付先管理 個人住民税の送付先（氏名、住所、名称、所在地、電

話番号、郵便番号）を管理（参照、登録、修正、削

除）できること。

「特別徴収義務者」と「納税義務者」それぞれ別の送

付先を設定できること。

個人住民税の送付先（氏名、住所、名称、所在地、電

話番号、郵便番号）を管理（参照、登録（設定理由を

含む）、修正、削除）できること。

「特別徴収義務者」と「納税義務者」それぞれ別の送

付先を設定できること。

法20条

課税処分確定のため、法に基づく送付先

（送達先）であることを正確に管理する

必要がある。

後年度に「送付先設定の理由」が不明で、課税処

分が確定せず、また納税者とトラブルになること

があるが、こうした事態が解消する。

送付先が、「住所、居所」なのか、「事

務所、事業所」なのか、「申出」による

か等の理由は、個人住民税システム内で

管理し、別途の二重管理が生じないよう

配慮をいただきたい。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

3382

1.1.8 基本情報管理 【実施すべき機能】

国民健康保険情報として以下の情報を取得できるこ

と。

・前年中の納付額（特別徴収分）

・前年中の納付額（普通徴収分）

【実施しなくてもよい機能】

前年中の納付額及び納付額に係る還付額（特別徴収

分）

前年中の納付額及び納付額に係る還付額（普通徴収

分）

申告や課税資料に基づき、社会保険料控

除額を算定するため、必須ではないが、

当庁が管理している納付額及び納付に係

る還付額が把握できた場合、参考とする

ことができる。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

1353

1.1.8. 基本情報管理 国民健康保険情報として以下の情報を取得できるこ

と。

・前年中の納付額（特別徴収分）

・前年中の納付額（普通徴収分）

国民健康保険情報として以下の情報を取得できるこ

と。

・前年中の納付額（特別徴収分）

・前年中の納付額（普通徴収分）

・現在の加入有無

問い合わせ対応時等に、現時点の加入有無を容易

に確認できることで、所得申告の要否の判断や担

当課との連携がスムースに行えることが、住民

サービスの向上に寄与するため

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

5370

1.1.XX. 基本情報管理 【実装すべき機能】として次の機能を追加する。

・現住所、賦課期日住所とは別に特別徴収税額通知に

記載するＤＶ等支援措置対象者の住所を管理（登録、

参照、修正、削除）できること。

ＤＶ等支援措置対象者の住所を特別徴収義務者に

送付しないことにより、支援措置対象者を保護す

ることにつながるため。

反映しない 【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

#6230と同じ意見です。

反映しない 帳票出力項目として整理済みのため、対応不要と判断しています。

2635

1.2.1 総括表発送対象

抽出

一定の条件（前年度情報等）を指定し、給与支払報告

書（総括表）発送対象者を抽出できること。

＜抽出条件＞

・退職者のみの事業所、廃業・休業中の事業所、電子

媒体での提出事業所以外の前年度給報提出事業所

・給与支払報告書（明細書）の出力希望

一定の条件（前年度情報等）を指定し、給与支払報告

書（総括表）発送対象者を抽出できること。

＜抽出条件＞

・前々年退職者のみの事業所、廃業・休業中の事

業所、電子媒体での提出事業所以外の前年度給報

提出事業所

・給与支払報告書（明細書）の出力希望

前年退職者のみの事業所については、金額によっ

て給与支払報告書の提出義務があるにもかかわら

ず、総括表が届かなかったために、総括表送付依

頼をしたり、事業所で作成したりする必要が生じ

るため。

前年退職者のみの事業所については、金

額によって給与支払報告書の提出義務が

あり、提出時に発送した総括表が添付さ

れていないと、指定番号を調べたり、市

側で作成し添付したり、処理が増加する

ため。また、似た事業所名もあり、誤特

定や誤送付のリスクが高まるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

6221

1.2.1 総括表発送対象

抽出

実装しなくてよい機能に、一定の条件（前年度情報

等）を指定し、給与支払報告書（総括表）発送対象者

を抽出できることとある。

eLTAXとパンチ給報の総括表の受付方法が異なるた

め、eLTAXは発送必要・発送不要の管理を行っていな

い。退職・休業・廃業のほか、年度途中で異動届の提

出などがあり特徴者がいる、前年度の1月から5月ま

では特徴＝給与あり等で、給報の提出が見込まれる事

業所の抽出が行えるとよい。

総括表が届かなかったり、従業員がいないのに総

括表が届いたなどの苦情が多いので、できる限り

正確に総括表を送付させたいため。

税務署などの全国共通の総括表などは、

指定番号が入っていないので、なるべく

町からの総括表を活用して提出しても

らったほうが業務量が減る。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

4863

1.2.1. 総括表発送対象

抽出

一定の条件（前年度情報等）を指定し、給与支払報告

書（総括表）発送対象者を抽出できること。

＜抽出条件＞

・退職者のみの事業所、廃業・休業中の事業所、電子

媒体での提出事業所以外の前年度給報提出事業所

・給与支払報告書（明細書）の出力希望

一定の条件（前年度情報等）を指定し、給与支払報告

書（総括表）発送対象者を抽出できること。

＜抽出条件＞

・退職者のみの事業所、廃業・休業中の事業所、電子

媒体での提出事業所以外の前年度給報提出事業所

・給与支払報告書（明細書）の出力希望

・送付が必要のない対象事業所を任意で指定でき

る。

庁内への送付を想定しているもので、任

意で指定した事業所を引き抜き分として

束分けすることで、郵送料のコストカッ

トが見込める。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2728

1.2.2. 総括表送付対象

抽出

 「また、1.2.1.の抽出事業所とは別に、任意の一覧

をシステムに取り込むことで、発送・発送停止情報を

一括で登録・変更することができること。また、エル

タックスの利用届出の有無で発送対象の有無を一括で

登録・変更することができること。」を追加。

 現実的には、１件ずつ設定するのは個

別事情の場合のみであり、一括設定でき

ることが効率的な運用のために必須。

要検討 ● 以下の要件が必要か、必要な場合はその

具体的な理由をご回答下さい。

・総括表発送対象の抽出条件に、

「eLTAXの利用届出の有無」の要否（必

要な場合は事業所情報の管理項目として

追加を想定）

・「システム外の一覧を取り込むこと

で、発送・発送停止情報を一括で登録・

変更」する機能の要否

【A市回答】

必要な要件と考えます。

・eLTAX事業所に総括表を送付しない運用も想定されるため。

・強制的に出力/未出力の情報を団体で管理していることも想定されるため。

【E市回答】

eLTAXにて給報を提出している事業所に対して、紙給報提出事業所とは別の文面の総括表を送付している。「eLTAXの利用届出の有無」として追加するか、事業所情報管理の電子申告区分での管理が可能だと思われる。

「システム外の一覧を取り込むことで、発送・発送停止情報を一括で登録・変更」は現行は行っていないため、必要ない。

【F市回答】

「eLTAXの利用届出の有無」について、当市ではeLTAXで給報を提出した事業所にも給報の作成時における案内やお知らせを送付しているため、この機能は不要。

「システム外の一覧を取り込むことで」の方は、必要。

【H市回答】

本市では、左記の要件は不要と考えます。

【I市回答】

いずれも必要であると考えています。

・eitaxで給報が提出される可能性が高い事業所に対しては、総括表の送付が不要の可能性が高いため。

・総括表の発送条件は自治体ごとに異なるため、様々な条件に対応できるよう一括登録は必要である。

【J市回答】

（前段）ご確認事項と少しずれる意見であるが、当市でもeLTAX利用届出の提出がある事業所については原則紙の総括表を送付しないこととしており、新規追加のたびに総括表発送を手動で停止している。しかし、総括表送付対象抽出の条件としては「eLTAXの利用届出の有無」は不適当と考える。eLTAX共通納税システムの導入後、共通納

税システムのみの利用のための利用届出の提出が増加している傾向にある。それらの事業所では、給与支払報告書は紙提出のままであり、紙の総括表を送る必要がある。総括表送付の前にこれらの事業所の精査をしているが、eLTAXの申告先税目が「個人住民税（特徴）」一本である現状では、本機能の追加は慎重に考えるべきである。

（後段）各団体においては様々な条件で総括表の発送・発送停止を判断していると認識している。例えば、総括表発送を停止する給報の未提出期間について、当市では連絡がなければ5年間は送付する運用としているが、他団体ではもっと短い期間で停止することとしているところもある。各団体の運用に合わせて外部データの取り込みによる

総括表発送・発送停止の一括登録・変更機能は事務の効率化につながると考えるため、オプションとして記載いただきたい。

【K市回答】

特に必要とは考えていません。

反映する ● 以下のとおり整理します。

・総括表発送対象の抽出条件に、「eLTAXの利用届出の有無」の追加

⇒反映しない。

※共通納税機能の利用のため利用届出しているケースがあり、単純に届出有無での絞り込みは有用

性が低いと考えられるため

・「システム外の一覧を取り込むことで、発送・発送停止情報を一括で登録・変更」する機能の追

加

⇒反映（オプション機能として追加）する

2309

1.2.4 総括表作成 − 【オプション機能】

以下の項目を指定して、総括表の山分けができるこ

と。

＜指定項目＞

・郵便番号（指定した複数の郵便番号（郵便局単

位））

郵便差出にあたり、区内分と区外分を分

けて印刷用データを作成する必要がある

ため

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

帳票要件で述べたような気がしますが、機能要件でも述べるのであれば、すべての帳票に記載すべき。

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映しない 帳票出力項目として整理済みのため、対応不要と判断しています。

4669

1.2.4 総括表作成 給与支払報告書（総括表）を一定の出力条件を指定

し、作成できること。

＜抽出条件＞

・退職者のみの事業所、廃業・休業中の事業所、電子

媒体での提出事業所以外の前年度給報提出事業所

・給与支払報告書（総括表）の発送希望

・給与支払報告書（明細書）の発送希望

給与支払報告書（総括表）を一定の出力条件を指定

し、作成できること。

＜抽出条件＞

・退職者のみの事業所、廃業・休業中の事業所、電子

媒体での提出事業所以外の前年度給報提出事業所

・最新課税台帳に設定されている事業所

・給与支払報告書（総括表）の発送希望

・給与支払報告書（明細書）の発送希望

「退職者のみの事業所、廃業・休業中の

事業所、電子媒体での提出事業所以外の

前年度給報提出事業所」のみであると、

期中に特別徴収切替届出書を提出し、新

規で指定番号を採番（給報の提出実績は

無し）した事業所が抽出対象から漏れて

しまうため。

このような対象を個別で管理すると大幅

な事務量の増加が見込まれるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2848

1.2.4. 総括表作成 前年度給報提出事業所 前年度給報提出事業所または前年度（６月～12月）

に特徴実績がある事業所

前年度に特上げによる特徴実績があるな

らば給与の支払いがある。（前々年に給

与の支払がなく給報がない事業所を想

定）

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。
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地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

2484

1.3.1. 申告書発送対象

者抽出

一定の条件（前年度情報、年齢、未申告者、発送希望

者、生活保護の有無等）を指定し、個人住民税申告書

発送対象者を抽出できること。

一定の条件（前年度情報、年齢、未申告者、発送希望

者、生活保護の有無、支援措置対象等）を指定

し、個人住民税申告書発送対象者を抽出できるこ

と。

支援措置対象者への申告勧奨は慎重な判断を要す

るため。

反映する ● ＃4661とあわせて検討します 【A市回答】

＃4661同様。

【E市回答】

【F市回答】

＃4661と同じ

【H市回答】

同上

【I市回答】

【J市回答】

（前の項目からの続き）

・住登外課税者→不適当。毎年住民税申告書で住登外課税するケースが考えられる。

・現年度課税取消分→自治体の運用によってはありうるが、当市では単年度の課税取消だけで申告書を送付不要とする判断にはしない。

・その他の条件：適当であると考える。

（懸念事項）抽出条件を詳細化すると、利用する団体側にとってはメリットがあるが、開発するベンダー側のシステムによっては、一部の抽出条件が実現できず、それが標準仕様書の機能を満足するものであるのか、わかりにくくなるおそれがあると考えられる。ベンダー側からの意見も重要であると考える。

【K市回答】

条件を各自治体で個別に選択（設定）できるのであれば問題ありません。

反映する ● ＃4661とあわせて検討します

5964

1.3.1. 申告書発送対象

抽出

一定の条件（前年度情報、年齢、未申告者、発送希望

者、生活保護の有無等）を指定し、個人住民税申告書

発送対象者を抽出できること。

①実装すべき機能に変更

⓶一定の条件の前年度情報⇒優先資料が市申であるこ

と

③対象外としてほしい主な情報

 １.個人基本種別が”4”（扶養関連）

 ２.住登外

 ３.死亡者

 ４.現年課税取消分

 ④対象外となっても仕方ない条件

  １.肩書＝「県住」・「市住」なくてもよい →発送

区分で対応可

  ２.遺族年金・障害年金

   特記で判断だが、なくてもよい → 発送区分で対

応可

④抽出だけでなく発送もできること。

申告が必要と考えられる対象者に対して、個別に

申告を促すことができるため。

誤送付防止のため申告書発送前の事前確

認作業は必須と考える。

反映する ● ＃4661とあわせて検討します 【A市回答】

＃4661同様。

【E市回答】

【F市回答】

＃4661と同じ

【H市回答】

同上

【I市回答】

【J市回答】

#4661（続きも含む）に記載のとおり

【K市回答】

条件を各自治体で個別に選択（設定）できるのであれば問題ありません。

反映する ● ＃4661とあわせて検討します

3789

1.3.10. 申告書発送情報

管理

異なる課税方式に係る申告書の発送/停止希望は、通

常の申告書の発送/停止希望とを分けて管理できるこ

と。

申告内容に応じて、適切な申告書を発送できるよ

うにするため

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

1863

1.3.2 申告書発送情報

管理

送付実績の編集及び管理ができること 市民から申告書が届かない旨の問い合わせが入っ

た際に実績をもとにいつ送付したのかスムーズに

伝えるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

#3875に包含されていると考えます。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

445

1.3.2. 申告書作成管理 申告書の発送/停止希望情報の管理（参照、登録、修

正、削除）ができること。

申告書の発送/停止希望情報の管理（参照、登録、修

正、削除）ができ、一括で登録・削除ができること。

1件ずつ画面を開いて登録を行うことで、

登録にかなりの時間がかかることが想定

されるため（1件につき約1分かかるとし

た場合、100件の場合はのべ100分の時間

が低減できる。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

#3875に包含されていると考えます。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3787

1.3.2. 申告書発送情報

管理

申告書の発送/停止希望情報は、永年引き継がれるか

単年のみ引き継がれるかを選択できること。

住民の申告書送付要望に対し柔軟な対応が可能と

なるため、引継ぎ種別を選択できることが望まし

い。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

#3875に包含されていると考えます。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3875

1.3.2. 申告書発送情報

管理

【実装すべき機能】

申告書の発送／停止希望情報の管理（参照、登録、修

正、削除）ができること

また、前年の発送／停止希望情報を引継できること。

【実装すべき機能】

申告書の発送／停止希望情報の管理（参照、登録、修

正、削除）ができること

また、申告書の発送／停止希望情報を年度で管理でき

ること（〇〇年まで発送、又は永久に発送停止 な

ど）。

前年の情報を引き継いでしまうと、〇〇

年までは送付してほしかったが、翌年は

発送してほしくないという場合やその逆

の場合に、発送希望／停止の管理が難し

くなるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装してもしなくても良い機能としてではなく、実装すべき機能1.3.2に反映（修正）を要望します。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

※3878と合わせて整理します。

1867

1.3.39 他団体回送 住民基本台帳に転出入の履歴がある場合はその情報を

もとに各種資料登録時に一括で回送先を設定できるこ

と

当初課税時には多くの資料に対し転出入

を理由とした他団体回送が発生する。

当市では約11500件の回送が発生してい

るが、これを住所特定から回送先の登録

まで人の手で行うとおよそ1件当たり5分

と考え958時間程の業務が発生するた

め。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

1.3.1.の要件を以下のとおりに修正します。

※なお、A市ご意見について、"等"に含むべき具体的な条件が不足していないかを確認します。

以下の条件の要否を指定し、優先度を設定し、個人住民税申告書発送対象者を抽出できること。

＜申告書発送指定条件＞

・上場株式等に係る所得の異なる課税方式に関連する対象者

・「前年住民税申告書提出有無」「前年度の優先資料が個人住民税申告書であること」「所得種

類」「更正事由」「転入・出時期」の指定（記載済みの「前年度情報」の詳細化の認識）

・支援措置対象の設定有無

・年齢

・未申告者

・発送希望者

・生活保護の有無

＜申告書発送者からの除外条件＞

・前年度、確定申告提出者

・事業所課税対象者

・住登外課税者

・異動届より転勤・一括処理対象者

・死亡者

・現年課税取消分

・他市課税者

●反映する【A市回答】

指定、除外の条件ともに、自治体によって条件が異なることから、「等」とするなど、柔軟な要件とするべきと考えます。

【E市回答】

＜申告書発送指定条件への追記＞

・上場株式等に係る所得の異なる課税方式に関連する対象者については現行は市申の発送条件としていない。来年度以降、確定申告書の様式に記載されるとの情報もある。

＜申告書発送者からの除外条件＞

除外条件のうち、現行行っている除外条件は死亡者・住登外課税者のみ。市町村によって運用が違い、出力条件を合わせるのは難しいと考える。今回要望があった内容は追記し、運用時に指定条件・除外条件から条件を選択できるようにしたい。

【F市回答】

自治体ごとに送付基準があり、左記要件をオプションにすべて追加したところで、どの基準を優先して使用したいかによると思う。当市では発送希望が最優先のため、そのような基準でないと、標準システムだとしても、業者にカスタマイズを依頼せざるを得なくなってしまう。

「上場株式等～」の対象者は、賦課情報から抽出できるようにするのか。賦課情報や年度ごとの基本情報に何かしらフラグをつける必要があると考える。除外条件では、「申告をすることで前年度非課税になっている」場合はむしろ申告書を送付すべきなので、除外してはいけない。

【H市回答】

本市では、左記の修正で問題ありません。

【I市回答】

申告書発送者から他市課税者も除外することとしたい以外は問題ないと思います。

【J市回答】

（本機能全体が実装してもしなくてもよい機能であり、実装しているシステムではすべての条件に合致するという前提で回答する）

＜申告書発送指定条件への追記＞

→いずれも問題ないと考える。全て前年度情報の詳細化ととらえられるため。

＜申告書発送者からの除外条件＞

・前年度確定申告提出者（修正・更正を含む）→カッコ内は無くて良いと考える。修正申告・更正の請求は当初申告がなければあり得ないものであるため。

・事業所課税対象者、給与支払報告書の提出があった者→給報の提出があっただけ申告書を送らなくするのは不適当と考える。例：一昨年度所得なしで住民税申告あり、昨年度給報（退職のみ）提出ありの場合で、もし本年度は所得がない場合、住民税申告（所得0の申告）が必要と考えるが、申告書が発送されないと未申告となってしまう可

能性が高まるため、当市では送付する判断とする。

・前年度非課税者→「非課税者」に所得0の方が含まれるとすれば不適当

【K市回答】

条件を各自治体で個別に選択（設定）できるのであれば問題ありません。

申告書発送対象について、以下の修正と

して問題がないかをご回答ください。

＜申告書発送指定条件への追記＞

・上場株式等に係る所得の異なる課税方

式に関連する対象者

・「前年住民税申告書提出有無」「前年

度の優先資料が個人住民税申告書である

こと」「所得種類」「更正事由」「転

入・出時期」の指定（記載済みの「前年

度情報」の詳細化の認識）

・支援措置設定有無

＜申告書発送者からの除外条件＞

・前年度、確定申告提出者（修正・更生

を含む）

・事業所課税対象者、給与支払報告書の

提出があった者

・前年度非課税者

・住登外課税者

・異動届より転勤・一括処理対象者

・死亡者

・現年課税取消分

●反映する実装すべき機能「一定の出力条件（前年

度情報）」について、前年住民税申告書

提出情報が含まれるようご配慮いただき

たい。

一部納税義務者は申告書が自宅に届かな

いことを要因に申告義務がないと解釈す

る者もおり、職員による納税義務者毎に

発送の必要があるか精査する時間もない

ため

1.3.1 申告書発送対象

抽出

4661



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

3439

1.3.4 申告書作成管理 申告書発送希望者で、前年の営業・農業・不動産の所

得がある対象者を抽出できること。

申告書発送希望者で、前年の営業・農業・不動産の所

得がある対象者を抽出できること。また、事業収入

がある者（所得0）を管理し抽出できること。

点字対象者を管理し抽出できること。

点字対象者に点字による個別通知を送付するた

め。

賦課情報としては事業は、所得のみが登

録されることを想定しているが、所得が

ゼロであっても、課税資料で事業収入が

あれば同様に収支内訳書を同封する必要

があるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

・「申告書発送希望者で、

前年の営業・農業・不動産

の収入がある対象者を抽出

できること。」に修正する

・点字対象者の管理はオプ

ションとして追加

【A市回答】

点字対象者の管理については、他税目共通の宛名管理の要件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

4943

1.3.4 申告書作成管理 申告書発送希望者で、前年の営業・農業・不動産の所

得がある対象者を抽出できること。

前年度、確定申告提出者（修正・更生を含む）、事業

所課税対象者、給与支払報告書の提出があった者、前

年度非課税者、住登外課税者、異動届より転勤・一括

処理対象者等を除くものを申告書発送者として抽出で

きること。

申告を不必要とする対象条件を増やすこ

とで、申告書に関する問い合わせや郵

送・窓口での申告受付の件数を低減さ

せ、業務量の削減を図るため。

反映する ● ＃4661とあわせて検討します 【A市回答】

＃4661同様。

【E市回答】

【F市回答】

＃4661と同じ

【H市回答】

同上

【I市回答】

【J市回答】

#4661（続きも含む）に記載のとおり

【K市回答】

条件を各自治体で個別に選択（設定）できるのであれば問題ありません。

反映する ● ＃4661とあわせて検討します

2850

1.3.4. 申告書発送情報

管理

営業・農業・不動産 営業・農業・不動産・業務に係る雑所得 この機能の目的にもよるが、業務雑所得

も含めるべきではないか。

反映しない 【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

条件を各自治体で個別に選択（設定）できるのであれば問題ありません。

反映しない 事前確認時の修正方針より変更なし。

2942

1.3.4. 申告書発送情報

管理

申告書発送希望者で、前年の営業・農業・不動産の所

得がある対象者を抽出できること。

上場株式等に係る所得の異なる課税方式に関連する対

象者を抽出できること

年々、申告件数が増加しており、こうし

た情報の管理もシステムから抽出できる

と発送事務に係る事務効率が高まりま

す。

反映する ● ＃4661とあわせて検討します 【A市回答】

＃4661同様。

【E市回答】

【F市回答】

＃4661と同じ

【H市回答】

同上

【I市回答】

【J市回答】

#4661（続きも含む）に記載のとおり

【K市回答】

条件を各自治体で個別に選択（設定）できるのであれば問題ありません。

反映する ● ＃4661とあわせて検討します

2310

1.3.7 申告書作成 − 【オプション機能】

以下の項目を指定して、通知書の山分けができるこ

と。

＜指定項目＞

・郵便番号（指定した複数の郵便番号（郵便局単

位））

郵便差出にあたり、区内分と区外分を分

けて印刷用データを作成する必要がある

ため

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

5556

1.3.7 申告書作成 ・住民税申告書の出力条件に「死亡者」の追加。 相続人代表者が設定されていない場合，

課税対象者であっても，死亡者の宛名で

送付をするのは相応しくないため。（別

途，世帯員へ送付する）

反映する ● ＃4661とあわせて検討します 【A市回答】

＃4661同様。

【E市回答】

【F市回答】

＃4661と同じ

【H市回答】

同上

【I市回答】

【J市回答】

#4661（続きも含む）に記載のとおり

【K市回答】

条件を各自治体で個別に選択（設定）できるのであれば問題ありません。

反映する ● 1.3.7.の要件を以下のとおりに修正します。

※なお、A市ご意見について、"等"に含むべき具体的な条件が不足していないかを確認します。

以下の条件の要否を指定し、優先度を設定し、個人住民税申告書発送対象者を抽出できること。

＜申告書発送指定条件＞

・上場株式等に係る所得の異なる課税方式に関連する対象者

・「前年住民税申告書提出有無」「前年度の優先資料が個人住民税申告書であること」「所得種

類」「更正事由」「転入・出時期」の指定（記載済みの「前年度情報」の詳細化の認識）

・支援措置対象の設定有無

・年齢

・未申告者

・発送希望者

・生活保護の有無

＜申告書発送者からの除外条件＞

・前年度、確定申告提出者

・事業所課税対象者

・住登外課税者

・異動届より転勤・一括処理対象者

・死亡者

・現年課税取消分

・他市課税者

6475

1.3.7 申告書作成 住民税申告書住民税申告書 住民税申告書（簡易申告書） 誤字だとは思われますが、簡易申告書に

つても項番3.1.4と同様に作成が必要で

す。

反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 誤植のため修正します。

6754

1.3.7 申告書作成 1.3.7の「前年度情報」には「前年度の優先資料」

「所得種類」「更正事由」「転入・出時期」「国保担

当課による出力状況」を含むこと

申告不要な市民の混乱を防ぐため 反映する ● ＃4661とあわせて検討します 【A市回答】

＃4661同様。

【E市回答】

【F市回答】

＃4661と同じ

【H市回答】

同上

【I市回答】

【J市回答】

#4661（続きも含む）に記載のとおり

【K市回答】

条件を各自治体で個別に選択（設定）できるのであれば問題ありません。

反映する ● ＃5556とあわせて検討します

2851

1.3.7. 申告書発送情報

管理

住民税申告書住民税申告書を 住民税申告書を 誤字 反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 誤植のため修正します。

6912

1.3.7. 申告書作成 住民税申告書住民税申告書を一定の出力条件（前年度

情報、年齢、未申告者、発送希望者、生活保護の有無

等）を指定し、作成できること。

データで一括出力もできること。

住民税申告書住民税申告書を一定の出力条件（前年度

情報、年齢、未申告者、発送希望者、生活保護の有無

等）を指定し、作成できること。

データで一括出力もできること。

また、以下の項目を指定して、通知書の山分けができ

ること。

＜指定項目＞

・課税年度

・郵便番号（指定した複数の郵便番号（郵便局単

位））

区内特別郵便対応にあたって山分けの機

能がない場合業務量が増えるため

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。
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地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

1085

1.4. 資料取込 eLTAXで受信する寄附申告特例通知書のCSVデータを

課税資料フォーマットに変換し、課税資料として取り

込めること。また、寄附申告特例通知書のCSVデータ

から寄附申告特例通知書の疑似イメージを作成できる

こと。

課税内容の資料確認や、住民からの問い合わせに

迅速に対応できるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

＃3373、＃3110と矛盾。

住民税システムとしては不要な要件と考えます。

（サブシステムの範疇）

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

5616

1.4.0. 各種資料登録 保険税申告書についても、課税資料として取り込み、

一括更新・管理（登録、修正、削除）ができること。

地方税法317条の2第1項より、申告義務

を免除する範囲には条例の定めにより定

められている。（市町村税実務提要

「住民税の申告義務について」 四九二

項）そのため、保険税申告書についても

申告があった場合は課税資料としてシス

テムで管理を行う必要があるため、機能

として必要である。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

7

1.4.1 各種資料登録 （実装してもしなくても良い機能）

 課税資料について、電子データ（パンチデータ、申

告支援システムデータ等）を取り込み、該当する個

人、特別徴収義務者の基本情報と紐付けて、一括更

新・管理（参照、登録、修正、削除）ができること。

 また、個別更新・管理（参照、登録、修正、削除）

もできること。

（実装してもしなくても良い機能）

 課税資料について、電子データ（パンチデータ、申

告支援システムデータ等）を取り込み、該当する個

人、特別徴収義務者の基本情報と紐付けて、一括更

新・管理（参照、登録、修正、削除）ができること。

 また、個別更新・管理（参照、登録、修正、削除）

もできること。

 なお，給与支払報告書（総括表・個人別明細）

については，受付日を取得し，給報を複数回提出

（訂正給報等）する事業所に対して，その提出日

ごとに受付年月日を取得，提出枚数も履歴として

残るようにする。

 個人に対して，同事業所から現年度の

異動届と特別徴収区分の給与支払報告書

が提出された場合，次年度の特普区分に

ついては，より事業所の意思を反映させ

るため，異動届の受付日と給与支払報告

書の受付日を比較し，後から提出された

方を優先させるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

異動届出書については受付日ではなく異動年月日で判断すべきと考えます。

反映する 総括表情報として、下記の情報を管理するよう修正します。

・給与支払報告書（総括表・個人別明細）の受付年月日

・複数回提出（訂正給報等）する事業所の提出日ごとの受付年月日

・上記の受付年月日ごとの提出枚数

・異動届出書による異動年月日

387

1.4.1 各種資料登録 （実装してもしなくても良い機能）

 課税資料について、電子データ（パンチデータ、申

告支援システムデータ等）を取り込み、該当する個

人、特別徴収義務者の基本情報と紐付けて、一括更

新・管理（参照、登録、修正、削除）ができること。

 また、個別更新・管理（参照、登録、修正、削除）

もできること。

（実装してもしなくても良い機能）

 課税資料について、電子データ（パンチデータ、申

告支援システムデータ等）を取り込み、該当する個

人、特別徴収義務者の基本情報と紐付けて、一括更

新・管理（参照、登録、修正、削除）ができること。

 また、個別更新・管理（参照、登録、修正、削除）

もできること。

 なお，給与支払報告書（総括表・個人別明細）

については，受付日を取得し，給報を複数回提出

（訂正給報等）する事業所に対して，その提出日

ごとに受付年月日を取得，提出枚数も履歴として

残るようにする。

 個人に対して，同事業所から現年度の

異動届と特別徴収区分の給与支払報告書

が提出された場合，次年度の特普区分に

ついては，より事業所の意思を反映させ

るため，異動届の受付日と給与支払報告

書の受付日を比較し，後から提出された

方を優先させるため。

反映しない 【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

#７と同じ内容です。

重複のため

1110

1.4.1 各種資料登録 取り込んだ電子データ寄附金税額控除に係る申告特例

通知書の疑似イメージを生成し、管理（登録、参照、

修正、削除）できること。作成したイメージは印刷が

できること。（「実装すべき機能」）

通知内容が、システム画面でなく通知イメージで

確認できれば、住民等からの問い合わせに迅速に

対応できるため。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

＃3373、＃3110と矛盾。

住民税システムとしては不要な要件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

4671

1.4.1 各種資料登録 課税資料について、電子データ（パンチデータ、申告

支援システムデータ等）を取り込み、該当する個人、

特別徴収義務者の基本情報と紐付けて、一括更新・管

理（参照、登録、修正、削除）ができること。

また、個別更新・管理（参照、登録、修正、削除）も

できること。

※区分を「実装してもしなくても良い機能」から「実

装すべき機能」に変更したうえで以下の文言を追加し

ていただきたい。

課税資料について、電子データ（パンチデータ、

申告支援システムデータ等）を取り込み、該当す

る個人(個人番号、カナ氏名＋生年月日の優先順

位で特定)、特別徴収義務者の基本情報と紐付け

て、一括更新・管理（参照、登録、修正、削除）

ができること。

また、課税資料と該当する個人を紐付ける時、個

人番号は一致するが、カナ氏名・生年月日がとも

に不一致である対象者の一覧を出力できること。

また、個別更新・管理（参照、登録、修正、削

除）もできること。

妻の確定申告書に誤って夫の個人番号を記載する

等の誤りがあった場合に、課税資料と個人の紐付

け誤りを防止するため。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

紐づけの条件については、自治体によって条件が異なることから、柔軟な要件とするべきと考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

6242

1.4.1. 各種資料登録 特別徴収義務者 左記を「事業所」に修正 給報の提出状況が管理できなくなるため

（普徴事業所も同様）

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2369

1.4.1.1 各種資料登録 （新規） 給与支払報告書は紐づいた事業所ごとに管理すること

ができ、特定の指定番号を指定し、一括して別の指定

番号に資料を付け替えることができること。

特定誤りや合併等があったときに、1件ず

つ個別に変更することは負担となるため

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2636

1.4.12 電子データ給報

登録

取り込んだ電子データ給報の疑似イメージ生成し、管

理（参照、修正、削除）ができること。

作成した疑似イメージは印刷ができること。

取り込んだ電子データ給報（総括表・個人別明細

書）の疑似イメージを生成し、管理（参照、修

正、削除）ができること。

作成した疑似イメージは印刷ができること。

総括表や個人別明細書の疑似イメージの

生成ができないと、確認の必要が生じた

際には、eLTAX端末で閲覧する必要があ

るが、台数も権限保持者も少なく、必要

な際に閲覧できず、当初課税遅延の原因

となるため。

総括表の疑似イメージを生成できないシ

ステムがあり、都度eLTAX端末を閲覧す

る必要が生じるため。

eLTAX端末は、台数も権限保持者も少な

く、必要な際に閲覧できず、当初課税遅

延の原因となるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

＃3373、＃3110と矛盾。

住民税システムとしては不要な要件と考えます。

（サブシステムの範疇）

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

2731

1.4.12. 電子データ給報

登録

 実装すべき機能に、「電子データ給報の、納入書

要・不要」情報を事業所の情報として取り込めるこ

と。」を追加。

 納入書要･不要情報は主に給与支払報告

書の総括表で申告される項目であるた

め、標準仕様で必須とする必要がある。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

5598

1.4.12. 電子データ給報

登録

取り込んだ電子データ給報の疑似イメージ生成し、管

理（参照、修正、削除）ができること。

作成した疑似イメージは印刷ができること。

取り込んだ電子データ給報（総括表・個人明細）の

疑似イメージ生成し、管理（参照、修正、削除）

ができること。

作成した疑似イメージは印刷ができること。

電子総括表情報を、審査システム端末を確認せず

とも、税務総合システムにて確認を行うことで事

業所からの問い合わせに迅速に対応することが可

能であるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

＃3373、＃3110と矛盾。

住民税システムとしては不要な要件と考えます。

（サブシステムの範疇）

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

1518

1.4.13 電子データ年報

登録

実装すべき機能と、実装しなくても良い

機能が同じ文言？

反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装すべき機能に修正を希望します。

反映する 誤植のため修正します。

2206

1.4.13 電子データ年報

登録

【実装すべき機能】と【実装してもしな

くても良い機能】で同一の内容が記載さ

れている。どちらなのか。

反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

＃1518と同一

反映する 誤植のため修正します。

3399

1.4.13. 電子データ年報

登録

実装すべき機能と実装してもしなくても

良い機能に同一内容が記載されておりま

す。実装すべき機能と考える。

反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

＃1518と同一

反映する 誤植のため修正します。

3486

1.4.13. 電子データ年報

登録

（実装してもしなくても良い機能）

電子データ年報（光ディスク・磁気ディスク・

eLTAX）による申告情報を取り込み、一括更新・管理

（登録、修正、削除）できること。

（実装してもしなくても良い機能）

電子データ給報（OCR・申告支援システムデータ）

による申告情報を取り込み、一括更新・管理（登録、

修正、削除）できること。

実装すべき機能と実装してもしなくても

良い機能の記載内容が同じであり、誤記

であると思われるため修正。

また、パンチデータを必須に移動させた

ことにより修正

反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 誤植のため修正します。

4134

1.4.13～14 電子データ年報

登録

- 年報の摘要欄についても、一括更新・管理（登録、修

正、削除）できること。

3人目以降の扶養親族の氏名及びマイナン

バーは摘要欄に記載することとなってい

ますので、摘要欄についてもデータ取り

込みが必要です。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

357

1.4.15 国税連携関連 ＸＭＬデータ ＸＭＬデータ又は、ＣＳＶデータ eLTAXの審査システム仕様書の外部ファ

イル出力に「審査サーバに出力された基

幹連携用ファイルをXML形式又はCSV形

式にてクライアントへ出力」と記載があ

るため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2058

1.4.15 国税連携関連 ＸＭＬデータ ＸＭＬデータ又は、ＣＳＶデータ eLTAXの審査システム仕様書の外部ファ

イル出力に「審査サーバに出力された基

幹連携用ファイルをXML形式又はCSV形

式にてクライアントへ出力」と記載があ

るため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

＃357と同一

反映する ＃357と合わせて整理します。

5162

1.4.15 国税連携関連 ＸＭＬデータ ＸＭＬデータ又は、ＣＳＶデータ eLTAXの審査システム仕様書の外部ファ

イル出力に「審査サーバに出力された基

幹連携用ファイルをXML形式又はCSV形

式にてクライアントへ出力」と記載があ

るため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

＃357と同一

反映する ＃357と合わせて整理します。



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

5219

1.4.15 国税連携関連 ＸＭＬデータ ＸＭＬデータ又は、ＣＳＶデータ eLTAXの審査システム仕様書の外部ファ

イル出力に「審査サーバに出力された基

幹連携用ファイルをXML形式又はCSV形

式にてクライアントへ出力」と記載があ

るため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

＃357と同一

反映する ＃357と合わせて整理します。

2428

1.4.15. 国税連携関連 印刷の際、「紙で印刷」「PDF化」が選択でき、その

後「全表印刷」「1～2表のみ印刷」「2表のみ印刷」

が選択できること。

また、印刷の際に確定申告書の種別（訂正、削除、更

正）が分かるような文言が入ること。

確申対象者6万×5分増（対現行比） 廃棄抑制ため 反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2855

1.4.15. 国税連携関連 擬似 疑似 誤字 反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 誤植のため修正します。

1906

1.4.16 国税連携

（eLTAX連携）

当初の課税計算後においてもデータ取込み及び台帳の

反映・一括更新、エラー抽出が行えること。

月例の確定申告書も毎月何千件と届き現

在は手入力やRPAによる自動入力を行っ

ているが、一括更新ができれば事務量の

低減につながる。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

4178

1.4.16 国税連携

（eLTAX連携）

eLTAXと連携して国税連携データ(e-tax、KSKの1～4

表)を取り込み、一括更新できること。また、当該情

報を管理(参照、登録、修正、削除)できること。

eLTAXと連携して国税連携データ(e-tax、KSKの1～4

表)を取り込み、一括更新できること。また、当該情

報を管理(参照、登録、修正、削除)でき、複数申告書

が提出されている場合にどちらが優先かの選択ができ

ること。

確定申告書が複数提出されている場合は

どの申告が一番最新の申告書が判断する

必要があり、優先の選択ができなけれ

ば、どの申告を優先させて賦課をするの

か判断をすることができないため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

4245

1.4.16. 国税連携

（eLTAX連携）

記載なし。 国税連携データの添付データの取込み及びCSV出力

（実装しなくても良い機能に記載）

１表から４票に記載がないこともあるため添付資

料も何らかの形で取込んでデータ化されること及

びデータ出力されることが望ましい。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

1907

1.4.17 国税連携

（eLTAX連携）

システムに取り込んだksk1表データにOCRやパンチ

の二表データを結びつけて取り込めるようにするこ

と。その際に一表とパンチデータのエラーを抽出でき

ること。

一表優先事項や記載漏れを直す作業など

を現在行っているため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

下記の双方に対応できるよ

う、要件を追加する。

・KSK１表データを先に税

務システムに取り込んだ上

でパンチの２表データを税

務システムに取り込む

・KSK１表データと紙の２

表をパンチ業者に渡した上

で、１表２表のデータをま

とめて取り込み、取り込未

時点ではすでに結びつけて

いる

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2430

1.4.17. 国税連携

（eLTAX連携）

OCR処理されない2表データについてデータ入力委託

業者にて作成したファイルを読み込み、該当の確申

データと結合できること。

法第三百十七条の三 各項 ほか 確申対象者6万×5分増（対現行比） 正確な賦課のため 反映する 実装しても

しなくても

よい機能

#1907で整理した通り 【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

正確な賦課のため 取込済みの国税連携データに対して以下

の情報を取り込んだ場合に、自動（シス

テム判断）で、取り込み済みデータの有

効・無効（非合算）を判断する機能の要

否をご回答ください。

・KSK訂正

・KSK削除

・e-Tax連絡不可データ

・e-Tax連絡不可の取消データ

※機能が必要な場合は、詳細な判断基準

（常に取込日が最新のデータを優先する

等）についても確認します。

1.4.16.

2429

【A市回答】

・KSK訂正

・KSK削除

については、判断基準が不明ですので、確認が必要と考えます。

・e-Tax連絡不可データ

・e-Tax連絡不可の取消データ

については、ファイル名から判断可能なため、必要と考えます。

【E市回答】

現行、基幹システム部分ではなくサブシステムで機能としては実装されている。ただ、運用上この機能は使用していないが、必要な機能だと考える。

連絡データ作成年月日が最新のデータを優先としたい。

【F市回答】

基幹システムで資料取り込みを行うのであれば、機能は必要。

現在、e-Taxであれば受付番号の遅いほう、KSKは受付印の遅いほう（目視で確認）を選択。

KSK訂正は、賦課・控除内容が同じであれば、訂正分ではなく当初申告を優先し、内容が異なれば訂正分を優先。

KSK削除とe-Tax連絡不可データは、対になる申告書を優先にしない。

e-Tax連絡不可の取消データは、対になる申告書を優先。

530号データが来た場合、たとえ対になる申告書に削除データが来ていても、その申告書を優先。

【H市回答】

本市では手動での対応をしているため、左記の機能は不要と考えます。

【I市回答】

必要と考えます。                         ＫＳＫ削除の台帳番号とe-Tax連絡不可データの受付番号を同じにする。KSK、e-Taxの確申は無効とする。

【J市回答】

当市のシステムでは、現在そのような機能はない。どのデータが有効かは、税務署に確認することとしている。

現状国税連携データの内容だけではどのデータを採用するのか判断しきれない場合もあり、税務署に確認することでしかわからない場合もあることから、当市としてはシステムで判断できるのかどうか不安がある。

【K市回答】

本市ではサブシステムで国税連携データの取込みを行うため、本機能は不要です。

（仮に、機能が必要とした場合、以下のような判断が必要となると思われます。

・データの取込日が最新のデータを有効とする。

・有効・無効の判断において、KSKは、「年分、局署番号、整理番号、台帳番号」、e-Taxは、「年分、局署番号、利用者識別番号、受付番号」が一致するデータはセットで判断する。

・KSK新規とKSK訂正ではKSK訂正を有効とする。

・データの取込日が最新のデータが「KSK削除」または「e-Tax連絡不可データ」の場合は、そのデータを無効とする。

・データの取込日が最新のデータが「e-Tax連絡不可の取消データ」の場合は、そのデータとセットとなっているe-Taxを有効とする。

上記の判断は国税からの各データが順番に送信されることが大前提となるため、確認用のリストも必要になると思います。）

国税連携

（eLTAX連携）

【実装すべき機能】

eLTAXと連携して国税連携データ（e-tax、KSKの1～

4表）を取り込み、一括更新できること。また、当該

情報を管理（参照、登録、修正、削除）できること。

KSK訂正、KSK削除、e-Tax連絡不可データ、e-Tax連

絡不可の取消データを判別して、対応する取込済みの

国税連携データを有効としたり無効（非合算）とした

り出来ること。

反映する オプション機能として追加します。

KSK訂正、KSK削除、e-Tax連絡不可データ、e-Tax連絡不可の取消データを判別し、対応する取込

済みの国税連携データの有効/無効（非合算）を判定できること。

ただし、各種データの有効/無効（非合算）を個別に指定している場合は、自動判定の対象外とで

きること。

＜自動判定条件＞

・データの取込日が最新のデータを有効とする。

 ※KSKデータの取込日は、個別に指定もできること

・有効・無効の判断において、KSKは、「年分、局署番号、整理番号、台帳番号」、e-Taxは、

「年分、局署番号、利用者識別番号、受付番号」が一致するデータはセットで判断する。

・KSK新規とKSK訂正ではKSK訂正を有効とする。

・データの取込日が最新のデータが「KSK削除」または「e-Tax連絡不可データ」の場合は、その

データを無効とする。

・データの取込日が最新のデータが「e-Tax連絡不可の取消データ」の場合は、そのデータとセッ

トとなっているe-Taxを有効とする。

要検討 ●確申対象者6万×5分増（対現行比）



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

1566

1.4.18 国税連携

（eLTAX連携）

国税連携（KSK分）データに含まれる納税者番号（税

務署整理番号・局署番号）を管理（参照）できるこ

と。

国税連携（KSK分）データに含まれる納税者番号（税

務署整理番号・局署番号・受付番号・台帳番号）を

管理（参照）できること。

税務署資料の閲覧における確認リスト作

成が容易になるため。

また、国税連携削除データとの突合作業

が容易になるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2486

1.4.18 国税連携

（eLTAX連携）

国税連携（KSK分）データに含まれる納税者番号(税

務署整理番号・局署番号)を管理（参照）できるこ

と。

国税連携（KSK分）データに含まれる納税者番号(税

務署整理番号・局署番号・台帳・異動日)を管理

（参照）できること。

税務署調査に必須の情報であるため。 反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

6254

1.4.18. 国税連携

（eLTAX連携）

- 管理（参照）項目として「台帳番号」を追加する。 台帳番号を管理することで税務署での確

定申告書の複写・閲覧を円滑におこなう

ことが可能となる

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3510

1.4.20 年金特別徴収情

報登録(eLTAX連

携)

～年金受給者リスト(新年度年金特別徴収対象者の情

報等)～
～特別徴収対象者情報(00通知)～ 項番「3.5」と記載方法を統一

通知種類で市町村は月次処理か年次処理

か判断できるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装してもしなくてもよい機能として反映とありますが、実装すべき機能の文言修正かと思います。

申告情報等登録の項目にあり、「90通知」か「00通知」か判断しかねますが、年金特徴の各情報については正式な通知名称で記載すべきと考えます。（他の情報も同様）

反映する 機能の必要性は変更せず、表記を修正します。

4672

1.4.20 年金特別徴収情

報登録（eLTAX

連携）

eLTAXと連携して年金受給者リスト（新年度年金特別

徴収対象者の情報等）を取り込み、一括更新・管理

（登録、修正、削除）できること。

eLTAXと連携して年金受給者リスト（新年度年金特別

徴収対象者の情報等）を取り込み、一括更新・管理

（登録、修正、削除）できること。

また、年金特別徴収賦課決定処理時に、仮徴収期

間中に年金特別徴収中止者となった者について

も、新年度の年金特別徴収対象者とできること。

前年度から引き続き仮徴収が行われてお

り、かつ、特別徴収対象者情報に収録さ

れていた者で仮徴収期間中に特別徴収停

止通知等により特別徴収停止となった者

についても、特別徴収税額通知により10

月以降も特別徴収を行うことが可能なた

め。（個人住民税の公的年金等からの特

別徴収に係る事務処理要領5-3（3）【注

2】）

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2639

1.4.22 他団体回送情報

登録（国税連

携）

総務省形式のCSVレイアウトの他団体からの回送デー

タを取り込み、給与支払報告書または年研支払報告書

の形式で印刷できること

総務省形式のCSVレイアウトの他団体からの回送デー

タを取り込み、給与支払報告書または公的年金等支

払報告書の形式で印刷できること

また、疑似イメージを生成できること。

回送分についても疑似イメージ作成を行

うことで、別途紙出力の上イメージ化を

する作業の必要が無くなるため。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

イメージ化については、

＃3373、＃3110と矛盾。

住民税システムとしては不要な要件と考えます。

（サブシステムの範疇）

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2433

1.4.22. 他団体回送情報

登録（国税連

携）

擬似イメージ化して管理（登録、参照、削除）できる

こと。

対象者1万×課税資料平均6枚×5分増

（対現行比）

検索効率化のため 反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

＃3373、＃3110と矛盾。

住民税システムとしては不要な要件と考えます。

（サブシステムの範疇）

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2856

1.4.22. 他団体回送情報

登録（国税連

携）

年研 年金 誤字 反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 誤植のため修正します。

3487

1.4.22. 他団体回送情報

登録（国税連

携）

総務省形式のCSVレイアウトの他団体からの回送デー

タを取り込み、給与支払報告書または年研支払報告書

の形式で印刷できること

総務省形式のCSVレイアウトの他団体からの回送デー

タを取り込み、給与支払報告書または年金支払報告書

の形式で印刷できること

誤字を修正 反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 誤植のため修正します。

4662

1.4.22. 他団体回送情報

登録（国税連

携）

給与支払報告書または年研支払報告書の形式で印刷で

きること

誤字と思われる。 反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

＃2856と同一

反映する 誤植のため修正します。



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

3273

1.4.23. 登録情報アラー

ト修正、削除

資料登録時に、アラートがある場合にはオンライン

（画面）等で出力（画面・帳票）できること。

- 「オンライン（画面）等」とあるが、こ

の「(画面）」は何の画面を指すのか、ま

た「等」に含まれるものは何か、不明確

であり明確にするべきである。また、

「出力（画面・帳票）できること。」と

あるが、画面と帳票の両方なのか、いず

れかなのか、不明確であり明確にする必

要がある。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

「資料登録時に、アラートがある場合には画面にアラートを表示できること。」等に修正。

反映する 表現を「資料登録時に、アラートがある場合には、対象を画面で確認できること」に修正します。

5299

1.4.25. 登録情報アラー

ト修正、削除

不要な登録資料について「合算不要」などの設定が可

能なこと。

本合算処理前に除外資料の設定を行うこ

とで合算の作業量を分散させるため。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

「不要な登録資料」の内容が不明確なため、詳細を明記すべき。

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する ご意見より、「課税資料を任意に選択し、合算不要を設定できる」機能が必要と理解しています。

4945

1.4.28. 登録情報アラー

ト修正、削除

税務署調査が必要な対象を抽出し、調査対象者、

税務署調査内容の確認が必要なリスト（帳票）の出力

ができること。

税務署調査が必要な対象（所得税の重加算税決定通知

書の調査対象を含む）を抽出し、調査対象者、税務署

調査内容の確認が必要なリスト（帳票）の出力ができ

ること。

法321条の2

不足税額に係る延滞金の控除期間有無を

確認する必要がある。

（法人市民税システムの2.3.1、2.3.4も同

趣旨と思われる）

法に基づき、正確な延滞金計算ができる。 法321条の2の不足税額に係る延滞金の控

除期間有無を確認するための対象は、個

人住民税システム内で管理し、別途の二

重管理が生じないよう配慮をいただきた

い。

要検討 ● 標準仕様のなかで、管理項目として要件

化済みの「税務署調査の要否」とは別

に、「所得税の重加算税決定通知書の調

査対象」を管理する必要があるかをご回

答ください。

必要な場合はその理由も併せてご回答く

ださい。

【A市回答】

管理項目としては不要と考えます。

【E市回答】

「所得税の重加算税決定通知書の調査」は行っていない。

【F市回答】

地方税法にあるので、管理できるようにするべきかと思います。（多くの自治体は使用してないとは思います）

【H市回答】

本市では、左記の管理については不要と考えます。

【I市回答】

不要

【J市回答】

必要ないと考える。当市の現状ではシステム内では、「税務署調査の要否」を管理し、外部で重加算税分として管理すれば足りる。

【K市回答】

現在、管理していないため不要です。

反映しない 「税務署調査の要否」として、「所得税の重加算税決定通知書の調査対象」を管理可能と判断しま

す。

5039

1.4.28. 登録情報アラー

ト修正、削除

税務署調査が必要な対象を抽出し、調査対象者、税務

署調査内容の確認が可能なリスト（帳票）の出力がで

きること。

左記に追加して、「調査完了や調査中フラグを実装

し、調査状況の管理やリストへの出力制限を可能にす

ること。」

調査完了、調査予定、調査中等の進捗管

理を行い、調査未完了の対象者を容易に

把握できるようにすることで、処理漏れ

を防ぐため。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

住民税システムとしては不要な要件と考えます。

（サブシステムの範疇）

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

321

1.4.3 各種資料登録 申告支援システムデータについて、一括及び個別での

取り込みを年間通して実施できること。

申告支援システムデータについて、一括及び個別での

取り込みを年間通して実施できること。(被扶養者、

配偶者情報を含む)

被扶養者、配偶者情報についても取り込

めることを仕様を明記することで申告支

援システム側の仕様として標準化が期待

でき、結果的に住民税担当事務職員の例

月の作業の効率化と業務量の低減が期待

できる。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

1350

1.4.3 確定申告書デー

タ登録

申告支援システムデータについて、一括及び個別での

取り込みを年間通して実施できること。

申告支援システムデータについて、一括及び個別での

取り込みを年間通して実施できること。上場株式譲

渡所得等で所得税と異なる課税を選択する申告を

申告支援システムにて受付した場合、所得税申告

書と住民税申告書の両方を課税資料として登録で

きるようにすること。その際、繰越損失を所得税

と住民税で別個に管理できること。

地方税法313条第13項、313条第15項にお

いて、所得税申告書と住民税申告の扱い

について勘案するよう求められているの

で。

地方税法附則35条の2の6、35条の4の2に

おいて、所得税と住民税それぞれで繰越

損失の管理が必要となるため。

当市の基幹システムであるＧ.Ｂｅ＿Uで

は申告受付時には所得税申告書か住民税

申告書のどちらかのみ登録となってしま

うので。当該申告があった場合、繰越損

失についてはエクセル管理となってし

まっているため。

※申告書入力および入力内容確認時間

６０件×１０分＝６００分（１０時間）

※繰越損失管理表作成時間

１人×２時間×２０日間＝４０時間

今後課税方法の選択をする市民はますま

す増加するので。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

確定申告書様式の改訂が予定されているので、修正不要と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 包含的な記載として、「申告支援システムから出力される全ての賦課資料データ」と機能の表現を

修正します。

209

1.4.30 登録情報アラー

ト、修正、削除

アラートの内容及び徴収区分からアラートのある担当

者を絞り込み、アラート表示画面を見ながら連続修正

ができること。

修正処理の効率化による業務削減のため

削減効果：10人×1５時間

要検討 ● アラート内容及び徴収区分を組み合わせ

て、対応する担当者を設定する機能の要

否をご回答ください。

また、機能が必要な場合は具体的なア

ラート内容についてもご回答ください。

【A市回答】

要否の判断が出来かねます。

具体的なアラート内容について、確認が必要と考えます。

【E市回答】

アラート内容及び徴収区分を組み合わせて、対応する担当者を設定していない。

【F市回答】

不要

【H市回答】

本市では、左記の機能については不要と考えます。

【I市回答】

不要である。

【J市回答】

当市ではアラート内容と徴収区分を組み合わせてアラート処理を対応する担当者を決めるという運用をしていない。むしろ資料の内容（特に確定申告書の所得項目や控除項目）に着目して担当分けを行っているため、本機能は不要である。

【K市回答】

「担当者」は「該当者」のご記載ではないかと思います。

1.4.31を実装すべき機能に修正の意図ではないでしょうか。

反映しない 構成員ご意見より、不要と判断します。

3114

1.4.32 資料取込み 課税資料の資料番号の手動付番もできること。 自動付番だけでなく手動でも付番・修正

することがあるため。標準仕様書の記載

から詳細が読み取れなかったため念のた

め記載するもの。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2375

取り込んだデータが誤った個人と紐づいていないかの

確認のためのリストが出力できること。

個人との紐づけの条件を設定できること。個人との紐

づけができなかった資料について、個人番号の記載が

ある者は、資料番号と個人番号を一括又は個別に出力

できること。

取り込んだデータが誤った個人と紐づいていないかの

確認のためのリストが出力できること。

本仕様中に個人との紐づけの条件を見つ

けることができなかったため追記。個人

特定ができなかった資料については、場

合によっては、回送先自治体を調査する

ために個人番号により住民登録地の調査

をすることがあるため追記。

●要検討 課税資料と個人の紐づけについては、パッケージシステムが具備する条件で運用可能と判断し、明

記は不要として整理します。

反映しない【A市回答】

①発生していません。

②カナ氏名・生年月日・個人番号

【E市回答】

①個人特定の機能はカスタマイズしていない。

②

「カナ氏名」＋「生年月日」＋「指定番号」＋「個人番号」

「カナ氏名」＋「生年月日」＋「個人番号」

「漢字住所」＋「生年月日」＋「指定番号」＋「個人番号」

「漢字住所」＋「生年月日」＋「個人番号」

「カナ氏名」＋「生年月日」＋「指定番号」

「カナ氏名」＋「個人番号」

「カナ氏名」＋「生年月日」

で検索し、対象が1件のみのときバッチ処理で自動特定する。

漢字住所はeLTAX・媒体での提出の場合のみ。番地や丁目、−記号などを除去して検索する。

【F市回答】

①カスタイマイズではないが、転出者、転出予定者、死亡者、本年転入者、住登外者、消除者は自動特定しない。

②上記①と同じ

【H市回答】

①本市では、カスタマイズ対応は発生していません。

②特に、意見はなし

【I市回答】

②ふりがな、生年月日、マイナンバー

【J市回答】

①カスタマイズは発生していないと認識している。

②紐づけの優先順位等の意見については以下のとおり。

 第一位：住民番号（課税資料データ内に当該個人の住民番号がある場合。）

 第二位：個人番号（マイナンバー）

 第三位：カナ氏名＋生年月日

 その他条件

 ・住民番号は通常課税資料内には存在せず、団体側で確認して付与していると考えられるが、附番エラーもありうるため、第二位・第三位の紐づけも確認させ、必要に応じてアラートを出す仕様が必要

 ・個人番号で紐づけようとした資料に記載されているカナ氏名＋生年月日の両方が当該個人と一致しない場合は、紐づけを行わず、アラートを表示・出力する。

 ・個人番号で紐づけようとした資料に記載されているカナ氏名＋生年月日のどちらかのみが当該個人と一致しない場合は、アラートを表示・出力させる

【K市回答】

①パッケージは利用していません。

②現在は、カナ氏名、生年月日により紐づけを行い、「紐づいた個人の個人番号」と「資料に記載の個人番号」が異なる場合にリスト出力を行っています。

①現行運用で、パッケージを利用されて

いる場合は、税資料と個人の紐づけ条件

に係るカスタマイズ対応が発生している

かをご回答ください。

②標準仕様として妥当な紐づけ条件につ

いてご回答ください

資料取込み1.4.24.



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

4273

1.4.32 資料取込み 賦課資料の資料番号（賦課資料ごとに付番し、個人と

の紐づけに利用する番号）の自動付番ができること。

・資料番号に加え、取り込まれた順に別の連番も付番

する。

合算時に資料の優先順位をつけるにあ

たって、特に確定申告は同一人物が期限

内に複数回提出することがあり、合算時

に確定申告の中でどの資料を優先するべ

きか判断するキーとして資料番号とは別

の連番が必要のため。例えば、複数枚提

出されてるうち、連番が最大のもの（＝

最後に提出された申告書）を主の確申と

する。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

自動附番のため、別で連番が無くても、取り込み順は分かるはずのため、この指摘内容は不要。

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

資料番号の付番に連続性があれば別の連番は不要と思います。（資料番号＝資料ごとに固定の番号と認識されていないでしょうか？）

反映する 機能の説明として、「資料番号は、資料の取り込み順に連番で付番されること」を追記します。

4136

1.4.32～38 資料取込み - 寄附先自治体から送信されるワンストップ特例通知

データを取り込むことができること。

ワンストップ特例通知は電子送信が可能

となっていますので、税務システムへ

データ取り込みできるようにしていただ

きたい。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

4663

1.4.33. 資料取込み サブスシテムで付番した資料番号を取り込み、該当す

る個人と資料情報を紐づけて管理できること。

誤字と思われる。 反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 誤植のため修正します。

3642

1.4.34. 資料取込み 電子データ（パンチデータ等）の再取込みができるこ

と。

・ワンストップ特例通知書のデータの取り込みができ

ること。

基幹システムで取り込みが可能になるこ

とで、処理の手順を簡素化することが可

能であるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

4164

1.4.37. 資料取込 給与収入金額より給与所得を自動算出できること 給与収入金額および所得金額調整控除により給与所得

を自動算出できること

平成３０年度税制改正 反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

必須の要件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装してもしなくてもよい機能としてではなく、実装すべき機能としての反映を要望します。

反映する 必須の機能として、1.4.37.の要件に追記します。

4165

1.4.38. 資料取込 年金収入金額より年金雑所得を自動算出できること 年金収入金額および年金以外の合計所得により年金雑

所得を自動算出できること

平成３０年度税制改正 反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

必須の要件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装してもしなくてもよい機能としてではなく、実装すべき機能としての反映を要望します。

反映する 必須の機能として、1.4.38.の要件に追記します。

2378

1.4.39. 資料取込み （新規） 還付申告を取り込んだ場合、該当する給与支払報告書

がある場合は、当該給与支払報告書に記載の所得控除

も自動で取り込むこと

還付申告は所得控除内訳が省略されるた

め、自動で取り込める対象者は一括で取

り込めると、負担が軽減される。確定申

告の後に給与支払報告書が提出された場

合も、一括で取り込む機能を実装してい

ただきたい。

2.1.14.でアラートを出すこととなってい

るが、アラートを出すのではなく自動で

取り込む仕様としていただきたい。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

住民税システムとしては不要な要件と考えます。

（サブシステムの範疇）

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2950

1.4.4. 確定申告書デー

タ登録

新規 損失額の情報を取込、管理（登録、繰越、差額計算）

ができること。また、前年度の情報を参照しアラート

がある場合にはリスト（帳票）等で出力できること。

前年度住民登録がない場合は、前住所へ照会文が作成

できること。

各自治体管理に苦慮していると伺ってい

る。国税連携でデータが配信されるタイ

ミングでは、前年からの繰越し内容が精

査されていないものがほとんである。ま

た、上場株式等は所得税と住民税の異な

る課税方式の選択が可能となり、より管

理が煩雑となり、自治体側のシステムで

管理せざるを得ない項目となっているた

め実装していただきたい。また、転出入

があると、前年度の情報が自治体では把

握できないため、照会機能も必要だと考

えている。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

5600

1.4.4. 確定申告書デー

タ登録

確定申告書１表、２表、３表、４表の申告情報につい

て、電子データ（パンチデータ、申告支援システム

データ等）を取り込み、一括更新・管理（登録、修

正、削除）ができること。

確定申告書１表、２表、３表、４表の申告情報につい

て、電子データ（パンチデータ、申告支援システム

データ等）を取り込み、一括更新・管理（登録、修

正、削除）ができること。

また、確定申告書取込時に2表記載の専従情報を

元にした専従者給報扱い資料のイメージ化と課税

資料情報の作成を行うこと。

確定申告書の取込時に、専従者情報を自

動生成するだけでなく、給報として提出

された課税資料として管理することで専

従者情報の管理および他の課税資料との

整合性確認が容易となるため。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

＃1084、＃2370と矛盾。

申告データ（課税資料）をシステムで自動作成することを「実装すべき機能」とすると、これにともなう法整備も必要になると考えます。

イメージ化については、

＃3373、＃3110と矛盾。

住民税システムとしては不要な要件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

申告支援システムでは、専従者情報から課税データを作成するが、擬似イメージを作成すると、eLTAX給報との違いが分からなくなるため、イメージの生成は不要。

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 実装してもしなくても良い機能として反映します。

5601

1.4.4. 確定申告書デー

タ登録

自動更新された専従者給報をもつ個人へ、給報が提出

された場合において、給報の給与支払額の比較を行い

提出給報と専従者給報が同一であると判定したものに

ついて取消処理を行うこと。

記載した、内容を実現することにより自

動更新された専従者情報と給報の突合確

認および取消処理が簡略化されるため事

務作業の逓減につながる。

職員のべ時間 ※当初期間（2月から4

月）

職員数  処理時間  処理回数

3人 × 7時間/1回 ×  ４回

＝.84時間/年

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

＃1084と矛盾。

申告データ（課税資料）をシステムで自動作成することを「実装すべき機能」とすると、これにともなう法整備も必要になると考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 実装してもしなくても良い機能として反映します。
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地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

3115

1.4.41 他団体回送 登録された給報や年報などの課税資料の実イメージも

回送できること。

上記のとおりの課税資料のイメージデー

タ化を前提に、回送内容の正確性が向上

するため。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

＃3373、＃3110と矛盾。

住民税システムとしては不要な要件と考えます。

（サブシステムの範疇）

【E市回答】

反映するとなっているが、イメージ管理システムは今回の調達の範囲外との認識。実イメージを回送できることと記載するとイメージ管理が機能として必要とならないか？

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 1.4.12.、1.4.14.の疑似イメージを対象とした機能として、実装してもしなくても良い機能として反

映します。

4274

1.4.41 他団体回送 他団体への回送用データとして給報、年報について、

総務省形式のCSVレイアウトでも出力できること。ま

た、確定申告書については回送先のほか、国税連携シ

ステムで回送処理に必要な情報（年分、局署番号、整

理番号、カナ氏名、生年月日、住所、台帳番号、連携

データ作成年月日等）を出力できること。

・自治体ごとにCSVデータが出力できる。 現状、国税連携システムの団体間回送機

能は、各自治体を選択して送付する仕組

みであり、一括出力したデータが全ての

自治体にまとめらていると、CSVデータ

を分割する作業が発生するため。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

1888

1.4.42. 他団体回送 「事業所返送」を追加。 特徴の給報は個人特定できなかった際

に、１年以内の転出を除いては基本的に

事業所返送しているので、他団体回送に

該当しなかった場合にこの選択肢がなけ

れば事務作業の低減につながるため。

給与支払報告書を事業所に返送すること

が多々あるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

住民税システムとしては不要な要件と考えます。

（サブシステムの範疇）

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

5595

1.4.42. 他団体回送 投入資料が他団体回送に該当する場合、「回送先」

「送付文書」「送付資料」が出力できること。

投入資料が他団体回送に該当する場合、「回送先」

「送付文書」「送付資料」が出力できること。

資料回送の回送情報（回送履歴、回送有無、回送

日）を確認できること。

資料回送の回送情報（回送履歴、回送有

無、回送日）について，回送先からの問

合せに対応することが必要。また，回送

資料には制度個人番号が記載されたもの

も含まれているためリスク管理を行う観

点からも回送情報を管理することが必要

である。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

住民税システムとしては不要な要件と考えます。

（サブシステムの範疇）

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

1084

1.4.5 専従者情報登録 専従主の提出した申告書より派生作成された専従者資

料を、給報として専従者へ紐付けできること。

専従者情報と該当専従者に係る資料の管

理のため

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

＃5600に包含されていると考えます。

＃5600と合わせて、検討します。

1902

1.4.5 専従者情報登録 確定申告書二表や収支のイメージを専従者に結び付け

られること。

専従者給与の根拠をすぐに確認でき、専

従者給報を個別に起こす必要がないた

め。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

＃5600に包含されていると考えます。

＃5600と合わせて、検討します。

4078

1.4.5 国税連携関連 地方団体から国への申告書等データ引継ぎのための

データの作成、及びデータ送信が出来ること。

令和元年5月16日総務省自治税務局市町

村税課からの利用促進についての事務連

絡

総務省からの利用促進の提言に準じて業

務を行うため

反映する ● 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

実装が必要な機能について、「地方団体

から国への申告書等データ引継ぎのため

のデータの作成、及びデータ送信」のみ

でよいか、ご回答下さい。

機能が不足する場合は、その他に必要と

なる機能も併せてご回答ください。

【A市回答】

充足していると考えます。

【E市回答】

申告受付システムの機能だと考える。この機能を追加する場合、基幹システム上で確定申告書の入力・作成を行う想定なのでしょうか？

【F市回答】

問題なし

※項目番号と項目名が不適切だと思います

【H市回答】

本市では、左記の機能のみで問題ありません。

【I市回答】

左記の機能のみでよい。

【J市回答】

（確認事項とずれる意見であるが）本機能が「個人住民税システム」で必要かは疑義がある。申告書等データの引継ぎのためのデータ作成には、申告を受けて入力する機能の要件定義が必要と考えるが、通常その機能は「申告受付」や「申告相談支援」と呼ばれるシステムに実装されているという前提であるので、今回の標準化の対象外であ

るとして、機能定義されていないと認識している。よって、本機能は必要な機能ではあるが、「個人住民税」システムに記載する必要はないのではないか。

本機能を記載する必要があるとすれば、申告を受け付けて入力する機能もすべて定義しておく必要がある。

なお、本機能だけでいえば、記載事項以外に必要な機能はないと考える。

【K市回答】

問題ありません。

反映しない 「地方団体から国への申告書等データ引継ぎのためのデータの作成、及びデータ送信」は、申告支

援システムで実施すべき業務と判断し、検討対象外として整理します。

2370

1.4.5. 専従者情報登録 申告書のデータから専従者情報のみを抽出し、専従者

の情報として自動更新・管理（登録、修正、削除）で

きること。

申告書のデータから専従者情報のみを抽出し、専従者

の情報として自動更新・管理（登録、修正、削除）で

きること。

登録の際は資料として給与支払報告書を自動で作成し

登録すること。

専従者側に給報が自動作成されること

で、他の資料と併せて確認ができるた

め。当然作成されるとは思いますが念の

ため追記させていただきました。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

＃5600に包含されていると考えます。

＃5600と合わせて、検討します。

2853

1.4.5. 専従者情報登録 専従者情報 専従者情報（専従者の特定情報および専従者給与収

入）

この場所に記載されるということは、専

従者情報とは単に扶養情報と似たような

内容ではなく、専従者の課税に利用でき

る専従者給与情報も含まれると思うが、

それが分かるように記載したい。

要検討 ● 専従者情報として、「専従者の特定情報

および専従者給与収入」以外に必要な情

報があればご回答ください。

※修正の根拠（X列）の記載の通り、扶

養情報との差異を明確にするため詳述が

必要となる判断です

※専従者給与収入は確定申告でも把握で

き、もし当該事業者から給与支払報告書

の提出がなかったとしても確定申告情報

だけで課税できるケースを想定していま

す

【A市回答】

充足していると考えます。

【E市回答】

専従主の情報が必要だと考える。

【F市回答】

特定情報には、氏名と生年月日（専従者を特定した情報）と続柄（配偶者かその他かの区別をするため）が必要。

【H市回答】

本市では、左記の情報のみで問題ありません。

【I市回答】

なし

【J市回答】

確定申告書第二表の記載されている専従者情報は、専従者の特定情報および専従者給与収入のみであると考えるため、基本的にそれ以外に必要な情報はない。

ただし、「続柄」は専従者の特定情報に含まれている認識か、確認しておきたい。専従者の特定情報は基本的に生年月日又はマイナンバーであると思われ、これらは国税連携データのデータ形式としては数値データである。しかし続柄だけは文字列データであるため、データ形式が異なり、含まれる認識でよいか、確認したい。

【K市回答】

特にありません。

反映する 機能を以下のように修正します。

申告書のデータから専従者特定情報（専従者の氏名、生年月日、続柄）、専従者給与収入、専従主

のみを抽出し、専従者の情報として自動更新・管理（登録、修正、削除）できること。
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地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

2371

1.4.8. 専従者情報登録 専従者情報の自動更新ができなかった対象（専従者の

特定不可）を抽出し、関連する申告情報を出力できる

こと。

専従者情報の自動更新ができなかった対象（専従者の

特定不可）又は特定されているが同額の別資料がある

対象者等を抽出し、関連する申告情報を出力できるこ

と。

既に給与支払報告書が提出されている場合は重複

して課税する危険性を低減できる。

要検討 ● 「特定されているが同額の別資料がある

対象者」の抽出が必要かをご回答くださ

い。

なお、合算の過程で同額のものは、合算

対象としない機能があれば、不要などの

条件があれば併せてご回答ください。

【A市回答】

不要な要件と考えます。

【E市回答】

現行システムでは、既に同額の給与支払報告書が提出されている場合は専従主の確定申告書から作成した専従給報のデータを削除するバッチ処理を行っている。専従者が特定できない場合は、収支内訳書等から調査を行い個人を特定してから必要があれば給与収入等を修正している。

【F市回答】

合算の過程で同額のものがあれば、片方を無効にするのだが、給与の内訳として、専従者給与額として金額を持つべきのため、自動で無効にはせず、目視での確認をしている。また、専従者給与以外の給与がある場合に、前職として含まれているなどの可能性があるため、同様に目視での確認が必要。

【H市回答】

本市では、合算の過程で同額のものは、合算対象としない機能があれば、不要と考えます。

【I市回答】

抽出は必要、左記の機能が必要と思われれる。

【J市回答】

本機能は必要ないと考える。

同額の別資料がある場合には合算の過程でアラートとして出力し、確認させれば問題ないのではないか。

【K市回答】

合算の過程で同額のものは、合算対象としない機能があれば、不要です。

逆に、「特定されているが金額の異なる給報がある対象者」について、合算対象とするか確認のため抽出が必要と考えます。

反映する 以下のとおり整理します。

＜オプション機能として追加＞

・専従者の特定はされているが同額の別資料がある対象者の抽出し、関連する申告情報を出力でき

ること。

また、対象者の抽出は、合算処理と併せて実施できること。

・既に同額の給与支払報告書が提出されている場合は専従主の確定申告書から作成した専従給報の

データを無効（非合算）とするかを選択できること

326

1.4.9 電子データ給報

登録

eLTAXによる申告情報の取込について、特別徴収をし

ない事業所についても電子で一括取込ができること。

現在のシステムは指定番号と納税者IDを

関連付けることで取込を行っている。特

別徴収をしていない事業所は固有の指定

番号は登録せず、普通徴収取込用の指定

番号を作成し関連付けすることで取込を

可能としている。この機能がない場合、

特別徴収をしない事業所分の給報を手作

業で印刷し、パンチ入力を依頼すること

になり、2名で約3日ほどかかるため。ま

たeLTAXの利用を推進していることから

今後件数も増えると見込まれるため。

反映する 現行運用として、「特別徴収をしない事

業所」についても電子データの取り込み

対応（カスタマイズや運用回避）が必要

であったかをご回答ください・

※現行の記載でも包含される想定です

が、実態として、「特別徴収をしない事

業所」の電子データ取り込みができな

い、または対応にカスタマイズが発生し

た等がないかを確認したいと考えていま

す

※カスタマイズ対応が多い場合は。明記

することで標準仕様として実装させるこ

とを想定しています

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

現行、サブシステムを用いて「特別徴収をしない事業所」の給報データも取り込みを行っています。電子化による業務量逓減のため仕様への反映を希望します。

反映する 「特別徴収をしない事業所についても電子データの取り込み対応するよう明記します。

1871

1.4.9 電子データ給報

登録

eLTAX給報データの指定番号がブランクだった場合、

納税IDや法人マイナンバー等から自動付番できるこ

と。

自動付番ができない場合、最大で約3万社

分の指定番号の紐づけ作業が発生してし

まうため。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

指摘の「自動付番」とは、指定番号を入力してきていない事業所に対して、既に取得済みの納税者IDや法人番号から、指定番号のひもづけを行うという意味か。そうであるなら、自動ひもづけは必須であり、ひもづけできなかった事業所のリストを出力して、既に指定番号を取得済みではないかの確認する必要がある。

（「自動付番」という表現は、前年以前の取得済みの指定番号を無視して、すべての事業所に新規に指定番号を付番する、という意味だととらえかねないため、表現を修正すべき。）

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 「eLTAX給報データの指定番号がブランクだった場合、納税IDや法人番号等から事業所を特定し、

税務システムで登録済みの特別徴収義務者指定番号があれば、自動で紐づけができること。」に表

現を修正し、機能として追加します。

6252

1.4.XX. 電子データ申告

特例通知登録

- 電子データ申告特例（eLTAX・パンチ）による申告情

報を取り込み、一括更新・管理（参照、登録、修正、

削除）できること。

eLTAXと連携して電子データ申告特例を

取込む機能は必須である。また、委託に

よりパンチデータを作成してもらうこと

は必要であるため、この機能は必須であ

る。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

6253

1.4.XX. 電子データ申告

特例通知登録

- 取り込んだ電子データ申告特例の疑似イメージ生成

し、管理（参照、修正、削除）ができること。

作成した疑似イメージは印刷ができること。

システムで課税資料のイメージが閲覧できること

で、市民からの問合せに対し迅速な対応ができ

る。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

＃3373、＃3110と矛盾。

住民税システムとしては不要な要件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3950

11.1.@@ その他 予納を管理する機能を有すること 賦課期日現在国内にいるが、国外に転出する場合

など、予納として納付を受け付けるケースに対応

することで、スムーズに予納に関する案内ができ

るようになる。

要検討 ● 予納にかかる必要な機能をご回答くださ

い。

※予納があった事実のみの管理ができれ

ばよい等

【A市回答】

特にありません。

【E市回答】

現行システムには、予納に対応する機能は実装されていない。運用で回避しているが、システムで管理できると業務の効率化が図れる。必要な機能としては、予納であることが管理でき、税額を計算して予納分として納付書が発行できるとよい。納付の機能は、収納側でシステム化が必要だと考える。

【F市回答】

（当市では予納制度がありませんが）予納額の計算ができること。予納のための納付書が作成できること。予納額を徴収簿に反映できること。それが予納であるとわかること。徴収簿から、納付済であることが、納税通知書に反映できること。（予納額を、課税年度の調定とするのか分かりませんが、最終的には、賦課額と予納額を含めた徴

収額が一致するようにする必要がある。）

【H市回答】

本市では、予納の実績はありません（実際上、納税管理人に対応してもらっているため）。

【I市回答】

米納に関する機能は必要である。

【J市回答】

当市では予納の取扱い実績がないため、取扱いがあった場合に必要となると思われる機能として回答する。

・予納があった事実

・予納があった日…予納額と実際の課税額に差異があった場合に、必要となる場合があると想定

・予納金額…上記同

（予納があった日及び金額は、別に入力項目がなくともメモ機能で対応可能かもしれない）

【K市回答】

予納があった事実のみの管理ができれば十分です。

反映する 以下の機能をそれぞれオプションとして追加します。

・予納であることの管理機能

・予納があった日の管理機能

・予納額の計算及び納付書発行機能

 ※納付書については、収納側に検討状況を確認します。

4592

11.1.2 同一人物の関連

付け

同一人物が複数登録されている場合、（住民登録外課

税の対象者が転入し、住民登録された場合等）に、関

連付けて同一人物の情報として管理できること。

同左に加え、同一事業所（特別徴収義務者）が複数登

録されている場合（事業所合併等により２つ以上の事

業所が１つになった場合等）に関連付けて、同一の事

業所として管理できること。

同一の事業所とすべきものに別々の特別徴収義務

者指定番号が付与されていた場合、同じ事業所の

従業員であるにもかかわらず、別々の指定番号で

特別徴収税額の決定通知を送付してしまう等のリ

スクが生じる。

このようなリスクを避けるため、特別徴収義務者

についても、同一事業者の関連付けを可能とする

よう要望する。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

他税目共通の宛名管理の要件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2787

11.1.3. その他 外国税

額控除

 外国税額控除について、控除余裕額及び控除限度額

とあわせて入力･適正計算をできること。

の項目追加。

地方税法  外国税額控除を当該課税計算システム

だけでは計算できないシステムも存在し

ているが、それでは手計算からの転記誤

りなど、課税誤りがおきうる可能性が増

える。標準仕様では、そのような不備が

ないようにする必要がある。標準仕様で

必須とすべき。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

住民税システムとしては不要な要件と考えます。

（サブシステムの範疇）

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

6490

11.1.3. その他 実装してもしなくても良い機能として、ふるさと納税

を行う納税者から、全額控除となる寄付金額の上限に

ついて確認の電話が多くあるため、最新の課税台帳の

情報から自動的に算定結果を確認できる機能があるこ

と。

全額控除となる寄付金額の上限に対する住民回答

が素早く回答できる。

手計算による算定を簡素化により、回答

対応１件あたり0.1時間程度の削減でき

る。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。
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地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

1086

2.1. 合算処理 給報及び年金のみ先行して賦課資料の合算ができるこ

と。

対象者によっては給報は大量になる。全

体合算前に給報等の賦課資料の整理を行

うことで合算後のチェック等の業務の効

率化が期待できる。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

住民税システムとしては不要な要件と考えます。

（サブシステムの範疇）

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3864

2.1. 税額計算（税額

決定）

純損失などの繰越控除について、翌年度への繰越額の

管理等ができる機能を有すること。

地方税法第313条第8項、地方税法附則第

35条の2の6、第35条の4の2など

現状は各年度の税額計算をするにあた

り、その都度過去の申告情報を確認した

うえで繰越控除の適用可否を判断してい

る。

管理することができれば、事務負担軽減

をはかることができる。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

住民税システムとしては不要な要件と考えます。

（サブシステムの範疇）

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

1316

2.1. 控除不足額還付

処理

控除不足額の均等割への充当情報を、収納システムへ

連携できること。

控除不足額を充当・あるいは還付した後

で、控除不足額が減額となり、充当取

消、返納となるケースについて、対応方

法を再度検討いただきたい。システムで

対応できていないため、無理につじつま

を合わせるやり方を取っている。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装してもしなくてもよい機能としてではなく、実装すべき機能としての反映を要望します。

反映する 8.1.1.の要件（実装すべき機能）に「控除不足額の均等割への充当情報（充当、還付、充当取消、

返納）を、収納システムへ連携できる」ことを追記します。

4928

2.1. 合算処理 主たる給与と従たる給与を合算しようとする際は、そ

の合算可否を、主たる給与の前職記載内容を参照し判

断することが可能であること。

合算処理を統一基準で自動化すること

で、合算修正の手間を省力化する。

反映する ● 実装すべき

機能

主たる給与と前職の給与の

合算に際し、その合算可否

を、主たる給与の前職記載

内容を参照し、判断する機

能として、追加する。

主たる給与と前職の給与の合算可否判断

の条件があれば、具体的にご回答くださ

い（自動での合算可否判断をしていなけ

れば、その旨ご回答ください）。

※修正後（P列）の記載より、給報の摘

要欄に記載されている前職給与額と同額

の給報が出ていれば、同額給報の収入額

を合算させないことが必要となる想定で

す

※＃2736とあわせて検討します。

【A市回答】

主たる給与の

・前職支払金額

・前職源泉税額

・前職社会保険料

と、

従たる給与の

・支払金額

・源泉税額

・社会保険料

が一致した場合、従たる給与を合算不可とします。

【E市回答】

現行システムでは、同事業所からの給報が2枚あり、1枚に前職分給与収入が記載されてい、もう1枚が前職給与収入と同額の収入の給報が提出された場合、合算時に合算してしまうため、EUCでデータ抽出を行っている。別事業所の場合は合算時に前職給与を合算しない処理を行っている。

【F市回答】

左記の通りで、また、前職会社が複数社の場合、就職給報の摘要欄に記載されている前職給与額と、複数の前職会社の給与金額の合計が一致すれば、自動で無効にする。

【H市回答】

本市では、合算可否判断の条件は、「給報の摘要欄に記載されている前職給与額と同額の給報が出ていれば、同額給報の収入額を合算させないこと」でよいと考えます。

【I市回答】

前職分と一致酢する場合を除き、金額が異なるものは基本的に合算とする。

【J市回答】

当市のシステムでは、前職合算可否判断を自動的に行う機能があり、合算後給報の摘要欄の記載されている前職給報額と同額の給報があれば、自動的に前職給報を合算対象から外す仕様となっている。

前職合算給報が複数ある場合も想定されることから、可能であれば、前職給与支払額が一対一で合致しなくても、合計が一致すれば自動的に合算対象から外れる機能も欲しいところである。

【K市回答】

現行のサブシステムにおいて、「給報の摘要欄に記載されている、給与支払額、社会保険料額、源泉徴収税額の3項目がすべて一致する給報が出ていれば、その給報を合算しない」という機能があります。

反映する 以下の整理とします。

＜必須機能として追加＞

・主たる給与の給報の摘要欄に記載されている前職給与額と同額の給報が別の事業所から提出され

ている場合、同額給報の収入額を無効（非合算）とすること

＜オプション機能として追加＞

・主たる給与の給報の摘要欄に記載されている前職給与額と同額の給報が同一事業所から出ている

対象者を抽出できること

・主たる給与の給報の摘要欄に記載されている前職給与額と、別の複数事業所から提出されている

給報の給与の合計額が同額の場合（前職が複数である場合を想定）、複数事業所の収入額を無効

（非合算）とすること

3887

公的年金などに

係る所得にかか

る所得割額の算

定方法

2.1.@@ 法令上細かい計算方法までは定めておらず、ご意見より、計算方法の統一は困難と考えられるた

め、標準仕様書上は包括的な記載となるよう機能を定義します。

※＃5745、＃3645と合わせて整理します。

●要検討【A市回答】

現行は、全体分の所得割から給与特徴分の所得割の引いた金額を年金所得と年金所得・給与所得以外の所得の額に応じて按分しています。

計算方法は統一すべきと考えます。

【E市回答】

全ての所得を合算して全体分の個人住民税額を計算、

内特徴分の所得、控除は全体分と内特分と同額として給与特徴分の税額を計算、

年金のみの所得として、控除は内特分として使用した金額を除き、年金税額を計算、

全体分から給与特徴分、年金特徴分の金額を差し引いて普徴分の税額を求める。

【F市回答】

1：全体の所得と控除から、年税額を算出。

2-1：自分で納付希望（併徴希望）で、給与特徴対象であれば、特徴会社分の給与金額のみの所得で給与特徴分を計算。

次に年金収入のみで年金特徴分を計算。

最後に、全体分から、給与特徴分と年金特徴分を差し引いた差額を普通徴収分とする。

2-2：自分で納付希望でなく、給与特徴対象であれば、特徴会社分の給与金額のみの所得で給与特徴分を計算。

最後に、全体分から給与特徴分を差し引いた差額を年金特徴分とする。

2-3：自分で納付希望でなく、給与特徴対象でない場合、年金収入のみの所得で年金特徴分を計算。

最後に、全体分から、年金特徴分を差し引いた差額を普通徴収分とする。

【H市回答】

本市の現行の算定方法は、「全ての所得を合算して個人住民税額を算出したうえで、普通徴収となる「給与以外の所得に係る税額」を区分する」が該当します。

【I市回答】

全ての所得を合算して個人住民税額を算出した上で、当該税額を、年金所得の額とそれ以外の所得の額に応じて按分する。

【J市回答】

（再掲）当市システムにおける併用徴収者の税額計算の現行の運用については、以下のとおりである。

（システムで自動計算する場合）

◆徴収方法に普徴が含まれる場合（普給併徴・普年併徴・普給年併徴）

①全体分（全資料合算内容）で税額計算を実施（全体分税額）

②給与特徴分（特徴給報の内容）で税額計算を実施（給与特徴分税額）

③年金特徴分（年金報告書の内容）で税額計算を実施（年金特徴分税額）

④全体分税額から「給与特徴分税額」、「年金特徴分税額」を順に差し引き、残額を「普徴分税額」とする。

◆徴収方法が給年併徴の場合

 ①全体分（全資料合算内容）で税額計算を実施する。（全体分税額）

 ②給与特徴分（特徴給報の内容）で税額計算を実施する。（給与特徴分税額）

 ③全体分税額から「給与特徴分税額」を差し引き、残額を「年金特徴分税額」とする。

【K市回答】

（全体の所得ー所得控除）から計算した額＝年税額

（特徴分給与所得ー所得控除）から計算した額＝給与特徴税額

（特徴分給与所得＋公的年金等所得ー所得控除）から計算した額ー給与特徴税額＝年金特徴税額

年税額ー給与特徴税額ー年金特徴税額＝普徴税額

ただし、給与特徴税額および年金特徴税額の税額計算時には、税額控除のうち住宅借入金等特別税額控除は全体の額を適用し、寄附金税額控除は特徴分給与所得（または特徴分給与所得＋公的年金等所得）から算出した額を適用、「配当控除、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除、外国税額控除」は適用していません。

年金所得以外に給与所得等がある場合

の、年金から特別徴収すべき公的年金等

に係る所得に係る所得割額の算定方法」

について、現行の算定方法をご回答くだ

さい。

※以下の様な運用が想定され、標準仕様

として、前提とする運用の統一が可能

か、ご回答をを踏まえ検討します。

・全ての所得を合算して個人住民税額を

算出した上で、当該税額を、年金所得の

額とそれ以外の所得の額に応じて按分す

る

・全ての所得を合算して個人住民税額を

算出したうえで、普通徴収となる「給与

以外の所得に係る税額」を区分する

●要検討「（平成２１年１月）個人住民税の公的

年金からの特別徴収に係るＱ＆Ａ集10

ページ扱い等」に記載有

市町村ごとに違いがあると考えられるが、それぞれの

考え方を踏襲し、柔軟に計算できるシステムであるこ

と

2... 当初賦課における併用徴収者の医療費控除について、

申告支援システムからのデータ移行時に全体分及び給

与特徴分に割り振ることができる。

（実装すべき機能）

当初賦課 ●要検討本市の現行のシステムでは、データ移行

時に当該控除は全体分のみに割り振ら

れ、通知書発送日が普通徴収分より給与

特徴分の方が早いため、申告した当該控

除が特徴通知では反映されていないよう

に感じられるため。

以下の機能を追加することで、運用が可能かを確認します。

・併用徴収者の控除について、任意に、全体分及び給与特徴分に割り振れること

・併用徴収者の控除について、控除項目を徴収区分ごとに手動で任意に割り振れること

●要検討【A市回答】

必要な機能としては、給与特徴分に反映するか否かを選択できれば良いと考えます。

標準仕様として前提とする運用の統一が可能と考えます。

【E市回答】

併用徴収者の控除は、全体分・内特徴分と同額としている。

【F市回答】

現行は、申告支援システムから移行する際は、医療費控除などの年末調整に含められない控除については、一括で全体分のみに適用している。その結果、計算上、全体分より給与特徴分の税額が大きくなる場合は、エラーにならないよう控除の内訳を調整している。よって、任意に割り振る機能は不要で、上記のように論理的に計算エラーに

なるものを目視で確認できれば良い。

【H市回答】

本市では現行システム上、併用徴収者の控除について、「任意に、全体分及び給与特徴分に割り振る」ことができています。

【I市回答】

併徴者の控除については、左記のとおり割り振ることができればよい。現行の控除は、特徴分に割り振られるものが多く、システム制御されているため、任意、個別に選択することができない。

【J市回答】

当市システムにおける併用徴収者の税額計算の現行の運用については、以下のとおりである。

（システムで自動計算する場合）

◆徴収方法に普徴が含まれる場合（普給併徴・普年併徴・普給年併徴）

①全体分（全資料合算内容）で税額計算を実施（全体分税額）

②給与特徴分（特徴給報の内容）で税額計算を実施（給与特徴分税額）

③年金特徴分（年金報告書の内容）で税額計算を実施（年金特徴分税額）

④全体分税額から「給与特徴分税額」、「年金特徴分税額」を順に差し引き、残額を「普徴分税額」とする。

◆徴収方法が給年併徴の場合

 ①全体分（全資料合算内容）で税額計算を実施する。（全体分税額）

 ②給与特徴分（特徴給報の内容）で税額計算を実施する。（給与特徴分税額）

 ③全体分税額から「給与特徴分税額」を差し引き、残額を「年金特徴分税額」とする。

よって、控除についても、申告書由来の控除項目について普通徴収分がある方については、意見発出団体様と同じ運用となっていると思われる。

一方、控除項目を徴収区分ごとに手動で任意に割り振ることもできるため、普徴分がある個人で控除額を給与特徴から優先的に引くこともできる仕様となっている。

（必要な機能）

各団体の運用を把握していないので、当市で問題となったケースをもとに回答する。特徴給報と普徴給報が両方あり、それぞれで社会保険料控除があった場合に普徴給報分社保が全体分のみで計算されたことで給与特徴分の税額が多くなってしまったケースがあった。

これを解消するためには「任意に、全体分及び給与特徴分に割り振る」ことはもちろん必要であるが、現状給与特徴が１か所の事業所からしかできないというシステムが多いことを考慮し、標準仕様としては、上記②の給与特徴分の計算に関して、給与特徴分は給与支払報告書の内容全体を合算し、その内容で計算するという方法が良いと考

える。それ以外の個別ケースについては任意に割り振る機能があれば足りるのではないか。

【K市回答】

現行システムでは、「控除を割り振る」という考え方はしておらず、所得控除はいずれの徴収方法においても全体の額で計算しています。

（全体の所得ー所得控除）から計算した額＝年税額

（特徴分給与所得ー所得控除）から計算した額＝給与特徴税額

（特徴分給与所得＋公的年金等所得ー所得控除）から計算した額ー給与特徴税額＝年金特徴税額

年税額ー給与特徴税額ー年金特徴税額＝普徴税額

ただし、給与特徴税額および年金特徴税額の税額計算時には、税額控除のうち住宅借入金等特別税額控除は全体の額を適用し、寄附金税額控除は特徴分給与所得（または特徴分給与所得＋公的年金等所得）から算出した額を適用、「配当控除、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除、外国税額控除」は適用していません。

併用徴収者の控除について、「任意に、

全体分及び給与特徴分に割り振る」こと

ができればよいか、現行の運用及び必要

な機能についてご回答ください。

※標準仕様として前提とする運用の統一

が可能か、ご回答を踏まえ検討します。

5745



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

3936

2.1.@@ 税額計算 寄附金限度額逆算機能 寄付金限度額を計算する機能を有するこ

とで、問い合わせにスムーズに対応する

ことができる。

年300件の問い合わせがあるとして、1件

10分

（50時間/年の削減が見込める）

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3939

2.1.@@ 税額計算 繰越控除管理機能を有すること（その他、年度間の矛

盾チェックを含む）

繰り越すことができる控除額を、年度間

でチェック機能を有することで、確認に

係る時間を削減できる(この機能があれば

16時間/年の時間削減できる)

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3940

2.1.@@ 税額計算 選択課税管理機能を有すること（繰越控除含む。場合

により、住民税所得と所得税所得の別管理ができるこ

と）

選択課税を選ぶ人が増えたため、例外として管理

するのは望ましくない。

正確な課税につながるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

5605

2.1.0. 合算処理 確定申告書について還付・省略申告の判定を行い、判

定されたものについては所得控除内訳を合算結果に反

映させること。

その際に、給報については主従判定も合わせておこな

い主と判定された給報の所得控除内訳を反映させるこ

と。

控除額の合計額が主給報と一致したもの

については，主給報判定された給報の控

除内訳を反映させることにより合算結果

を確認する際に訂正入力と確認作業の低

減が図れる。そのためこの機能が実装さ

れなければ、還付省略申告分の控除内訳

移送のオンライン訂正作業が賦課事務と

して予想される。

職員数  処理時間  処理回数

12人 × 7時間/1回 ×  2回

＝168時間/年

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2644

2.1.1 合算処理 各種資料の名寄せ、自動合算処理を行い、徴収区分

（特別徴収、普通徴収、併用徴収）の設定ができるこ

と。

また、任意で合算処理結果の修正、削除ができるこ

と。

自動合算後、個別の合算処理も行えること。

各種資料の名寄せ、自動合算処理を行い、徴収区分

（特別徴収、普通徴収、併用徴収）の設定ができるこ

と。

また、任意で合算処理結果の修正、削除ができるこ

と。

自動合算後、個別の合算処理も行えること。

合算処理は、複数回実施可能であり、個別資料の

エラーチェック処理後のみを対象とすること。ま

た、エラーチェック中の個別資料を抽出できるこ

と。

届いた課税資料を取込し、個別資料のエ

ラーチェックを行い、処理を行った資料

同士の合算処理を行うが、順次合算処理

を行うことで、業務を平準化したい。複

数回合算処理を行う際に、個別資料のエ

ラーチェック処理が終わっていないもの

が合算対象となる場合、職員のレベルに

より手が空く状況が発生するため、無駄

なく作業が行えるようエラーチェック処

理終了後の課税資料のみが合算対象とな

る必要がある。

また、進捗が悪い個別資料を抽出できる

ことで、進捗管理が行える他、合算対象

外となっている課税資料が無いことを最

終確認出来るため。

反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

住民税システムとしては不要な要件と考えます。

（サブシステムの範疇）

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2736

2.1.10. 合算アラート

チェック

 「なお、重度のアラート(要修正)は、明らかなもの

をアラートではなく自動的に無効にすることを項目ご

とに選択できること。

＜例＞

・前職記載額と支払金額が完全一致する給報を前職合

算として自動処理をする。

・電子給報ダブりの片側無効処理。

」を追加。

 事例のものは、弊市としては、自動合

算を希望している。１件ずつ直すような

数量ではないので、効率的な業務のため

に、必須とするか。最低限自動合算とす

るかしないかを選択式にしていただきた

い。

 もし選択式にもできない場合、せめて

一括修正ボタンがないと、当初課税に甚

大な影響が出るので、標準仕様で必須と

する必要がある。

要検討 ● #4928とあわせて検討します。 【A市回答】

#4928同様。

【E市回答】

【F市回答】

同一事業所、同一内容の給報は、古いほうを自動で無効にすべき。

【H市回答】

同上（#4928）

【I市回答】

【J市回答】

#4928に記載のとおり

【K市回答】

現行のサブシステムにおいて、「給報の摘要欄に記載されている、給与支払額、社会保険料額、源泉徴収税額の3項目がすべて一致する給報が出ていれば、その給報を合算しない」という機能があります。

ー ー #4928同様。

4673

2.1.12 合算アラート

チェック

合算処理時点の資料の重複登録をチェックし、重複が

ある場合はアラートを出力できること。

＜チェック条件＞

・申告情報として登録されている情報と最新の資料情

報が異なる

・同一事業所から複数枚同一人物の給報が提出されて

いる

・同一事業所から提出された給報・年報が複数登録さ

れている

・特別徴収給報が複数提出されている

・同額の給報・年報の提出がある

・前職合算給報が複数登録されている

合算処理時点の資料の重複登録をチェックし、重複が

ある場合はアラートを出力できること。

＜チェック条件＞

・申告情報として登録されている情報と最新の資料情

報が異なる

・同一事業所から複数枚同一人物の給報が提出されて

いる

・同一事業所から提出された給報・年報が複数登録さ

れている

・特別徴収給報が複数提出されている

・同額の給報・年報の提出がある

・前職合算給報が複数登録されている

・主資料が申告書で、年末調整未済の特徴給報が

提出されている

給与収入が2,000万円以上で、年末調整ができない

ため確定申告が必要な役員等を想定。

申告書と年末調整未済の特徴給報を合算する場

合、合算後の課税台帳の徴収区分が普通徴収で設

定される仕様であれば、左記条件を追加していた

だきたい。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

年調未済であることが、給与支払報告書から判別可能とすることが必要になると考えます。

（現状、レイアウトになく、自治体ごとに判断基準が異なると思われるため）

【E市回答】

【F市回答】

特徴給報で提出されるのであれば、未年調であっても特徴で課税されるべきであるため、ご指摘の条件の場合、合算後に徴収区分が普通徴収となることはないと思われる。

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

合算区分や資料の状態に関わらず、給報の徴収区分は別に管理すべきであり、不要と考えます。

反映しない 別途整理しているチェック条件にも含めずに整理します。

4664

2.1.14. 合算アラート

チェック

＜チェック条件＞

・乙欄給報のみで合算処理されいる

脱字と思われる。 反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません

反映する 誤植のため修正します。

6477

2.1.16 合算アラート

チェック

課税資料のうち、住民番号が不明な申告情報は、未処

理分・処理したが調査に時間がかかる想定(少額の給

報等)の保留、海外へ出国するなど調査の必要のない

放棄に区分して管理（登録、参照、修正、削除）でき

ること。

課税資料のうち、住民番号が不明な申告情報は、未処

理分・処理したが調査に時間がかかる想定(少額の給

報等)の保留、海外へ出国するなど調査の必要のない

放棄に区分して管理（登録、参照、修正、削除）でき

ること。なお、保留については、複数の理由を設定で

き、理由ごとに管理できること。

保留とする理由は、自治体によって様々

であると思われるが、保留理由によって

その後の作業が変わり得る。そのため、

理由が容易に確認できる形で管理するこ

とによって、その後の作業へのスムーズ

な移行を実現できる。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装してもしなくてもよい機能としてではなく、実装すべき機能としての反映を要望します。

反映する 実装すべき機能として反映します。

3515

2.1.20 徴収区分設定 ～前年度の退職・～ ～基準日を設定し、前年度の退職・～ 今の記述だと、前年度全期間分の異動を

反映するように捉えられるので、基準日

を設定し、それ以降の異動を反映するよ

う明記することが望ましいと思います。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

2.1.20では、提出された徴収区分通りに自動設定され、その後、2.4.1で前年度の退職等情報から、一括処理されるという流れが自然なため、2.1.20では「前年度の退職・転勤・切替等の情報」という文言を削除してはどうか。

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません

反映する 2.4.1.に包含される機能として整理し、2.1.20.からは、「前年度の退職・転勤・切替等の情報」と

いう文言を削除します。
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地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

5603

2.1.20. 徴収区分設定 徴収区分（特別徴収（給与、年金）、普通徴収、併用

徴収）について、徴収希望、前年度の退職・転勤・切

替等の情報に基づき自動的に設定できること。

徴収区分（特別徴収（給与、年金）、普通徴収、併用

徴収）について、申告書記載の徴収希望、前年度

の給与所得以外の所得の徴収方法および退職・転

勤・切替等の情報に基づき自動的に設定できるこ

と。

徴収区分の設定条件に前年度の給与所得

以外の所得の徴収方法も含めることで，

納税者からの問合せやトラブルが減少す

ることが想定される。

そのため、徴収区分設定の際に前年の賦

課状況を参考に設定されない場合は前年

の賦課状況と合算結果の給与特徴内訳を

参照した確認リストの作成事務とリスト

確認の事務作業が必要となる。

職員数  処理時間  処理回数

12人 × 7時間/1回 ×  2回

＝168時間/年

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

4594

2.1.21 税額計算（税額

決定）

税額計算（期割計算、併用徴収差額計算、年金特別徴

収税額計算、退職所得に係る所得割額の計算含む）が

できること。

分離課税の対象となる所得を有する者に係る所得控除

の適用順序について、納税者が所得税の確定申告等に

おいて適用した順序で住民税の計算ができること。

所得税法第87条第２項、租税特別措置法

施行令第21条第８項（地方税法施行令附

則第17条の３第３項及び第７項）及び租

税特別措置取扱通達31・31共ー４の規定

により、分離課税の対象となる所得を有

する者に係る所得控除の適用順序の原則

が定められているが、例外的規定とし

て、納税者がこの取扱いと異なる順序で

所得控除を適用する申告をしたときは、

これを認めるものとされている。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

市町村により税額が変わることが無いよう、課税計算については、その方法を「実装すべき機能」として定義し、「実装してもしなくてもよい機能」は定義しない方がよいと考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 実装すべき機能として反映します。

6763

2.1.21 税額計算（税額

決定）

免税牛の所得控除計算等に対応すること 措法25条に該当する所得に対応するため 現行システムが対応しておらず、追加カ

スタマイズ等での対応に苦慮しているた

め。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

市町村により税額が変わることが無いよう、課税計算については、その方法を「実装すべき機能」として定義し、「実装してもしなくてもよい機能」は定義しない方がよいと考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 実装すべき機能として反映します。

3568

2.1.21. 税額計算（税額

決定）

期割計算 期割計算の期数は、４期から１０期までの間で設定が

可能なこと。

容易な納付を促進し、併せて徴収事務の合理化を

図るため、「垂井町税の徴収等の特例に関する条

例」を定め、１０期で徴収しているため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

分納に対応できれば良い。

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3680

2.1.21. 税額計算（税額

決定）

当初税額計算時、事業所の宛名番号（事業所内の連

番）の付番設定ができること。

eLTAXデータは、送信された順番どおり

に付番することで、事業所からの問合せ

（給報を出したが抜けている対象者がい

るといった類）が減ると考えられるため

給報提出後、中途退職等により当初通知

前に普通徴収に切り替わった者を空き番

号とせず連番とすることで事業所からの

問合せ（宛名番号が脱落しているといっ

た類）が減ると考えられるため

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

付番するのならその番号を事業所情報の中で確認できる仕組みが必要。また、当初通知で附番した番号はそのままに、例月で新規に当該事業所で特別徴収になった者は、当初通知の番号の続きから付番する、という設定が必要。

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 本ご意見に関連する機能として、以下の機能を追加します。

・事業所情報の中で当該番号を確認できる機能

・例月で新規に当該事業所で特別徴収になった者は、当初通知の番号の続きから付番する機能

2582

2.1.27 税額計算（税額

決定）

複数事業所からの給与特別徴収が可能であること 市では例外なく２社以上での特別徴収を

認めていないので、機能を残すのであれ

ば、該当者がエラーで抽出できるように

してほしい。

都でも原則として主たる給与の支払いを

受けている勤務先で特別徴収と説明して

いるため、この機能は基本的に不要であ

ると思う。

反映しない 【A市回答】

W列、Ⅹ列記載のとおり、実態として、２社以上の特別徴収は行わないことから、削除が妥当と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

反映しない 必須機能としていますが、機能を利用するかは自治体の判断（複数事業者を特徴義務者として指定

する場合に限る）になるため、機能を使用しなければよく、対応不要と考えます。

4213

2.1.27 税額計算（税額

決定）

・・・給与特別徴収が可能であること。 ・・・給与特別徴収が可能であること。特別徴収事業

所を自動設定できる機能（前年実績等の設定条件を指

定）

職員業務量の低減のため。（約9名の作業

で、１日必要。のべ72時間）

反映する ● 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

複数事業者から給与支払いを受けている

納税義務者について、給与特別徴収義務

者を自動で設定する際の条件についてご

回答ください。

※前年度の徴収実績以外の条件があるか

を確認する意図です。

【A市回答】

条件は、前年度の徴収実績で良いと考えます。

電子データであれば納税者IDや指定番号から特定可能ですので、システムで新規入力する場合のみ発生する要件かと思いますので、事例としては多くはないのでしょうか。

要件として反映させる場合、システムで新規入力する場合のみ発生する要件である旨記載が必要と考えます。

【E市回答】

特徴事業所から提出された普徴希望・退職・乙蘭でない給報で、指定番号が前年度と同一のもの、指定番号が前年度と相違しているが年末調整済みのもの、指定番号が前年と相違している未年末調整のものの順で設定。

※年末調整済みの判断は年調済み区分が入力されているまたは控除合計の入力値が０より大きいとしている

【F市回答】

複数事業者から特別徴収するのなら、給与支払報告書で特別徴収対象者として提出していることのみが条件である。（特別徴収義務者を１つにするのなら、給与支払報告書で特別徴収対象者として提出していることが前提で、それに加え、所得の大小、前年の徴収実績を加味する。）

【H市回答】

本市では、前年度の徴収実績以外の条件としては、支払金額の多寡（大小）が考えられます。

【I市回答】

基本的には、前年度の徴収実績を条件としている。

【J市回答】

当市のシステムの場合、特別徴収は一つの事業所からしかできないが、給報資料登録の段階で特徴給報が複数個所から出てきている場合、資料登録の段階でエラーが出力される。それに基づき職員が手動で一人当たりの特徴給報が一枚（一箇所）のみとなるように修正している。

当市の規模であれば手動での修正も可能であるとは思われるが、自動的に特徴事業所が選定される機能があるとありがたい。

当市の特徴事業所選定の条件は、前年実績以外だと、給与支払額の多寡があるが、必ずしも多寡だけで判断しているわけでもなく、実績がない場合は当該個人への聞き取り等も併用しているため、それだけではないため、システムで設定可能な条件は、前年実績のみではないかと思われる。

【K市回答】

現行は、以下の順で条件に該当する義務者を自動設定しています。

①前年度実績

②年末調整済

③給与支払額の大きい方

反映する 以下の機能を追加します。

※必要性については、複数事業者での特徴の按分可否の確認結果を踏まえ、整理します。

・複数事業者から給与支払いを受けている納税義務者について、以下のから有効とする条件及び優

先順位を指定し、給与特別徴収義務者を自動で設定できること。

①前年度実績

②年末調整済

③給与支払額の多寡

5103

2.1.27. 税額計算（税額

決定）

複数事業所からの給与特別徴収は運用が

困難であり、実運用として行っていない

団体が大多数である認識。自治体として

運用を選択可能とするため実装してもし

なくても良い機能とすべきと考える。

反映しない 【A市回答】

Ⅹ列記載のとおり、実態として、２社以上の特別徴収は行わないことから、削除が打倒と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

反映しない 必須機能としていますが、機能を利用するかは自治体の判断（複数事業者を特徴義務者として指定

する場合に限る）になるため、機能を使用しなければよく、対応不要と考えます。

3645

2.1.3. 合算処理 専従者給与、ワンストップ納税制度、配当割額、株式

等譲渡所得割額における控除額等についても自動合算

処理ができること。

・住宅ローン控除、所得金額調整控除は自動合算処理

できること

・合計所得が関係する医療費控除、雑損控除、勤労学

生控除等は自動合算処理できること

・3表で租税特別措置法の条文の記載がある場合、無

条件で適用されないこと

令和３年度以降の処理のため、運用方針

が定まっておらず、修正後の要件に記載

された控除等について合算処理機能を選

択できるようにしていたえだきたい

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装してもしなくてもよい機能としてではなく、実装すべき機能としての反映を要望します。

「自動合算処理」の示す内容が不明確であるため、以下のような修正が必要と考えます。

（修正案）

住宅ローン控除については、優先資料での計算値を適用すること。（合算後に再計算しないこと）

所得・所得控除・税額控除等については合算後の各所得・合計所得等から自動算出・自動判定できること。

反映する ● ご意見いただいた内容について、以下のとおり整理します。

＜実装すべき機能＞

住宅ローン控除については、優先資料での計算値を適用すること。（合算後に再計算しないこと）

＜要件等＞

＃5475と合わせて、以下の要件の要否を確認します。

所得・所得控除・税額控除等については合算後の各所得・合計所得等から自動算出・自動判定でき

ること。

4181

2.1.31 控除不足額還付

処理

・・・ 徴収併用者につき、控除不足額が存在しても、徴収区

分間の控除額を自動で調整し、賦課画面が作成される

こと。

現在にシステムでは、徴収区分併用者で

控除不足額が生じる方については、賦課

課税画面が自動作成されないケースが

多々あり、手入力処理の必要が有り、多

大な労力が必要となっているため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

控除不足額が発生する場合、均等割のみということであり、均等割は併徴の場合、どれかの徴収区分に寄ると思われる。賦課画面が自動作成されないケースというものが想像できないが、賦課画面が作成されればよいため、オプションではなく、そもそも充当が正しくされる機能であればよい。

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

事象がよく理解できませんが、画面の表示方法によるのではないでしょうか。

反映する 「併用徴収者であっても、徴収区分ごとの控除額を自動算出し、控除不足額が生じる場合の管理も

できる」機能を追加します。

※2.1.29.の機能に包含される判断ですが、実装していないパッケージが想定されるため明記が必要

と判断しています。



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

1315

2.1.35 控除不足額還付

処理

非課税者で還付額がある者、戻入額が生じる者、課税

者で還付額がある者について、還付通知とは別に通知

文書を作成できること。

収納システムの機能として実装されるの

であれば、個人住民税システムとして不

要機能と考える。

保留 【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

収納システムとしては還付通知を作成するので、本機能は個人住民税システムとして実装すべき機能であると考えています。

反映しない 標準仕様書案に整理した通りとします。

1129

2.1.36. 租税条約にかか

る免除

租税条約減免・租税条約非課税を管理（登録、参照、

修正、削除）し、一部減免または税額が発生しないよ

うにできること。

租税条約減免・租税条約非課税を次の項目で管理（登

録、参照、修正、削除）し、一部減免または税額が発

生しないようにできること。

・項目

届出税務署名

届出日

届出様式番号

租税条約適用国・該当条文

国籍

日本国内における居所

入国日

在留期間

在留資格

恒久的施設の有無（有なら所在地・名称等）

報酬・給与の支払者に関する事項（氏名又は名称、住

居又は本店の所在地、個人番号【法人番号】、日本国

内にある事務所）

支払者から支払を受ける報酬・給与で租税条約の規定

の適用を受けるものに関する事項

本市のシステムには、租税条約に関する

機能を備わってないことから、別途台帳

を作成し管理を行ったことにより、租税

条約適用対象者の確認及び減免・免除の

反映をシステムに手作業で入力した。

システムで一元管理化することにより、

一人の担当者の業務量が総合して6時間低

減すると見込まれるため。

また、税務署に提出される租税条約に関

する届出書を国税連携でやり取り可能に

なると入力作業量の低減やミスなどの効

果が期待されるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

不要

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2742

2.1.36. 租税条約にかか

る免除

 「なお、各所得ごとに、根拠(省令・通知(通達))別

に「免除」「非課税」の設定ができること。また、

『うち課税所得・非課税所得』『課税所得有で免除に

より税額なし』別の管理をすることができること。ま

た、その内容を、適切に課税･非課税証明書に表示さ

せることができること。」を追加。

▼租税条約の規定によって所得税を免除

される外国政府職員。教授、留学生等に

係る住民税の取扱いについて(昭和40年６

月10日自治府第62号自治省税務局⾧通知)

…非課税(非課税所得として取り扱うこと

から、非課税証明書が発行される。

▼租税条約上、「租税を免除する」との

定めがあるもの …課税標準を算出した

上で、税額の算定はしない。課税所得で

はあるので、課税証明書が発行される(そ

の上で免除)。

 詳細、平成19年12月20日付け、東京都

総務局行政部市町村課税政務係⾧通知(総

務省の見解)をご参照ください。

 明確に通知されている以上、全国標準

仕様としては、各根拠に則ったかなりき

め細かい対応ができることが必須となり

ます。

 不可能な場合、総務省に改正を求める

など、標準仕様システムを使ったことに

よる課税誤りとならないような、適切な

御対応をお願いいたします。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3811

2.1.36. 租税条約にかか

る免除

所得金額の入力時に、租税条約に該当する給与収入金

額を、全体の給与収入金額の内訳として管理できるこ

と。

租税条約該当・非該当の給与収入が混在

している場合の所得計算を正確に行い、

管理するために必要である。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3812

2.1.36. 租税条約にかか

る免除

租税条約該当者について、提出された届出書の内容

（事業者、該当条約、適用年度等）が管理できるこ

と。

届出書の内容をシステムで管理することにより、

正確かつ円滑な住民対応が可能になるため、当該

機能が必要である。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

1873

2.1.37 事業所・家屋敷

課税

本課税地の登録ができること 本人からの申告がない場合に該当する市

区町村へ確定申告の回送を依頼するため

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3353

2.1.38. ワンストップ特

例

各地方公共団体から届いた寄附金申告特例通知書の

CSVデータを取り込み、一括更新・管理（登録、修

正、削除）できること。また、対象外（6団体以上の

寄附、納税義務者が確定申告済、対象者不明）を

チェックしアラートをリスト（帳票）等で出力（帳

票）できること。

平成30年4月1日総税市第38号により地方

税法施行規則第24条の40が改正され、寄

附金申告特例通知書が電子的送付されて

いるため

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

住民税システムとしては不要な要件と考えます。

（サブシステムの範疇）

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3442

2.1.6 合算処理 所得税と異なる課税方式の選択した市県民税申告書に

ついて、株式配当所得および株式譲渡所得の課税方式

に関する判定が行えること。

所得税と異なる課税方式の選択した市県民税申告書に

ついて、株式配当所得および株式譲渡所得の課税方式

に関する判定が行えること。その場合住民税の翌年

度繰越損失を保持できること。

国税と異なる課税方式を選択した場合、

翌年に繰越す損失額が変わるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

どの団体も必要な機能であると考えられるため、実装してもしなくてもよい機能としてではなく、実装すべき機能としての反映を要望します。

反映する 実装すべき機能として反映します。

2437

2.1.7. 合算処理 重複資料等について課税資料毎に非合算とする設定が

できること。

賦課に直接使用しないこととなった課税資料を

誤って所得に参入させないため。

対象者40万×課税資料平均6枚×5分増

（対現行比）

正確な賦課のため 反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

6761

2.1.8 合算処理 徴収区分を特徴、普徴、併徴への（職員による）強制

修正もできること

住民によって徴収方法の希望が異なり、柔軟に対

応するため

各自治体で方向性が違うため 反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

徴収区分の切り替えは、通常起こりえることなので、「強制」修正ではなく、通常通り個別に修正することができればよい。

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 自動合算結果を個別に修正する機能を追加します。



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

5988

2.1.XX. 税額計算（税額

決定）

- 次の要件を「実装すべき機能」として追加

 ・ふるさと納税の最適額が試算できること。

ふるさと納税の最適額について、毎年市民からの

問合せあり、職員が試算し回答している。税額計

算時に最適額が自動算出されると市民からの問合

せに対し迅速に回答ができるため、市民サービス

が向上する。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

6258

2.1.XX. 税額計算（税額

決定）

- 次の要件を「実装すべき機能」として追加

 ・ふるさと納税の最適額が試算できること。

ふるさと納税の最適額について、毎年市民からの

問合せあり、職員が試算し回答している。税額計

算時に最適額が自動算出されると市民からの問合

せに対し迅速に回答ができるため、市民サービス

が向上する。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

＃5988と同一

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

＃5988と合わせて対応します。

2858

2.2.？ 扶養・控除対象

配偶者否認

生年月日に応じて扶養控除の区分および控配、老配間

の自動切換ができること。

他の実装すべき自動変換と比較すると、

これも実装するのが自然な機能である。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3943

2.2.@@ 扶養・控除対象

配偶者否認

国外扶養情報申告及び管理機能 国外扶養者を認めるために必要な書類の提出状況

が確認できれば、後何が必要か案内しやすくな

り、住民サービスの向上につながる

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

住民税システムとしては不要な要件と考えます。

（サブシステムの範疇）

【E市回答】

【F市回答】

年末調整未済の給報に記載されている、国外扶養について、調査を行うことを前提としているのか。

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません

反映する 必須機能として、管理項目は保持し、実際に機能を利用するかは運用判断に任せるところとして整

理します。

4201

2.2.1 扶養・控除対象

配偶者否認

否認処理は自動・手動の選択ができること 否認データの確認→職員によるチェック

→更新という手順で業務を行ないたいた

め

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

6479

2.2.1 扶養・控除対象

配偶者否認

実施してもしなくても良い機能に下記を追加する。

否認処理は配偶者・被扶養者を分けてそれぞれ任意の

タイミングでできること。

配偶者の特定は世帯情報から比較的容易

に行うことができるが、被扶養者の特定

については、事業所や本人等への照会が

必要な場合も多いため、処理が可能とな

るタイミングが異なるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

4946

2.2.1. 扶養・控除対象

配偶者否認

配偶者・被扶養者の所得によって自動で扶養・控除対

象配偶者・特別控除対象配偶者、同一生計配偶者の否

認処理ができること。

また、処理に基づき否認データが自動で作成され、再

度扶養が取り直しされたら更新することができるこ

と。

※自動否認は、当該配偶者が配偶者控除又は配偶者特

別控除の対象となる所得を超えている、及び当該被扶

養者が扶養控除の対象となる所得を超えているものを

対象に実施する

配偶者・被扶養者の所得や年齢区分によって自動

で扶養・控除対象配偶者・特別控除対象配偶者、

同一生計配偶者、所得金額調整控除対象扶養の否

認処理ができること。

また、処理に基づき否認データが自動で作成さ

れ、再度扶養が取り直しされたら更新することが

できること。

※自動否認は、当該配偶者が配偶者控除又は配偶

者特別控除の対象となる所得を超えている、及び

当該被扶養者が扶養控除の対象となる所得を超え

ている、専従者であるものを対象に実施し、否認

対象が扶養障害者であれば同時に否認する。ま

た、否認内容がわかるような資料を作成する。

所得金額調整控除対象扶養否認処理は、

令和3年度の改正に対応。

誤った年齢区分での申告や専従者を扶養

親族とする申告が多いため、自動否認処

理対象としていただきたい。

また、否認対象が扶養障害者のケース

で、対象が一意に決まる場合は自動否認

処理対象としていただきたい。

「否認内容がわかるような資料」とは、

否認理由に関する問い合わせに迅速な対

応をするため。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

ただし、以下はオプション

として追加する。

・自動否認の対象が扶養障

害者であれば同時に否認す

る。

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

追記の「専従者であるもの」が、説明不足と思われるため、文章を修正したほうがよい。

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません

反映する 扶養・控除対象配偶者否認の要件に下記を補記します。

・扶養・控除対象配偶者否認の条件に「年齢区分」を追加し、「所得金額調整控除対象扶養」の否

認を併せて実施する要件とする

・自動否認の対象に「専従者」を追加する

※以下はオプション追加

 ・否認対象が扶養障害者であれば同時に否認する

4947

2.2.1. 扶養・控除対象

配偶者否認

なし 配偶者特別控除から配偶者特別控除への自動で切替が

できること。

配偶者特別控除額の区分変更も自動否認

処理の対象としたいため。

反映する 実装すべき

機能

扶養者が記載している配偶

者の合計所得」と「配偶者

の賦課データにある合計所

得」のうち高い方を優先

し、扶養・控除対象配偶者

否認の処理と合わせて、配

偶者特別控除額の区分の自

動判定も実施する機能を追

加

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3517

2.2.2 扶養・控除対象

配偶者否認

【誤字】

～への自動で切替ができること。

～への自動切り替えができること。 誤字。

記載内容は2.2.3と揃えたほうがいいと思

います。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

＃4947の文言修正のため問題ありません

反映する 表現を見直します。

3814

2.2.2 扶養・控除対象

配偶者否認

配偶者控除から配偶者特別控除への自動で切替ができ

ること。

配偶者控除と配偶者特別控除の双方向への切替が自動

でできること。配偶者所得更正処理時に配偶者特別控

除の適用額の替が自動でできること。

本人の合計所得や配偶者の合計所得が更

正された際に、控除額等が自動で切替ら

ないと適正な課税でなくなるため。

反映する 実装すべき

機能

#4947と同様 【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

6480

2.2.2 扶養・控除対象

配偶者否認

実施してもしなくても良い機能に下記を追加する。

控除額の変わる配偶者特別控除から配偶者特別控除へ

の自動切換（控除額が下がる場合に限る）ができるこ

と。

当該案件を手動で更正する件数×５分程

度、業務を低減できる。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

＃3814が実装すべき機能であるため、同様に実装すべき機能になると考えます。

反映する #4947と合わせて対応します。

4151

2.2.2. 扶養・控除対象

配偶者否認

配偶者控除から配偶者特別控除への自動で切替ができ

ること。

配偶者控除から配偶者特別控除への自動で切替ができ

ること。

年齢要件による配偶者控除から老人配偶者控除への自

動で切替ができること。

被扶養者の情報が特定され賦課決定され

た内容に、矛盾が生じることを防ぐた

め。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3648

2.2.2.～2.2.3 扶養・控除対象

配偶者否認

配偶者控除から配偶者特別控除への自動で切替ができ

ること。

配偶者控除から同一生計配偶者（控除なし）への自動

切り替えができること。

【仕様書案からの項目追加】

・手動で切り替えることができること

自動で切り替えた後に修正があった場合

に手動で切り替えたいため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

＃3814で「双方向への切替が自動でできること」とあり、手動で切替え（修正）の必要性がないように思われます。

反映する #4947と合わせて対応します。

2859

2.2.4. 扶養・控除対象

配偶者否認デー

タ連携

国税に扶養・控除対象配偶者否認データを、地方税共

同機構が指定するＣＳＶに変換でき、連携できるこ

と。

扶養・控除対象配偶者否認データを、地方税共同機構

が指定する国税連携用のＣＳＶで作成できること。

文言の整理（文章全体が単純に分かりに

くく、実装すべき機能も「連携するこ

と」でなく「CSVの作成」までであ

る。）

反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2651

2.2.5 被扶養者の推定

特定

前年度実績より扶養対象候補者を抽出しつつ、各資料

の扶養人数及び扶養区分より世帯内の扶養対象者を判

定し、扶養情報を一括で自動登録、入力済みの専従者

情報を一括登録できること。

前年度実績より扶養対象候補者を抽出しつつ、

各資料の扶養人数及び扶養区分より世帯内の扶

養対象者を判定し、扶養情報を一括で自動登

録、入力済みの専従者情報を一括登録できるこ

と。

各資料のマイナンバー及びカナ氏名により世帯

内の扶養対象者を判定し、扶養情報を一括で自

動登録、入力済みの専従者情報を一括登録でき

ること。また、扶養区分相違者については、抽

出できること。

市町村の運用により、前年度実績から扶

養対象候補者を抽出して扶養特定を行う

団体と、その年の課税資料からマイナン

バー及びカナ氏名で扶養特定を行う団体

がある。どちらの方法にもメリット、デ

メリットがあるため、各団体が選択でき

るよう実装しなくても良い機能として、

双方を記載いただきたい。

反映する 実装すべき

機能

以下の通り修正する想定で

す。

各資料のマイナンバー及び

カナ氏名により世帯内の扶

養対象者を判定し、扶養情

報を一括で自動登録、入力

済みの専従者情報を一括登

録できること。

上記の対判定ができない場

合は、前年度実績より扶養

対象候補者を抽出しつつ、

各資料の扶養人数及び扶養

区分より世帯内の扶養対象

者を判定し、扶養情報を一

括で自動登録、入力済みの

専従者情報を一括登録でき

ること。

また、扶養区分相違者の抽

出もできること。

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3199

2.2.5 被扶養者の推

定・特定

前年度実績より扶養対象候補者を抽出各資料の扶養人

数および扶養区分より世帯内の扶養対象者を判定し、

扶養情報を一括で自動登録、入力済みの専従者情報を

一括登録できること。

扶養対象者の判定にマイナンバーによる判定を追加す

ること。

より正確な被扶養者の特定が可能となる

ため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

5607

2.2.5. 被扶養者の推定

特定

前年度実績より扶養対象候補者を抽出しつつ、各資料

の扶養人数及び扶養区分より世帯内の扶養対象者を判

定し、扶養情報を一括で自動登録、入力済みの専従者

情報を一括登録できること。

前年度実績より扶養対象候補者を抽出しつつ、各資料

の扶養人数及び扶養区分より世帯内の扶養対象者を判

定し、扶養情報を一括で自動登録、入力済みの専従者

情報を一括登録できること。

課税資料に申告されている、制度個人番号を利用

して扶養情報を一括で自動登録を登録できるこ

と。その際には、推定特定と制度個人番号での特

定を選択して扶養設定方法することができるこ

と。

制度個人番号を利用する場合は、課税資料記載の

番号と税務総合システムで保持する番号との整合

性チェックを終えたものを特定対象とする運用が

可能であること。

課税資料に記載された制度個人番号を扶

養特定の際に使用することで、扶養設定

が申告者が申告を行った扶養申告に沿っ

た設定を行うことができるため。

制度個人番号を利用した、扶養設定の運

用を行う際には、番号が未記入の資料も

存在するため標準仕様記載（項目番号

2.2.5）の設定方法も併用して行うことが

想定されます。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2492

2.2.7. 被扶養者の推定

特定

被扶養者について、同一世帯内で自動設定されたも

の、前年度実績で自動設定されたもの、調査結果とし

て登録されたものの別が判別可能なよう管理できるこ

と。

被扶養者について、同一世帯内で自動設定されたも

の、前年度実績で自動設定されたもの、調査結果とし

て登録されたものの別が判別可能なよう管理できるこ

と。また、マイナンバー等により個人が特定でき

る形で設定されたものと、人数や年齢から推定し

て設定されたものの別が判別可能なよう管理でき

ること。

推定で設定された扶養関連について、否認とする

際は慎重な確認が必要なため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

5042

2.2.8. 被扶養者の推定

特定

被扶養者、配偶者等を自動判定する際に、「判定不可

能」や「他にも候補がある」等の適切なアラートを出

力すること。またその対象者をリスト（帳票）出力で

きること。

被扶養者の自動判定には限界があるた

め、判定処理後に職員による確認作業や

各種照会を要するため。左記のアラート

出力対象者を抽出し確認作業の進捗管理

機能を有するか、対象者をリスト出力し

紙面で確認作業を行えるようにしてほし

い。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

1869

2.3. 住登外課税処理 アンマッチのまま残っている特徴データを住登外者と

して自動的に登録できること。

住登地の登録がない場合は事業所宛に住所照会の文書

を作成できること。

住登外課税者は1,500～2,000人ほどお

り、事業所への照会および登録を1件ずつ

行う場合、相当量の業務が発生するた

め。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

2355

2.3.1. 住登外課税管理

通知作成

他自治体に送付する、住登外課税通知（紙及びeLTAX

データ）を自動（一括）または任意で作成ができるこ

と。

他自治体に送付する、住登外課税通知（eLTAXデー

タ）を自動（一括）または任意で作成ができること。

標準仕様として「紙」での通知を許容す

るのはいかがなものでしょうか？

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

住登外課税通知（紙）は必

要に応じて出力する機能と

して修正する。

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2860

2.3.1. 住登外課税管理

通知作成

（紙及びeLTAXデータ） （eLTAXデータ） 紙は不要ではないか 反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

＃2355と同一

反映する ＃2355と合わせて対応します。

2861

2.3.1. 住登外課税管理

通知作成

備考欄に次の文を追加：

指定都市は課税地市町村コードに行政区コードでなく

市町村コードを設定すること。

地方税法より課税するのは市町村（特別

区含む）であるにもかかわらず、指定都

市が行政区コードで送信するケースが多

い。

2.3.6.で住登外課税通知を取り込んだ自治

体は、このコードをそのまま情報提供

NWSの「住民登録外課税者の課税地市区

町村コード」にセットするのが確実な処

理となるはずだが、肝心の元データが行

政区コードでは誤りとなる。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

4948

2.3.1. 住登外課税管理

通知作成

他自治体に送付する、住登外課税通知（紙及びeLTAX

データ）を自動（一括）または任意で作成ができるこ

と。

他自治体に送付する、住登外課税通知（紙及びeLTAX

データ）を現年度過年度問わず自動（一括）また

は任意で作成ができること。

他市からの問い合わせ等で、過年度分に

関しても必要となるため。

現システムで左記のような仕様とされて

いる。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3073

2.3.3 住登外課税管理

通知作成

～通知先団体を変更の上、再度住登外通知の作成がで

きること。

～通知先団体の変更の有無を問わず、再度住登外課税

通知の作成ができること。

再送や取消の旨を記載した通知送付の依

頼が出る可能性があるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

4950

2.3.3. 住登外課税管理

通知作成

住登外通知が通知済みの対象者について、通知先団体

を変更の上、再度住登外通知の作成ができること。

住登外通知が通知済みの対象者について、通知先団体

を変更の上、現年度過年度問わず再度住登外通知の作

成ができること。

他市からの問い合わせ等で、過年度分に

関しても必要となるため。

現システムで左記のような仕様とされて

いる。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

1865

2.3.5 他自治体課税対

象者管理

他自治体課税対象者の住民登録外課税先自治体コード

を管理できること

番号連携で必要なため 反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

1109

2.3.6 他自治体課税対

象者管理

取り込んだ電子データ住登外税通の疑似イメージを生

成し、管理（登録、参照、修正、削除）できること。

作成したイメージは印刷ができること。（「実装すべ

き機能」）

通知内容が、システム画面でなく通知イメージで

確認できれば、住民等からの問い合わせに迅速に

対応できるため。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

住民税システムとしては不要な要件と考えます。

（サブシステムの範疇）

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2494

2.3.6. 他自治体課税対

象者管理

他自治体からの住登外課税通（eLTAXデータ）を取り

込めること。

他自治体からの住登外課税通（eLTAXデータ）を取り

込めること。二重課税や対象者が特定できない場

合にはエラーリストが出力されること。

二重課税・回送漏れの防止のため。 反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2862

2.3.6. 他自治体課税課

税対象者管理

住登外課税通 住登外課税通知 脱字 反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません

反映する 誤植のため修正します。



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

2863

2.3.6. 他自治体課税課

税対象者管理

末尾に次の文を追加：

既に課税情報の登録があるもの、通知が重複したも

の、被扶養者であるものについては対象者を確認でき

ること。

被扶養者については、扶養要件の確認の

ため所得照会を行う必要があるからであ

る。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

4665

2.3.6. 他自治体課税対

象者管理

他自治体からの住登外課税通（eLTAXデータ）を取り

込めること。

脱字と思われる。 反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

＃5043に包含されていると考えます。

反映する 誤植のため修正します。

5043

2.3.6. 他自治体課税対

象者管理

他自治体からの住登外課税通（eLTAXデータ）を取り

込めること。

左記に追加して、「住登外通知された対象者が当自治

体でも課税となっている場合（二重課税）アラートを

出力し確認可能な状態とすること。」

二重課税を発見し解消するため 現在の業務では既に当市で課税資料があ

り二重課税になっていないかの確認に時

間を要している。左記の機能が実現すれ

ばこの時間を削減することができるた

め。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

5990

2.3.6. 他自治体課税対

象管理

他自治体からの住登外課税通（eLTAXデータ）を取り

込めること。

次のように修正

 ・他自治体からの住登外課税通知（eLTAXデータ）

を取り込め、賦課情報がある者を抽出できること

賦課情報が存在する場合は、賦課取消処

理が必要となるため

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

＃5043に包含されていると考えます。

反映する ＃5043と合わせて対応します。

6263

2.3.6. 他自治体課税対

象管理

他自治体からの住登外課税通（eLTAXデータ）を取り

込めること。

次のように修正

 ・他自治体からの住登外課税通知（eLTAXデータ）

を取り込め、賦課情報がある者を抽出できること。

賦課情報が存在する場合は、賦課取消処

理が必要となるため

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

＃5043に包含されていると考えます。

反映する ＃5043と合わせて対応します。

9

2.4.1 各種資料登録  （実装すべき機能）

 現年度の転勤退職者異動情報を把握し、両年度異動

処理が必要な対象者に対し、新年度課税情報の徴収区

分へ一括処理で反映できること。

 （実装すべき機能）

 現年度の転勤退職者異動情報を把握し、両年度異動

処理が必要な対象者に対し、新年度課税情報の徴収区

分へ一括処理で反映できること。

 （実装してもしなくてもよい機能）

 当初賦課作業期間については，給与支払報告書

の受付日と異動届の受付日を比較し，後から提出

された徴収区分とする。

 個人に対して，同事業所から現年度の

異動届と特別徴収区分の給与支払報告書

が提出された場合，次年度の特普区分に

ついては，より事業所の意思を反映させ

るため，異動届の受付日と給与支払報告

書の受付日を比較し，後から提出された

方を優先させるため。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を「給与支払報告書

の受付日」ではなく「給与

支払報告書の退職日、就職

日」に修正して、反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

実施すべき機能と、オプションを両方兼ね備えた場合、どのような動きになるのか分からない。

また、AP列の「給与支払報告書の退職日、就職日」は、給与支払報告書に就退日の記載がない場合はどうするのか。

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

あわせて「異動届の受付日」から「異動届の異動年月日」に修正が必要と考えます。

反映する 意見照会回答（P列）記載の内容を「給与支払報告書の受付日」ではなく「給与支払報告書の退職

日、就職日」に、「異動届の受付日」から「異動届の異動年月日」に修正したうえで、実装すべき

機能として反映します。

1165

2.4.1 転勤退職処理 転勤退職処理について、申告支援システムで入力した

情報を、基幹システムに取り込めるようにしてほしい

当初賦課前に申告支援システムから基幹

システムに情報取込した後の異動は、申

告支援システムと基幹システムの両方に

入力しなければならない。4、5月は旧年

度と新年度が混在するため4回入力しなく

てはならず業務量が多い。毎月の異動を

申告支援に入力し、まとめて基幹システ

ムに取り込めるようになれば業務量の低

減につながるため。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

4674

2.4.1 両年度異動処理 現年度の転勤退職者異動情報を把握し、両年度異動処

理が必要な対象者に対し、新年度課税情報の徴収区分

へ一括処理で反映できること。

現年度の転勤退職者異動情報を把握し、両年度異動処

理が必要な対象者に対し、新年度課税情報の徴収区分

へ一括処理で反映できること。

また、転勤・退職の更新対象は以下の条件で抽出

すること。

【転勤】前年度の最新異動履歴が転勤処理かつ前

年度と今年度で特別徴収義務者が異なる者。

【退職】前年度の最新異動履歴が退職処理かつ前

年度退職処理前と今年度の特別徴収義務者が同一

の者。

一部のパッケージでは両年度異動処理の

更新対象者を抽出する際、前年度の特別

徴収義務者を参照せずに抽出する仕様の

システムがあり、更新が不要な者まで更

新対象となってしまうため。

修正後の抽出条件とすることで、当初課

税時の不要な作業をなくすことで繁忙期

の作業時間を2日程度削減できる。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

文言を一部修正。

【転勤】前年度の最新異動履歴が転勤処理、かつ前年度の異動前の事業所と新年度の特別徴収義務所が一致するもの。

※本当に新年度で転勤処理をかけていいか分からないため

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 転勤の文言を一部修正し、反映します。

【転勤】前年度の最新異動履歴が転勤処理、かつ前年度の異動前の事業所と新年度の特別徴収義務

所が一致するもの。

1889

2.4.1. 両年度異動処理 現年度の転勤退職者異動情報を～ 特別徴収切替届出による異動情報も含めたい 特別徴収切替届出も両年度処理が必要な

時期に処理数が多量であり、転勤退職者

の異動情報の把握をするのであれば、該

当の届出も追加したほうが事務作業の削

減ににつながるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3816

2.4.1-2.4.11. 両年度異動処理 更新者、更新不能者のリスト及びデータ出力の追加 正しく処理されたのかを確認する手段が

ほしいため（処理誤りの確認・修正のた

め）

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

6483

2.4.13. 両年度異動処理 実装すべき機能として、給報と異動届での特普の優先

順位を確認するため、一定期間に処理した病休・育休

異動者のリストを両年度処理にて出力できること。

各資料が同時期のタイミングで重なる場合があ

り、とちらの資料を優先するかを確認・調査をす

ることによって徴収方法の誤りを防止のため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

1150

2.4.2. 両年度異動処理 両年度異動処理の結果、新年度賦課情報を変更した対

象の一覧を出力できること。

結果一覧を確認できることで、両年度処

理漏れや新年度事業所変更などが確認で

き課税誤りを防止できる。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3912

2.4.5 両年度異動処理 新年度のみ受給者番号を変更する場合や、旧年度一括

徴収しても新年度特別徴収になるといったケースにも

対応できること

事業所から左記のような依頼がある場合があるた

め

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

6765

3.1. 未申告・修正申

告処理

未申告・更正中の者の証明書はコンビニ交付で出力さ

れないこと。

交付日時点の正しい情報での証明書を交付する必

要があるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

888

3.1.1. 未申告者管理 一部未申告（営業・農業・不動産）、完全未申告の別

で、条件指定し、一覧・通知の出力ができること。ま

た、個別に対象とするかどうか、手動で設定ができる

こと。

申告内容ごとに管理可能とした方が運用

しやすいと考える。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

889

3.1.1. 未申告者管理 一定の期間（更正間等）に更新された対象者（被扶養

者含む）について、未申告フラグ有のままとなってい

る対象を抽出・一覧の出力ができること。

未申告フラグの更新漏れ等、人的ミス防

止のため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3682

3.1.2. 未申告者管理 除籍されていな事業者 除籍されていない事業者 脱字 反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

＃3682と同一

反映する 誤植のため修正します。

2864

3.1.2.

3.1.3.

未申告者管理 除籍されていな 除籍されていない 脱字 反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 誤植のため修正します。

3683

3.1.3. 未申告者管理 除籍されていな事業者 除籍されていない事業者 脱字 反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

＃3682と同一

反映する 誤植のため修正します。

2389

3.1.3.1 未申告案内通知

（催告書）・簡

易申告書等作成

（新規） 給与支払報告書に就職・退職日が記載されているもの

のうち、一定の条件に外とする者に対し、調査書を作

成することができる。

勤務期間が短く、給与収入が一定以下の

ものに対し、当区では調査書を送付して

いるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

様式の定義も必要となり、帳票要件で定義するべきと考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

2390

3.1.4. 未申告案内通知

（催告書）・簡

易申告書等作成

抽出した未申告者について、未申告案内通知（催告

書）・住民税申告書（または、簡易申告書）の作成が

できること。

抽出した未申告者について、未申告案内通知（催告

書）・住民税申告書（または、簡易申告書）の作成が

できること。

未申告案内等を送付してもなお未申告のものに対し、

調査書を作成できること

当区では未申告者への申告書送付（催

告）の後も未申告の住民に対し、調査書

（再催告）の送付をしており、それによ

り一定程度の申告があるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

様式の定義も必要となり、帳票要件で定義するべきと考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

4576

3.1.4. 未申告案内通知

（催告書）・簡

易申告書等作成

抽出した未申告者について、未申告案内通知（催告

書）・住民税申告書（または、簡易申告書）の作成が

できること。データで一括出力も可能なこと。

・未申告者の抽出にあたっては、一定の様式のもと外

部で作成した対象者データを取り込みできること。

を追加

個人住民税をもとに算定される国保等他制度を利

用する必ず申告が必要な未申告者を抽出し、申告

書を送付することにより、コロナ対策としての郵

送提出促進と窓口密集緩和につながる。

一括作成により職員業務量が低減される

ため

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2585

3.2.1 調査情報管理 仕様書のとおり 各種調査＞納税義務者対象

・二重扶養調査（２名以上の同一生計者のうちいずれ

か１名の扶養とするため、納税義務者へ扶養主をどち

らとするか照会をする。）

法34⑨、292③ 納税義務者の意思を汲むため。 反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

様式の定義も必要となり、帳票要件で定義するべきと考えます。

【E市回答】

【F市回答】

一行目と、二行目以降の「・二重扶養調査～」の関係性が不明。

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 当該機能要件の「＜各種調査＞【対象：納税義務者】」の対象として、「・二重扶養調査（２名以

上の同一生計者のうちいずれか１名の扶養とするため、納税義務者へ扶養主をどちらとするか照会

をする。）」を追加します。

6222

3.2.1 調査情報管理 【対象：他団体】

・被扶養・控除対象の配偶者所得の確認のための調査

（被扶養者が管外の居住者の場合）

【対象：他団体】

・被扶養者・控除対象の配偶者の所得及び障害情報

の確認のための調査（被扶養者が管外の居住者の

場合）

所得だけでなく、障害の程度や種類の管理も行い

たい。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

様式の定義も必要となり、帳票要件で定義するべきと考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2391

3.2.1. 調査情報管理 各種調査の調査結果を管理（登録、参照、修正、削

除）できること。

（略）

各種調査を出力できるとともに、その調査結果を管理

（登録、参照、修正、削除）できること。

（略）

調査書の出力について記載がないため追

記。自治体側ですべて出力するのは負担

となる。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

5045

3.2.1. 調査情報管理 各種調査の調査結果を管理（登録、参照、修正、削

除）できること。

＜各種調査＞

【対象：納税義務者】

・本人特定のための調査

・被扶養・控除対象の配偶者特定のための調査

【対象：被扶養者】

・所得の確認のための調査（被扶養者が管内居住者の

場合）

【対象：特別徴収義務者】

・課税対象者特定のための調査

・被扶養・控除対象の配偶者特定のための調査

・被扶養・控除対象の配偶者所得の確認のための調査

【対象：他団体】

・被扶養・控除対象の配偶者所得の確認のための調査

（被扶養者が管外の居住者の場合）

左記に追加。

【対象：市民課（当市の戸籍所管課）】

・被扶養・控除対象の配偶者との続柄確認のための戸

籍調査

【対象：他団体】

・被扶養・控除対象の配偶者との続柄確認のための戸

籍調査（納税義務者の本籍が管外の居住者の場合）

寡婦控除に関連した死別・離別の調査や

婚姻関係、続柄の調査も必要であるた

め。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

各種調査の調査結果を管理（登録、参照、修正、削

除）できること。

＜各種調査＞

【対象：納税義務者】

・本人特定のための調査

・被扶養・控除対象の配偶者特定のための調査

【対象：被扶養者】

・所得の確認のための調査（被扶養者が管内居住者の

場合）

【対象：特別徴収義務者】

・課税対象者特定のための調査

・被扶養・控除対象の配偶者特定のための調査

・被扶養・控除対象の配偶者所得の確認のための調査

【対象：他団体】

・被扶養・控除対象の配偶者所得の確認のための調査

（被扶養者が管外の居住者の場合）

調査情報管理3.2.1

2654

実装しても

しなくても

よい機能

反映する情報提供ネットワークシステムへ個別／

一括で照会した際に、その結果を取り込

めないシステムがあるため。

システム上管理できていないと、一括判

定が出来ず、1件1件課税資料と突合し、

基準所得金額超過や障害の有無を確認し

なければならないため。

また、一括照会するためのデータ抽出が

できず、情報提供ネットワークシステム

へ照会する際に手間が生じるため。

地方税法に則した課税計算を行う上で、

所得金額調整控除対象扶養親族等が、基

準所得を超過している、障害者に該当し

ない場合等には、所得計算へ影響が生じ

るため。

また、番号法関係法令が改正され、住登

外所得金額調整控除対象扶養親族等につ

いても所得情報や障害情報を情報提供

ネットワークシステムで照会可能である

ため。

各種調査の調査結果を管理（登録、参照、修正、削

除）できること。

＜各種調査＞

【対象：納税義務者】

・本人特定のための調査

・被扶養・同一生計配偶者・所得金額調整控除対

象扶養親族等 控除対象の配偶者特定のための調査

・課税対象者・被扶養者・同一生計配偶者・所得

金額調整控除対象扶養親族等の障害情報の確認の

ための調査

【対象：被扶養者・同一生計配偶者・所得金額調

整控除対象扶養親族等】

・所得の確認のための調査 （被扶養者が管内居住

 者の場合）

・障害情報の確認のための調査

【対象：特別徴収義務者】

・課税対象者特定のための調査

・被扶養・同一生計配偶者・所得金額調整控除対

象扶養親族等 控除対象の配偶者特定のための調査

・被扶養・同一生計配偶者・所得金額調整控除対

象扶養親族等 控除対象の配偶者の所得の確認のた

めの調査

・課税対象者・被扶養者・同一生計配偶者・所得

金額調整控除対象扶養親族等の障害情報の確認の

ための調査

【対象：他団体】

・被扶養・同一生計配偶者・所得金額調整控除対

象扶養親族等 控除対象の配偶者の所得の確認のた

めの調査（被扶養者が管外の居住者の場合）

・被扶養・同一生計配偶者・所得金額調整控除対

象扶養親族等の障害情報の確認のための調査（被

扶養者が管外の居住者の場合）

・情報提供ネットワークシステムで照会し、その

結果を取り込み、管理できること。

事前確認時の修正方針より変更なし。反映する【A市回答】

様式の定義も必要となり、帳票要件で定義するべきと考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装してもしなくてもよい機能としてではなく、実装すべき機能としての反映を要望します。

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

1878

3.3. 減免処理 減免決定通知書・却下通知書が出力できること 申請に対する結果を明確に伝えるため。 反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

5019

3.3. 減免処理 追加：減免の決定通知が出力できること。 減免の申請に対して処分決定通知を行う

必要があると考えるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

様式の定義も必要となり、帳票要件で定義するべきと考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

1283

3.3.～3.7. 減免処理、

特別徴収異動処

理、

年金特徴異動処

理、

更正（当初・例

月）処理、

その他更正処理

入力処理を行った期間において、入力処理の対象者と

その内容の一覧を作成・出力できること。

適切に入力処理が行われているか確認す

る必要があるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2657

3.3.1 減免情報管理 減免決定時に許可の情報を管理できること。 減免決定時に許可の情報を管理できること。

その際に必要な減免決定決議書を出力できるこ

と。また、減免決定後は減免決定通知書が個別／

一括で出力出来ること。

減免決定時の情報管理するだけではな

く、必要な帳票がシステムで作成でき

ず、別途Excel等で作成・発送管理するこ

とは、困難であるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

追加部分は、様式の定義も必要となり、帳票要件で定義するべきと考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3118

3.3.1 減免情報管理 減免決定を行ったものに、減免決定通知書を通知日を

指定して発行できること。

標準仕様書の記載やチェック条件から詳

細が読み取れなかったため念のため記載

するもの。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

様式の定義も必要となり、帳票要件で定義するべきと考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

4215

3.3.1 減免情報管理 減免決定時に許可の情報を管理できること。 減免決定時に許可の情報を管理できること。減免決定

後に更正処理があった場合はアラートを出力する。

職員のチェック漏れを防止するため。 反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

5078

3.3.1 減免情報管理 減免決定時に許可の情報を管理できること。 不許可の場合、その旨の通知書を作成できる。 審査する中で減免対象外となった人に対してなん

らかの通知が必要であるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2438

3.3.1. 減免情報管理 申請に基づく減免の決定時には減免可否決定通知書が

発行できること

事務効率化のため 反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

様式の定義も必要となり、帳票要件で定義するべきと考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

1166

3.3.3 減免額入力 一括処理ができるようにしてほしい 震災減免など、一定条件に当てはまる義

務者が数百人いる場合も、現在は1件ごと

に手入力しており業務量が多い。一括処

理ができれば業務量の低減につながるた

め。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

4951

3.3.3. 減免額入力 所得割・均等割（個人住民税、都道府県民税別）の減

免額を個別入力できること。

所得割・均等割（個人住民税、都道府県民税別）の減

免額を、市区町村ごとに個別設定できること。

条例で定められている減免について減免

入力の都度減免額を算出して入力するの

は繁雑であるため。市区町村単位の条件

設定の仕組みを設け、自動で減免額の算

出がされるようにしていただきたい。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装してもしなくてもよい機能としてではなく、実装すべき機能としての反映を要望します。

反映する 実装すべき機能として反映します。



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

2658

3.3.4 減免額入力 所得割・均等割（個人住民税、都道府県民税別）の減

免額を個別入力できること。

所得割・均等割（個人住民税、都道府県民税別）の減

免額を個別入力できること。

また、減免前所得割額を端数切捨て前で保持でき

ること。減免後端数が生じる場合は、所得割とし

て端数保持できること。

データ標準レイアウトに則した端数切捨

て前の減免前所得割額にて副本登録を行

うため。

端数切捨て前の減免前所得割額を保持し

ておらず、副本登録の際に計算値を登録

するシステムがあるため。また、減免後

の端数が均等割となるシステムが存在

し、自動計算せず、手動計算により課税

更正しなければならないため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装してもしなくてもよい機能としてではなく、実装すべき機能としての反映を要望します。

反映する 実装すべき機能として反映します。

3821

3.3.7. 減免額入力 減免額の手入力は、徴収区分及び期別ごとに個別入力

できること。

減免は各市区町村の条例で定められてお

り、要件や減免割合が団体によって大き

く異なる。したがって、個別入力機能は

必須である。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装してもしなくてもよい機能としてではなく、実装すべき機能としての反映を要望します。

反映する 実装すべき機能として反映します。

3452

3.4. 特別徴収義務者

情報管理

特別徴収税額決定・変更通知書（特別徴収義務者用お

よび納税義務者用）に記載される納税義務者の並び順

について管理（登録・修正・参照）できること。

3.4.3および3.4.4に関連し、受給者番号順

を希望する事業者を管理するため

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

#1074に記載

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

4578

3.4. 特別徴収異動処

理

eLTAXと連携して異動届出書、特徴切替申請データを

取り込み、一括更新できること。また、一括更新でき

なかった対象の一覧を出力できること。

地方税法第321条の5第3項

地方税法施行規則第9条の5

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

332

3.4.1 特別徴収異動情

報管理

eLtaxからの異動届等データなどによる一括での変

更・登録等ができること。

当市では、毎年市・県の人事異動で大量

の徴収方法・特徴事業所変更等の異動が

発生するため専用のCSVデータによって

一括で異動処理を行っています。 例え

ばeLtaxの異動届データなどをを用いた一

括処理が出来ると業務量が削減されます

のでご一考いただきたいと思います。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

1567

3.4.1 特別徴収異動情

報管理

eLTAXと連携して事業所が届出した給与所得者異動届

出書や特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書等を

取り込み、納税義務者の各種異動（退職、就職、転勤

等）や事業所情報の更新が行えること。

手入力によるヒューマンエラー防止、利

便性向上、印刷等のコスト削減のため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2073

3.4.1 特別徴収異動情

報管理

特徴義務者から送付されてくる各種申請情報（異動届

出書、特徴切替申請、所在地変更申請等）の管理（参

照、登録、修正、削除）ができること。

特徴義務者から送付（eLTAX含む）されてくる各

種申請情報（異動届出書、特徴切替申請、所在地

変更申請等）の管理（参照、登録、修正、削除）

ができること。

eLTAX分を明記することで、データ活用

による省資源、省力化が実現できるた

め。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2756

3.4.4. 特別徴収異動情

報管理

 「また、任意の日付けを設定できる納期の特例承認

通知書(決定内容の記載あり)を打ち出すことができる

こと。」を追加。

 この機能が実装されると、非常に効率

的に事務を行うことができる。そのた

め、標準仕様で必須とすべき。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

様式の定義も必要となり、帳票要件で定義するべきと考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3823

3.4.4. 特別徴収異動情

報管理

特別徴収義務者から提出される異動データ（受給者番

号欄に記載した所属情報の変更）に基づき、登録済み

の受給者番号を個別に更新（登録、修正）できるこ

と。

特別徴収義務者から提出される異動データ（受給者番

号欄に記載した所属情報の変更）に基づき、登録済み

の受給者番号を個別に更新（登録、修正）又は一括更

新できること。

異動届の処理軽減のため、RPAを検討し

ている自治体も多く、RPAよりも一括更

新ができた方が効率的であるため

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3521

3.4.4の後

新規

特別徴収異動情

報管理

新規 eLTAXにて受信する以下のデータをバッチ処理にて一

括異動処理ができること。

また、処理結果を帳票、CSVにて出力できること。

【対象データ】

・特徴異動継続

・特徴異動一括

・特徴異動普通

・特徴切替

eLTAXにてデータ出力できるので、一括

処理にて取込を実施できれば、異動処理

工数の削減につながるため。

また、eLTAX利用が促進されれば処理件

数が増加し、工数削減効果が増加するた

め。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

1519

3.5. 年金特徴異動 年金特別徴収税額変更の結果をとりこめること。

各処理結果について確認用の紙出力が可能なこと。

現行の運用で、エルタックスを通じて処

理結果が提供されており、取込んで結果

を確認することは必要だと思う。4.3で一

覧出力についての記載があるので、ここ

でも記載が必要ではと思う。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

「確認用の紙」に限定せず、CSVファイルや画面での一覧表示も含めるべきと考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する eLTAXと連携して、年金特別徴収情報を更新した対象を確認する機能を追加します。

4954

3.5. 年金特徴異動処

理

なし 年金特徴の情報交換の履歴（通知の種類・各種区分・

処理結果等）が閲覧できること。

年金特徴の通知状況を管理する必要があ

るため。

現システムで左記のような仕様とされて

いる。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3523

3.5.1 年金特別徴収処

理結果情報管理

(eLTAX連携)

～年金特別徴収処理結果情報を～ ～特別徴収処理結果情報(22通知)を～ 通知の種類が判断できるように明示。

通知種類で市町村は月次処理か年次処理

か判断できるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装してもしなくてもよい機能として反映ではなく、実装すべき機能の文言修正だと思います。

同様に、年金特徴に関する他の情報についても通知名称の併記を要望します。

反映する 全ての通知の種類に対応することが判断できるよう、表現を修正します。

5079

3.5.1 年金特別徴収処

理結果情報管理

（eLTAX連携）

eLTAXと連携して年金特別徴収処理結果情報を取り込

み、年金特別徴収情報の更新ができること。

eLTAXで届いたデータ年報のデータを年度別に分ける

機能

年度ごとにデータを分けることで、年度

誤りなどの事務処理ミスを防ぐため

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3524

3.5.2 年金特別徴収中

止処理結果情報

管理(eLTAX連携)

【項目名】

年金特別徴収中止処理結果情報管理(eLTAX連携)

【項目名】

年金特別徴収停止処理結果情報管理(eLTAX連携)
通知名称は、「中止」ではなく「停止」

だと思います。

反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3525

3.5.2 年金特別徴収中

止処理結果情報

管理(eLTAX連携)

～年金特別徴収中止処理結果情報を～ ～特別徴収停止処理結果情報(42通知)を～ 通知の種類が判断できるように明示。

通知種類で市町村は月次処理か年次処理

か判断できるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

＃3523と同様です。

反映する 全ての通知の種類に対応することが判断できるよう、表現を修正します。

6618

3.5.2. 年金特別徴収中

止処理結果情報

管理（eLTAX連

携）

（実装すべき機能）

eLTAXと連携して年金特別徴収中止処理結果情報を取

り込み、年金特別徴収情報の更新ができること。

（実装すべき機能）

eLTAXと連携して年金特別徴収中止処理結果情報を取

り込み、年金特別徴収情報の更新ができること。

年金特別徴収中止の根拠が明確に判断できること。

死亡以外の理由が判断できないため、特

別事情の区分を住所変更などの細分化を

行い、確認するため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3526

3.5.2の後

新規

年金特別徴収税

額等変更通知の

処理結果情報管

理(eLTAX連携)

新規 eLTAXと連携して、特別徴収税額等変更通知の処理結

果情報(64通知)を取り込み、年金特別徴収情報の更新

ができること。

全種類の通知に対する仕様を記載したほ

うがいいと思います。

通知種類で市町村は月次処理か年次処理

か判断できるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

＃3523と同様です。

反映する 全ての通知の種類に対応することが判断できるよう、表現を修正します。

3527

3.5.2の後

新規

年金特別徴収税

額通知処理結果

情報管理(eLTAX

連携)

新規 eLTAXと連携して、特別徴収税額通知処理結果情報

(02通知)を取り込み、年金特別徴収情報の更新ができ

ること。

年金特徴を行う上での必須処理のため。 全種類の通知に対する仕様を記載したほ

うがいいと思います。

通知種類で市町村は月次処理か年次処理

か判断できるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

＃3523と同様です。

反映する 全ての通知の種類に対応することが判断できるよう、表現を修正します。

4182

3.5.3 介護保険特別徴

収中止処理結果

情報管理

介護保険の特別徴収対象者情報を基に年金特別徴収中

止対象者を管理できること。

介護保険の特別徴収対象者情報を基に年金特別徴収中

止対象者を管理できること。本徴収の天引き判断時に

は、後期高齢情報、国保情報も元にして年金特別徴収

中止対象者を管理できること。

7月の01税額通知送信時に、後期高齢情

報、国保情報を加味したうえでの判断を

行うため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

意見照会時にも記載しましたが、「介護保険特別徴収中止処理結果」の取込みや管理は不要と考えます。（3.5.3の機能名称の修正が必要）

「01通知処理において、介護保険料の特別徴収対象者でない場合には年金特別徴収を停止し、その理由を管理できること」等に、文言修正が必要と考えます。

要検討 ● K市のご意見の詳細をお伺いしたうえで機能への反映詳細を検討します。



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

5608

3.5.4. 介護保険特別徴

収中止処理結果

情報管理

介護保険システムから、介護保険の特別徴収対象者情

報を取り込めること。

介護保険システムから、介護保険の特別徴収対象者情

報を取り込めること。

加えて、介護保険料・後期高齢者医療保険料・国

民健康保険料についても取り込みを行い年金特徴

中止の判定に使用することが可能であること。

地方税法施行令第４８条の９の１３第３

項により，優先順位の高い老齢基礎年金

等の年額が１８万円未満である人や，公

的年金等に係る特別徴収税額（介護保険

料・後期高齢者医療保険料・国民健康保

険料）が特別徴収対象年金の支払額を超

える人は年金特徴対象外となる判定を行

うため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装してもしなくてもよい機能としてではなく、実装すべき機能としての反映を要望します。

反映する 実装すべき機能として反映します。

1520

3.6. 更正（徴収方法

と期割）

普通徴収から特別徴収へ変更できること 3.4.1で触れてはいるが3.6.19で普通徴収

切替のみ明確に記載されている。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

4955

3.6. 更正（当初・例

月）処理

なし 当初・例月問わず、年金特別徴収の対象か非対象かを

任意選択することができること。

地方税法第三百二十一条の七の二第一項

にある「特別徴収の方法によって徴収す

ることが著しく困難であると認めるも

の」として設定している条件があり、そ

れらに該当する者は年金特別徴収非対象

者としているため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

13

3.6.1 更正処理 （実装すべき機能）

 未申告・修正申告処理、各種調査課税処理、減免処

理、特別徴収異動処理等に基づき、更正処理（課税情

報の更新）を行い、更新結果を管理（登録、修正、削

除）できること。

（実装すべき機能）

 未申告・修正申告処理、各種調査課税処理、減免処

理、特別徴収異動処理等に基づき、更正処理（課税情

報の更新）を行い、更新結果を管理（登録、修正、削

除）できること。また，特別徴収移動処理につい

て，異動届出書（転勤），特徴切替申請を処理し

た際は，特別徴収義務者宛てのお知らせを別途出

力。

（実装してもしなくてもよい機能）

シミュレーション機能の追加（課税確認等のため

調定額等に反映しないフリ−の課税台帳）。

 例月の処理として，申告等があった際

には，都度入力しており，同月中に複数

回税額の変更がある者や，同事業所内で

複数の従業員の税額変更がある場合があ

るので，税額の変更通知は月末に送付し

ている。

 しかし，税額を早めに知りたいなどの

事業所からの要望もあり，特徴切替，転

勤の処理をした際には，都度，事業所宛

てに指定番号，対象従業員の住所，氏

名，特別徴収開始月，月割額が記載され

たお知らせを送付している。

 お知らせと月末の通知の様式について

は，事業所の事務の混乱を防ぐため，別

な様式で送付したい。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

なお、本市においては税額変更通知を月に２回～３回送付しており、本案件については、税額の変更通知を月に複数回送付すれば解決できる問題であると考えています。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2667

3.6.14 更正日、更正事

由

異動事由、異動日、更正日、還付加算金の起算日（確

定申告日）、通知事由を管理（登録、参照、修正、削

除）できること。

発送日、処理日、異動事由、異動日、更正日、還

付加算金の起算日（確定申告日）、通知事由を管

理（登録、参照、修正、削除）できること。

入力をした処理日と納通・税通を発送し

た日についても管理しておきたい。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

4957

3.6.14. 更正日、更正事

由

異動事由、異動日、更正日、還付加算金の起算日（確

定申告日）、通知事由を管理（登録、参照、修正、削

除）できること。

異動事由、異動日、更正日、還付加算金の起算日（確

定申告日）、通知事由を管理（登録、参照、修正、削

除）できること。

異動事由を帳票の種類ごとに設定できること。

例として、同一調定内に［退職異動入

力］→［申告書による更正入力］をし、

最新の異動事由が生かされる場合、給与

特別徴収税額通知の異動事由が［申告書

による更正入力］となってしまい不適切

であるため。特別徴収義務者へは［退職

異動入力］の異動事由で、本人への普通

徴収税額通知では［申告書による更正入

力］異動事由で通知する必要がある。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3530

3.6.15 更正(帳票印刷) ～発送者一覧が出力できること。 ～発送者一覧がCSVと帳票にて出力できること。 CSV出力できないと業務効率が著しく低

下するため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

4141

3.6.15. 更正（帳票印

刷）

- 任意の期間を指定して、消除者（死亡・転出予定・転

出確定・職権消除）の一覧を出力できること。

月次の税額変更通知書発送（送付先修

正、相続人調査）及び年金特別徴収停止

処理に使用するため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

4958

3.6.15. 更正（帳票印

刷）

更正結果に基づき、各種通知書（税額変更通知書、納

税通知書等）を作成できること。通知書の発送者一覧

が出力できること。

更正結果に基づき、不足税額及び不足税に係る延滞金

（告知時における延滞金額等）を記載した各種通知書

（税額変更通知書、納税通知書等）を作成できるこ

と。通知書の発送者一覧が出力できること。

法321条の2

標準化により合法性の原則を担保すべき

である。

（当該延滞金の計算に苦慮している団体

が多いと聞く）

不足税額に係る延滞金額を税額変更通知書、納税

通知書等に具体的に記載することで、納税者にわ

かりやすくなり、また告知と同時に延滞金を徴収

することで、納税者の協力を得やすくなる。

当該延滞金は、個人住民税システム内の

賦課データで、計算が完結する（重加算

税対象を除く）。

告知の時点における延滞金額を税額変更

通知書、納税通知に記載、本税と同時に

徴収できなければ、当該延滞金に係る事

後的な計算・管理が二重で生じ、徴収

（経費を含む）が別途発生し、また、納

税証明の齟齬も防ぐことができない。

延滞金には、大きく「申告遅れ」と「納

付遅れ」の二種類がある。

このうち、「申告遅れ」に係る延滞金の

計算は、きわめて複雑である。

一方、法321条の2や368条のように、

「賦課課税の申告遅れ」は、課税システ

ム内で計算が完結する。

標準化においては、合法性の担保はもち

ろん、賦課と徴収の二重行政や経費の無

駄が生じないよう、標準化により費用対

効果が最大化するよう配慮を頂きたい。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

延滞金については、住民税システムとしては不要な要件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映しない 不要と判断します。

3457

3.6.16 更正（徴収方法

と期割）

個人の所得や税額の変更を行わず、期割（月割）税額

及び 納期限を変更できること。

個人の所得や税額の変更を行わず、期割（月割）税額

及び 納期限を変更できること。納期限については

一括または個別に変更できること。

地方税法第二十条の五の二（災害等によ

る期限の延⾧）より、大規模な災害時に

は短期間で大量の処理が必要となるた

め。

個別での納期限入力作業にかかる時間の

全てが短縮できる。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装してもしなくてもよい機能としてではなく、実装すべき機能としての反映を要望します。

反映する 実装すべき機能として反映します。
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地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

2867

3.6.19. 更正（異動と期

割）

文章全文の修正 退職や特別徴収切替等により徴収方法に変更があった

場合には特別徴収から普通徴収、または普通徴収から

特別徴収に変更できること（誤処理や新規課税の対応

のため年金特別徴収に係る変更を含む）

給与特徴→普徴だけでなく特徴切替によ

る逆の異動も記載（切替は地方税法には

ないがeLTAXの届書にはあるし、誤処理

対応にも必要）

また年金特徴は６月の納税義務者宛て通

知に記載されていなければならないが、

誤処理や６月中の新規課税もあるので年

金特徴への切り替えや停止も有り得る

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装してもしなくてもよい機能としてではなく、実装すべき機能としての反映を要望します。

反映する 実装すべき機能として反映します。

3078

3.6.2 更正処理 eLTAXと連携して国税連携データ（e-Tax、KSKの1～

4表及びe-taxの添付資料データ）を取り込み、取り込

んだ資料を基に更正処理が行えること。

eLTAXと連携して国税連携データ（e-Tax、KSKの1～

4表及びe-taxの添付資料データ、全帳票要閲覧デー

タ）を取り込み、取り込んだ資料を基に更正処理

が行えること。

法令上必要な機能と思われるが、法令通

り事務を行っている自治体がほぼ存在し

ないため、法令側の修正をしたほうがい

いと思える。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2868

3.6.20.

3.6.21.

3.6.22.

更正（異動と期

割）

文章全文の修正 3.6.19.の期割、月割の計算について、全ての徴収方法

で徴収済月（期）までは変更せず、変更開始月（期）

以降に残りの税額を追加できること。

文言の整理（漏れがあるので徴収方法の

変更すべてが対象となる記載にする。

（特定の変更について一つ一つ記載する

と記載が重複したり漏れたりしま

す。））

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。（3.6.18？）

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

31

3.6.21 更正（異動と期

割）

- 異動元の特徴義務者が全額納付済み（翌年度5月分ま

で）でも、異動後の特徴義務者を設定できること（関

連会社等で異動した場合など）

- - - - 後に増額更正等があった場合、異動後の

特徴義務者で期割計算するため

要検討 ● 全額納付済みの納税義務者の特徴義務者

に異動があった場合について、修正後

（P列）の機能で対応が可能か、機能が

不足する場合は、必要な機能とその具体

的な理由をあわせてご回答ください。

【A市回答】

要件としては不要と考えます。

要件として反映すると、次の疑問が発生します。

例えば、12月に事業所Ａから事業所Ｂに異動し、2月に増額更正が発生した場合、どのように取り扱うべきか？

①事業所Ａで6月から5月までの月割額があり、事業所Ｂで2月から5月までの月割額がある。

②事業所Ａで6月から11月までの月割額があり（12月から5月までの月割額を11月に合計する）、事業所Ｂで2月から5月までの月割額がある（12月から事業所Ｂ）。

【E市回答】

全額納付済みの特徴義務者から、転勤や退職となった場合も、現行システムでは異動が可能。ただし、異動前の事業所としては調定額が減額となるため、過誤納が発生する。関連会社等で異動した場合は充当などの処理を収納側で行っている。

【F市回答】

＃31の要望は、複数事業所から特徴するのであれば対応可能と思われる。複数事業所から特徴しない（特徴会社を１つにする）場合は、増額分を別会社（新会社）から特徴できるようにした方が良い。

減更正した場合、特徴会社が１つの場合は、その会社分から減額すべきだが、特徴会社が2つの場合は、どちらの会社から減額にするのかが課題となる。

【H市回答】

本市では、左記の機能のみで問題ありません。

【I市回答】

可能と思われるが、済月・期割額を既納付額に反映できるようにできるのと開始月を済月前にできるようにできればと思います。

【J市回答】

全額納付済みの納税義務者の特徴義務者の異動について、当市では新たな機能があるわけではなく、一旦退職一括徴収処理（処理後は徴収区分は普通徴収）を行い、必要に応じて収納側の納付情報を修正し、その後特徴開始処理を実施することで、全額納付済みであっても特徴義務者を変更し、その後の増額更正に対応している。

関連事業所内での異動の場合は本来は特徴義務者切替処理が適当であるが、その場合であっても上記のように処理しているため、新たな機能設定は不要ではないか。

【K市回答】

修正後（P列）の機能で対応が可能と考えています。

反映する 異動元事業所での徴収済月、月割額、異動後事業所での徴収開始月、月割額の考え方を確認の上、

必須要件として追加します。

全額納付済みで特徴義務者に異動が生じるケースについて、異動前のA事業者が納め過ぎていた額

はA事業者に還付の上、異動後のB事業者から納めてもらうのが正しい。

そのため上記のような計算ができる定義が望ましい。

3276

3.6.26. 更正（併用徴

収）

普通徴収もしくは特別徴収者を、併用徴収者とするこ

とができること。各税額を任意に設定することができ

ること。

- ｢各税額」とは何か、不明確であるため明

確にすべきである。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

「各税額」を「普通徴収税額、給与特徴税額、年金特徴税額」に修正。

反映する 「各税額」を「普通徴収税額、給与特徴税額、年金特徴税額」に修正します。

3973

3.6.27 更正（併用徴

取）

更正があるごとに、均等割を含む按分値を計算し、未

到来納期で按分した金額を反映すること。

正しい期割額の計算を行い、誤りのない税額通知

を作成する。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

4217

3.6.27 更正（併用徴

収）

・・・以下の優先順位で控除を適用できること。 ・・・以下の優先順位で控除を適用できること。（必

要に応じ、納税義務者ごとに手動で変更可能なこ

と。）

仕様の正確性確保のため。 反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

税額の算出方法については統一すべきと考えます。

反映する 控除の優先順位を任意に設定可能とする機能を実装すべき機能として追加します。

4591

3.6.27 更正（併用徴

収）

併用徴収の場合は以下の優先順位で控除を適用できる

こと

併用徴収の場合の税額計算は、すべての所得を合算し

て個人住民税額を算出した上で、給与所得額、年金所

得に係る雑所得額、それ以外の所得額に応じて按分す

る方法を採る。

個人住民税の公的年金等からの特別徴収

に係るQ＆A集（改訂版）及び市町村税実

務提要（法第321条の３第３項に規定す

る給与所得以外の所得に係る所得割額の

全部について）では、普通徴収の対象と

なる所得割額を個人住民税額の全額に総

所得金額中に占める給与所得以外の金額

の割合を乗じて得た金額と解されるとあ

る。

要検討 ● 併用徴収の場合の徴収方法ごとの按分掲

載の要否についてご回答ください。

必要とする場合はその具体的な理由もあ

わせてご回答ください。

【A市回答】

システムの要件以前に、法律上規定が必要な案件と考えます。

【E市回答】

併用徴収の場合の徴収方法ごとの按分ではなく、＃3887で記載のとおりの順で計算している。

全ての所得を合算して全体分の個人住民税額を計算、

内特徴分の所得、控除は全体分と内特分と同額として給与特徴分の税額を計算、

年金のみの所得として、控除は内特分として使用した金額を除き、年金税額を計算、

全体分から給与特徴分、年金特徴分の金額を差し引いて普徴分の税額を求める。

【F市回答】

各自治体の従来の計算方法が許容されているため、按分する自治体に対応できるように、オプションに追記したらどうか。

【H市回答】

本市では、左記の按分掲載については不要と考えます。

【I市回答】

修正後の内容で良いと思われるが、計算方法については各自治体で異なるため、つめる必要があると思われる。

【J市回答】

システムを標準化するのであれば、併用徴収時の徴収方法ごとの按分方法についても統一すべきである。法令であればある程度拘束力があるためあえて記載しないこともできると思われるが、市町村事務提要やＱ&Ａレベルであれば記載しておいた方が明確になるのではないか。

【K市回答】

徴収方法ごとの按分計算は必要ありません。

保留 #3887で統一可能と判断された場合は明記する方針とします。

6223

3.6.27 更正（併用徴

収）

併用徴収の場合は、以下の優先順位で控除を適用でき

ること。

＜優先順位＞

①給与特別徴収

②年金特別徴収

③普通徴収

併用徴収の場合は、以下の優先順位で控除を適用でき

ること。

＜優先順位＞

①給与特別徴収

②年金特別徴収又は普通徴収

③年金特別徴収又は普通徴収

②と③に関しては、各自治体の裁量により決定できる

こと。

控除の順序はシステムによって異なっており、当

町が使用しているシステムでは年金特別徴収より

普通徴収が優先される。この順序により、年金特

別徴収税額が大きくなる納税者がいるが、年金特

別徴収のほうが徴収率はあがり、住民の納め忘れ

防止に繋がる。しかしながら、各種保険税（料）

については２分の１判定などにより年金天引が止

まる可能性もあり、自治体により控除の優先順位

の希望は異なると考える。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

システムの要件以前に、法律上規定が必要な案件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

税額の算出方法については統一すべきと考えます。

反映する 控除の優先順位を任意に設定可能とする機能を実装すべき機能として追加します。

6685

3.6.27 更正（併用徴

収）

併用徴収の場合は、以下の優先順位で控除を適用でき

ること。

＜優先順位＞

①給与特別徴収

②年金特別徴収

③普通徴収

この順序だと退職時に年金特徴の税額が0にな翌四

年度の年金特徴が中止になる。どの翌年に再度年

金特徴が開始するということが起きるため優先順

位を①給与特徴②普通徴収③年金特徴にするのが

望ましい

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

システムの要件以前に、法律上規定が必要な案件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

＃1533により解消されるため不要と考えます。

反映する 控除の優先順位を任意に設定可能とする機能を実装すべき機能として追加します。
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地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

1533

3.6.27. 更正（併用徴

収）

併用徴収の場合は、以下の優先順位で控除を適用でき

ること。

＜優先順位＞

①給与特別徴収

②年金特別徴収

③普通徴収

併用徴収の場合は、以下の優先順位で控除を適用でき

ること。

＜優先順位＞

①給与特別徴収

②年金特別徴収

③普通徴収

また、一度決定した優先順位は徴収方法の変更によっ

て再計算されないこと。

徴収方法の変更により各区分の税額が再計算され

ると、無用な還付もしくは増額が発生し、混乱を

来すため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

システムの要件以前に、法律上規定が必要な案件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 控除の優先順位を任意に設定可能とする機能を実装すべき機能として追加します。

2037

3.6.27. 更正（併用徴

収）

併用徴収の場合は、以下の優先順位で控除を適用でき

ること。

＜優先順位＞

①給与特別徴収

②年金特別徴収

③普通徴収

併用徴収の場合は、以下の優先順位で控除を適用でき

ること。ただし、控除適用の優先順位は、任意に変更

することが可能なものとする。

＜優先順位＞

①給与特別徴収

②年金特別徴収

③普通徴収

併用徴収の場合における、所得控除の適

用の優先順位については、法令上の規定

が存在せず、各自治体によって取り扱い

が異なることから、任意の変更を可能と

するため

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

システムの要件以前に、法律上規定が必要な案件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

税額の算出方法については統一すべきと考えます。

反映する 控除の優先順位を任意に設定可能とする機能を実装すべき機能として追加します。

2096

3.6.27. 更正（併用徴

収）

併用徴収の場合は、以下の優先順位で控除を適用でき

ること。

＜優先順位＞

①給与特別徴収

②年金特別徴収

③普通徴収

任意の優先順位で控除を適用できること。 現行の控除の適用の順番が例示と異なる

ため。自治体によって、適用の順番に差

異があると思われるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

システムの要件以前に、法律上規定が必要な案件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

税額の算出方法については統一すべきと考えます。

反映する 控除の優先順位を任意に設定可能とする機能を実装すべき機能として追加します。

2143

3.6.27. 更正（併用徴

収）

併用徴収の場合は、以下の優先順位で控除を適用でき

ること。

＜優先順位＞

①給与特別徴収

②年金特別徴収

③普通徴収

併用徴収の場合は、以下の優先順位で控除を適用でき

ること。

＜優先順位＞

①普通徴収

②給与特別徴収

③年金特別徴収

併用徴収で、普通徴収分がある者の更正について

は、一般的に、自身での申告による控除の追加等

が多いため、特別徴収分から変更するよりも、普

通徴収分から優先的に変更することが、住民の理

解にもつながると考えられる。

〃 反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

システムの要件以前に、法律上規定が必要な案件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

年の途中で給与以外の所得を申告し併徴となるものも少なくありません。その場合に普通徴収を優先すると結果的に給与特徴額が増額となってしまうため、修正意見に同意しかねます。（増額の理由を特徴義務者に説明できない）

反映する 控除の優先順位を任意に設定可能とする機能を実装すべき機能として追加します。

2393

3.6.27. 更正（併用徴

収）

併用徴収の場合は、以下の優先順位で控除を適用でき

ること。

＜優先順位＞

①給与特別徴収

②年金特別徴収

③普通徴収

併用徴収の場合は、以下の優先順位で控除を適用でき

ること。ただし、必要に応じて個別の控除の適用を設

定できること。

＜優先順位＞

①給与特別徴収

②年金特別徴収

③普通徴収

場合によっては、確申記載の控除は特徴に適用し

ないケースも考えられるため（障害者控除など）

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

システムの要件以前に、法律上規定が必要な案件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

税額の算出方法については統一すべきと考えます。

（障害者控除の例が記載されていますが、そもそも併徴でない場合は対応できませんし、義務者に知られたくない控除であるのか、単に申告漏れであるのか判断はつきません。本市では個別に相談があった場合に、滞納のない義務者であれば過年度扱いになってから適用し、義務者には通知を送らない等の対応をしています。）

反映する 控除の優先順位を任意に設定可能とする機能を実装すべき機能として追加します。

2503

3.6.27. 更正（併用徴

収）

併用徴収の場合は、以下の優先順位で控除を適用でき

ること。

＜優先順位＞

①給与特別徴収②年金特別徴収③普通徴収

併用徴収の場合は、以下の優先順位で控除を適用でき

ること。

＜優先順位＞

①給与特別徴収（給与支払報告書記載の控除の

み）②普通徴収③年金特別徴収

秘匿措置がされていても、本人が年末調整で会社

に申し立てた以外の控除（例えば障害者控除）が

給与特別徴収に反映することは好ましくないと考

える。

また年金徴収に優先的に控除を適用すると、年金

中止となる恐れがある。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

システムの要件以前に、法律上規定が必要な案件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

同上

反映する 控除の優先順位を任意に設定可能とする機能を実装すべき機能として追加します。

4588

3.6.27. 更正（当初・例

月）処理

併用徴収の場合は、以下の優先順位で控除を適用でき

ること。

＜優先順位＞

①給与特別徴収

②年金特別徴収

③普通徴収

←ではなく、各自治体において、選択できるようにお

願いします。

①給与特別徴収②普通徴収③年金特別徴

収

で設定しており、年金仮徴に影響が発生

するため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

システムの要件以前に、法律上規定が必要な案件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

税額の算出方法については統一すべきと考えます。

反映する 控除の優先順位を任意に設定可能とする機能を実装すべき機能として追加します。

5753

3.6.27. 更正（併用徴

収）

ー 併用徴収に関する徴収区分の変更を行ったとき、変更

開始期（月）以前の期割（月割）額を変更しないこと

ができること。

ー ー ー ー 普通徴収や特別徴収から併用徴収へ変

更、又は併用徴収から普通徴収や特別徴

収へ変更した時、普通徴収税額と特別徴

収税額が所得及び控除を基に再計算され

る。その結果、徴収済の期（月）分まで

減額が及び、還付納付になることがあ

る。

還付納付にならないようにできる必要が

ある。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2870

3.6.28.

～

3.6.30.

更正（併用徴

収）

文章全文の修正 3.6.27.の①～③の徴収方法について、併用を含む徴収

方法の変更ができること

異動例（一部）：

①→①③併用徴収に変更

①③→①併用徴収から全て給与特徴に変更

②③→③年金特徴の停止

②→①②給与所得追加し給与特徴も開始

①②→②③年金特徴者の退職

①②③→①③、②③→①②③３種併用徴収の移動

①→①②年金特徴の追加（誤処理等対応用）

文言の整理（3.6.29.は併用徴収にかかる

変更の一部でしかない。この項目を

3.6.28にする。）

反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装すべき機能と考えます。

反映する 実装すべき機能として追加します。

2758

3.6.29. 更正(併用徴収)  「また、特別徴収者の一部の給与分のみを普通徴収

とすることが出来ること。」を追加。

 働き方の多様化に伴い、需要があり、

また、確定申告書では、給与と年金以外

の所得の徴収区分が選択性となっている

が、税法上、給与の一部を普通徴収とす

ることが不可能であるという規定がない

から。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

5305

3.6.29. 更正（併用徴

収）

併用徴収者を、普通徴収もしくは特別徴収のみの課税

に変更することができること。

併用徴収者を、普通徴収もしくは特別徴収のみの課税

に変更すること。また変更後に再度併用徴収にで

きること。

年度当初併徴者が退職者後、再度就労開始し、普

通徴収から再度併用徴収へ戻ることがあるため。

要検討 ● 併用徴収⇒徴収方法変更⇒再び併用徴収

の異動処理の要否についてご回答くださ

い。

必要とする場合はその具体的な理由もあ

わせてご回答くだ

【A市回答】

実務として実際にあり得ますので、必要な要件と考えます。

【E市回答】

併用徴収⇒徴収方法変更⇒再び併用徴収の異動処理のは必要。

上記の異動が必要なケースがあるため。異動処理が行えない場合、事業所と本人に連絡して徴収方法が変更できない理由などを説明する必要があると考える。

【F市回答】

3.6.29の処理をした後、3.6.26の処理を行うこともあるため、左記の処理は必要である。その上で、計算上で不都合がある場合は、3.7.5などで、強制修正ができればよい。

【H市回答】

本市では、左記の異動処理が必要であると考えます。年度当初併徴者が退職者後、再度就労開始し、普通徴収から再度併用徴収へ戻ることは、往々にして起こりうることであるため。

【I市回答】

必要である。                      併徴者が退職後、再度就労し普通徴収から併徴に戻ることがあるため。

【J市回答】

提案団体様の事例と同様、当初課税時に給与特徴と普通徴収の併用徴収であった個人が、その後退職して普通徴収のみとなった後、再度就職し給与特別徴収を開始する場合に、必要となる機能であると考える。当市でも事例があるため、必要な機能であると考える。

【K市回答】

年に数件ではありますが、修正の根拠に記載のとおり、特別徴収義務者からの依頼により、併徴→普徴→併徴と再度併徴となるケースがあるため必要です。

反映する 以下の通り修正します。

・併用徴収者を、普通徴収もしくは特別徴収のみの課税に変更すること。また変更後に再度併用徴

収にできること。

2873

3.6.31 更正（例月） 月次処理の対象 月次処理による通知発送の対象 課税における相続人等の調査は通知発送

対象のみで充分である。

なお、納税のことも考えるなら月次入力

があった者だけでは足りない。

要検討 ● 更正の対象者ではなく、納通発送の対象

者に限定してよいかご回答ください。

必要とする場合はその具体的な理由もあ

わせてご回答くだ

【A市回答】

限定して良いと考えます。

【E市回答】

納通発送の対象者に限定したい。

更正の対象者全員を対象とした場合、納税通知書発送対象ではない対象も含まれ、対象の件数が多くなるため。事務の効率化のため。

【F市回答】

その通り、納通発送の対象者に限定して良い。納通発送対象者以外も処理をするとなると、処理量が膨大になるため。

【H市回答】

本市では、左記のように対象者を限定してよいと考えます。

【I市回答】

限定してよい。                      税額変更や徴収方法の変更がない更正の対象者には納通を送付しないため。

【J市回答】

当市での本機能の理解としては、通知発送時の抜出に利用する目的で使用する機能と理解していたため、納通発送の対象者に限定しても差し支えないと考える。

死亡時の普通徴収切替処理についても、すでに送付する税額がない方（非課税や納付が終わっている等）の管理までは必要ない。

【K市回答】

納税通知書および更正（税額変更）通知書の対象者としてください。

反映する 以下の通り修正します。

・今回月次処理による通知発送の対象となっている者のうち、死亡者の一覧を作成することができ

ること。

死亡者には相続人代表者（納税承継人）の設定有無を管理できること。

3916

3.6.31 更正（例月） 出国者・職権消除者の一覧を作成できること。 死亡者だけでなく、出国者・職権消除者

に対しても納税継承人などの設定が必要

となるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

5082

3.6.31 更正（例月） 今回月次処理の対象となっている者のうち、死亡者の

一覧を作成することができること。

死亡者には相続人代表者（納税承継人）の設定有無を

管理できること。

左記の機能に

・相続人代表者設定後初めて通知書を発行する際に、

相続人代表者指定通知書を自動で印刷

・指定通知書の発行履歴を手動で設定

できる機能を追加

相続人代表者指定通知書の送付漏れを防

ぐため

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3651

3.6.31. 更正（例月） 今回月次処理の対象となっている者のうち、死亡者の

一覧を作成することができること。

死亡者には相続人代表者（納税承継人）の設定有無を

管理できること。

死亡者一覧では以下の情報が確認できること。

・納税義務者の氏名、住所、生年月日、死亡日

・口座の登録情報

・配偶者の有無

・世帯員の有無

・相続代表人指定情報

一覧の項目内容に基づき死亡者関連処理

に利用するため（例：相続代表人指定→

相続代表人情報、年金特別徴収を落とす

処理→死亡日など）

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

5615

3.6.31. 更正（例月） 今回月次処理の対象となっている者のうち、死亡者の

一覧を作成することができること。

死亡者には相続人代表者（納税承継人）の設定有無を

管理できること。

今回月次処理の対象となっている者のうち、死亡者と

外国人出国者の一覧を作成することができるこ

と。

死亡者には相続人代表者（納税承継人）の設定有

無を管理できること。

外国人出国者については，住所が不確定

（国名だけ）の場合が多いため，納税管

理人の設定や住所の調査をすることで，

抜取りや返戻の数を減少することができ

る。抜取りにより書類の送付を書略し、

事前に調査対象を把握することが可能と

なる。

年間で約500件が発送対象として出力さ

れる。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

外国人に限定せず、「出国者」としてはいかがでしょうか。

反映する 出国者に修正のうえ、機能に反映します。

2504

3.6.32. 更正時の参考

データ照会

前年度との比較が容易にできること。 前年度との比較が容易にできること。また、年金徴

収の翌年度仮徴収額が容易に確認できること。

年金徴収の翌年度仮徴収額の確認のた

め。

要検討 ● #2688と併せて検討する。 【A市回答】

#2688同様。

【E市回答】

【F市回答】

＃2668と同じ

【H市回答】

同上

【I市回答】

左記は2668ではないでしょうか。

【J市回答】

#2688に記載のとおり

【K市回答】

・全ての項目について選択年度以前過去５年度との比較

・同年度内で通知済みの異動情報において、全ての項目について全課税履歴の比較

上記2点について、比較方法（画面表示や画面遷移）によっては、表示される項目が増え、逆に比較が困難になることが懸念されます。

現行システムでは、画面遷移により、どの画面からも更正前後や年度間比較が可能となっています。

ー ー 同上

3277

3.6.32. 更正時の参考

データ照会

前年度との比較が容易にできること。 - 何を比較するのか、また、何が「容易」

なのか具体的に明示する必要がある。具

体的に明示できない場合は、例示する必

要があると考える。

要検討 ● #2688と併せて検討する。 【A市回答】

#2688同様。

【E市回答】

【F市回答】

＃2668と同じ

【H市回答】

同上

【I市回答】

左記は2668ではないでしょうか。

【J市回答】

#2688に記載のとおり

【K市回答】

・全ての項目について選択年度以前過去５年度との比較

・同年度内で通知済みの異動情報において、全ての項目について全課税履歴の比較

上記2点について、比較方法（画面表示や画面遷移）によっては、表示される項目が増え、逆に比較が困難になることが懸念されます。

現行システムでは、画面遷移により、どの画面からも更正前後や年度間比較が可能となっています。

ー ー 同上

全ての項目について選択年度以前過去５年度との

比較が容易にできること。

前年度との比較が容易にできること。 更正時の参照データ照会の機能を下記のとおり整理します。

＜必須機能＞

・全ての項目について選択年度の前年度との比較が容易にできること。

・繰越損失に関して、選択年度以前5年度からの比較が容易にできること。

＜オプション機能＞

・同年度内で通知済みの異動情報について、全ての項目の全課税履歴（最新情報までの経緯）を容

易に確認できること。

・全ての項目について選択年度以前過去7年度との比較が容易にできること。

反映する【A市回答】

特にありません。。

【E市回答】

左記の要素で過不足なし

【F市回答】

現システムは、翌年度仮徴収額が、現年度賦課画面内で見ることができる。また、ほぼすべての項目を前年度とのみ比較でき、同年度内では前後比較のみ可能。

それ以上に比較対象を増やすと、便利になるかもしれないが、操作が煩雑になったり、見にくくなるかもしれない。画面の見やすさの話なので、事業者に任せるでもいいかもしれない。

＃2874や3278の意見も最もである。4.4.5が関連しているということが分かるようにした方がいいかもしれない。

【H市回答】

本市では、左記の要素で過不足はないと考えます。

【I市回答】

過年度分を考慮すると、７年度の比較ができればよいと思われる。

【J市回答】

・全ての項目を５年間比較する必要があるかは慎重に考える必要がある。

提案団体様の言うように損失申告に伴う更正処理の際は前年度の比較だけで足りないのは理解できるため、必要に応じて前年以前分も容易に確認する機能が必要かもしれないが、常にすべての項目を５年間分比較する必要性は、処理総件数からいえばあまりないのではないか。また、検討対象外ではあるが、表示画面が見にくくなることも想

定される。

主に処理件数が多い大規模団体向けにオプションとして、当該機能を新たに追加するのが妥当ではないか。または、過去の損失のみ５年間比較できるような機能で足りるのではないか。

・併せて、同年度内で通知済みの異動情報のすべての項目の全課税履歴を比較することも、必要なことは理解できるが、全てを見なければならない場合は、数が限られる。また課税履歴は人によって多寡がある中で、一律全てとしてしまうとやはり画面が見にくくなってしまう。また、課税履歴総件数が見通せない中で、ベンダー側より表示

履歴件数の上限を求められる可能性があるのではないか。

・年金特徴の翌年度仮徴収額は容易に確認できた方が良い。

【K市回答】

・全ての項目について選択年度以前過去５年度との比較

・同年度内で通知済みの異動情報において、全ての項目について全課税履歴の比較

上記2点について、比較方法（画面表示や画面遷移）によっては、表示される項目が増え、逆に比較が困難になることが懸念されます。

現行システムでは、画面遷移により、どの画面からも更正前後や年度間比較が可能となっています。

更正前後で把握すべき情報の要件の詳細

化を検討したいと考えています。

下記の要素に過不足があれば、理由を含

めご回答ください。

＜追記する要素＞

・全ての項目について選択年度以前過去

５年度との比較

・年金徴収の翌年度仮徴収額が容易に確

認。

・同年度内で通知済みの異動情報におい

て、全ての項目について全課税履歴の比

較

●要検討一部項目についてのみ実装しているシス

テムがあるため。また、2年間の比較しか

行えないシステムがあるため。

2668

更正時の参考

データ照会

3.6.32 繰越損失に関しては少なくとも４年前か

らの比較が行われなければ正確な課税が

行えないため。２年度毎の比較の場合、

画面遷移が多く、必要な情報を転記して

計算する等ミスが生じやすいため。

対応されていない項目がある場合、年度

ごとに確認する必要があり、画面遷移に

時間がかかることにより、処理にも時間

がかかるため。

画面遷移に時間がかかり、スムーズな対応が難し

いため。税額増減の要因を複数年で的確に把握で

きない恐れがあるため。



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

2669

3.6.33 更正時の参考

データ照会

同年度内で通知済みの異動情報の更正前後の課税情報

を容易に確認できること。
同年度内で通知済みの異動情報において、全ての項

目について全課税履歴の比較情報を容易に確認で

きること。

画面遷移に時間がかかり、スムーズな対応が難し

いため。税額増減の要因を当初賦課決定から的確

に把握できない恐れがあるため。

複数回税額更正が行われる該当者が多

く、通知済み異動情報の更正前後では足

りず、経緯を把握する必要があるため。

また、前後比較の場合、画面遷移が多

く、必要な情報を転記して計算する等ミ

スが生じやすいため。

対応されていない項目がある場合、処理

ごとに確認する必要があり、画面遷移に

時間がかかることにより、処理にも時間

がかかるため。

一部項目についてのみ実装しているシス

テムがあるため。また、前後比較しか行

えないシステムがあるため。

要検討 ● #2688と併せて検討する。 【A市回答】

#2688同様。

【E市回答】

【F市回答】

＃2668と同じ

【H市回答】

同上

【I市回答】

左記は2668ではないでしょうか。

【J市回答】

#2688に記載のとおり

【K市回答】

・全ての項目について選択年度以前過去５年度との比較

・同年度内で通知済みの異動情報において、全ての項目について全課税履歴の比較

上記2点について、比較方法（画面表示や画面遷移）によっては、表示される項目が増え、逆に比較が困難になることが懸念されます。

現行システムでは、画面遷移により、どの画面からも更正前後や年度間比較が可能となっています。

ー ー 同上

2874

3.6.33. 更正時の参考

データ照会

文章全文の修正 更正前との比較が容易にできること 通知の内容がどうなるかを意識している

のであろうが、もし一の期間に２回以上

の更正入力が必要となるなら結局入力時

の比較対象は直近であるので直近と比較

したい。

なお、更正後の履歴参照は別項目の追加

案で記載。

要検討 ● #2688と併せて検討する。 【A市回答】

#2688同様。

【E市回答】

【F市回答】

＃2668と同じ

【H市回答】

同上

【I市回答】

左記は2668ではないでしょうか。

【J市回答】

#2688に記載のとおり

【K市回答】

・全ての項目について選択年度以前過去５年度との比較

・同年度内で通知済みの異動情報において、全ての項目について全課税履歴の比較

上記2点について、比較方法（画面表示や画面遷移）によっては、表示される項目が増え、逆に比較が困難になることが懸念されます。

現行システムでは、画面遷移により、どの画面からも更正前後や年度間比較が可能となっています。

ー ー 同上

3278

3.6.33. 更正時の参考

データ照会

同年度内で通知済みの異動情報の更正前後の課税情報

を容易に確認できること。

- 何が「容易」なのか具体的に明示する必

要がある。具体的に明示できない場合

は、例示する必要があると考える。

要検討 ● #2688と併せて検討する。 【A市回答】

#2688同様。

【E市回答】

【F市回答】

＃2668と同じ

【H市回答】

同上

【I市回答】

左記は2668ではないでしょうか。

【J市回答】

#2688に記載のとおり

【K市回答】

・全ての項目について選択年度以前過去５年度との比較

・同年度内で通知済みの異動情報において、全ての項目について全課税履歴の比較

上記2点について、比較方法（画面表示や画面遷移）によっては、表示される項目が増え、逆に比較が困難になることが懸念されます。

現行システムでは、画面遷移により、どの画面からも更正前後や年度間比較が可能となっています。

ー ー 同上

16

3.6.35 生活保護 （実装すべき機能）

 １月１日現在、生活保護法の規定による生活扶助を

受けている者について、当初課 税では、自動的に非

課税とすることができること。

 また、（1期更正を含め）当初課税後は、個別の入

力により非課税とすることができること。

（実装すべき機能）

 １月１日現在、生活保護法の規定による生活扶助を

受けている者について、当初課 税では、自動的に非

課税とすることができること。

 また、（1期更正を含め）当初課税後は、個別の入

力により非課税とすることができること。

（実装してもしなくてもよい機能）

 不正受給等により，遡って同日開廃となった者

については，リスト出力もしくは減免更正画面を

開いた際に該当者がいることをアラート等で操作

者に通知するよう追加する。該当者がすでに減免

済みの者は「減免取消」をしない限り次回も表示

する。

 同日開廃は減免の取消処理が必要であ

り，その処理が終えるまでは通知が消え

ないようにすることで適正に処理を行う

ようにするため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2358

3.6.35. 生活保護 １月１日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受

けている者について、当初課税では、自動的に非課税

とすることができること。

また、（1期更正を含め）当初課税後は、個別の入力

により非課税とすることができること。

１月１日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受

けている者について、当初課税では、自動的に非課税

とすることができること。

また、（1期更正を含め）当初課税後は、個別の入力

により未到来期の税額を免除とすることができるこ

と。

（1期更正を含め）当初課税後は、個別の

入力により非課税とした場合、既徴収分

まで調定額がゼロになり、還付すること

になってしまうため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装してもしなくてもよい機能としてではなく、実装すべき機能としての反映を希望します。

また、追加部分について、各自治体により免除規定に差があるため「未到来期の税額を免除」ではなく、「指定の税額を免除」等に修正を希望します。

反映する 指定の税額を免除する機能として、必須とします。

1073

3.6.38 非課税認定 被扶養者でない未成年者や遺族年金受給者などの課税

資料がない未申告者の場合、任意に当初課税では自動

的に非課税とすることができること。

また、（１期更正を含め）当初課税後は、個別の入力

により非課税とすることができること。

国保や介護等の世帯所得判定時に未申告者と判定

されないようにするため（１２月に生まれた子を

扶養にする申告をしないとその子は未申告者とな

るため、住民税の所得を連携している国保や介護

等の当初世帯所得判定で軽減にならず住民が不利

になることが予想される）

要検討 ● 修正の根拠（U列）のケースについて、

修正後（P列）に記載する機能で不足が

ないか、現行運用と合わせご回答くださ

い。

【A市回答】

国保や介護等の世帯所得判定のために不要な課税データを作成することになるため、不要な要件と考えます。

【E市回答】

被扶養者でない未成年者や遺族年金受給者などの課税資料がない未申告者は現行、未申告者として、非課税者とはしていない。未申告のままとするか非課税者とするかを市町村ごとに選択が可能なら問題ないと考える。

【F市回答】

資料がないものについては、非課税にしてはいけないと考える。国保側で必要であるなら、市民税情報を更新するのではなく、未申告である市民税情報から国保側で必要に応じて何かをすべきである。

【H市回答】

本市では、左記の機能は不要と考えます（市申告で扶養の追加や0円の申告をさせているため）。

【I市回答】

オプションとして考える分にはよいと思うが、基本的には不要であると思う。真に申告すべき収入のない未申告者なのかどうかの判断を年齢等のみで行い、非課税の決定を行うことの可否に疑義がある。（どちらかといえば、課税より国保や介護等の判定側で判断すべきものではないかと思う。）

【J市回答】

当市の運用は以下のとおり

・未申告の未成年者（当市では未成年ではなく18歳以下としているが）については、当初税額通知発出前（所得証明書発行前）に抽出し、課税対象外者として一括登録している。（非課税処理ではなく課税対象外者としている）

・障害年金等非課税所得のみしかない個人については、把握できた段階や未申告となった段階で住民税申告書（当市では簡易申告書）を送付し、住民税の申告を求めている。申告書がない方について、一括して自動的に課税対象外とはしていない。

要望

未申告の未成年者（18歳以下）については、自動的に課税対象外としてほしい。非課税というと所得を認定している（非課税として課税している）こととなってしまうため、課税対象外とすべきと考える。

非課税所得のみの方については、どのようにそれを把握するのかが課題となる。当市としては、毎年住民税申告をしていただくべきと考えるので、自動での非課税処理機能は必要ない。

【K市回答】

現行、課税資料がない未申告者の場合、任意に当初課税では自動的に非課税とはしておらず、国保や介護等でも特に問題は生じていません。

扶養認定されていない未申告者を自動的に非課税とする機能には同意しかねます。

反映しない 構成員ご意見より、不要と判断します。

2759

3.6.4. 更正処理  「また、不要となった過去の履歴を無効にすること

ができること、また、同一期間内に処理を行った履歴

のうち、最後の履歴情報で通知する際に、無効にして

いない分の異動事由を、本人あて通知の異動事由に併

記できることを選択できること。また、同期間内に特

別徴収でなくなった場合は、徴収区分の変更理由のみ

を事業所宛通知に表示されるよう選択できること。」

を追加。

 同一期間内に、「特別徴収から普通徴

収へ」と「確定申告により訂正」など、

２件の処理をした場合、本人あて通知に

は両方の事由を記載する必要があるた

め。また、事業所には、徴収区分変更理

由のみを表示するべきであるため。標準

仕様で必須とすべき。

要検討 ● 同一期間内の複数異動について、通知ご

と（特徴義務者あて、納税義務者あて）

に適切な事由を表示することの要否、そ

の理由をご回答ください。

【A市回答】

発布後の問い合わせを減らすためには、適切な事由を表示することは必要と考えます。

【E市回答】

同一期間内の複数異動について、両方の適切な事由を表示したい。金額が変更となった根拠となる事由を正しく伝えることで問い合わせ等が少なくなると考えるため。

【F市回答】

納税義務者への説明に関していえば、可能であれば、表示したほうが良い。ただし、自由度が高いと、更正事由が誤っていた時など、表示したくないときにどう対応すべきかが問題になる。

【H市回答】

本市では、通知ごと（特徴義務者あて、納税義務者あて）に適切な事由を表示することは必要であると考えます（現状は、手動での追記対応を行っている）。特徴義務者や納税義務者に、無用の混乱を招きかねないことから、適切な事由を表示することに努めなければならない。

【I市回答】

必要である。                      「修正の根拠」の「その他」欄の記載に同意します。

【J市回答】

当該機能は必要であると考える。

まず、個人宛については、更正事由は明確にしておいた方が、説明責任が果たせるため、一定期間に複数回の更正処理があった場合は、全ての更正事由を表記すべきと考える。

本論とはずれるが、通知に表示する更正事由を直接入力するようなシステムであればこの機能はなくても更正期間の最後に行う更正事由に過去の事由を追記しておくことで対応が可能であるが、更正事由をコード管理しているようなシステムであれば、基本的には最後の事由を表示しつつ、コードを追加することができるようにして、自由に

更正事由を表記できるようにすべきである。

一方特徴義務者宛と納税義務者宛の通知に違う事由を表記することもまた必要である。

過去のワーキング時の当市の意見にも記載している（仕様書たたき台3.6.9.のＪ市意見参照、議論せずそのままとなっている。）が、課税更正事由には個人情報も含まれるため、個人情報保護の観点から特徴義務者への通知は配慮すべきである。

【K市回答】

現行システムでは、特徴義務者あて、納税義務者あてともに最終の更新事由を表示しています。

表示の内容によっては特徴義務者から問い合わせを受けることもあり、通知ごとに表示できることを希望します。

ただし、修正案に記載されているように通知に記載する異動事由を個別に選択できることとすると、却って事務が煩雑になる恐れもあり、「納税義務者あては併記、特徴義務者あては徴収区分の変更を優先」等、あらかじめシステムで設定できるのが望ましいと思います。

反映する ● 「通知ごと（特徴義務者あて、納税義務者あて）に適切な事由を表示する」機能を必須要件として

追加します。

また、機能について、以下の整理で問題ないかを確認します。

＜追加する機能案＞

同一期間内に複数回の異動処理を行った場合、同一期間内の異動事由を、本人あて通知の異動事由

に併記 するかを選択できること。

 なお、併記する場合は、併記不要の異動事由を個別に設定できること。

また、同期間内に特別徴収でなくなった場合は、徴収区分の変更理由のみを事業所宛通知に表示さ

れるよう選択できること。

なお、通知書に印字する異動事由には、誤入力の訂正による職権修正等は対象外とする。

4956

3.6.6. 更正処理 更正処理に基づき、一括で税額計算（期別（月割）計

算含む）ができること。

更正処理に基づき、一括で不足税額計算（期別（月

割）計算及び不足税額に係る延滞金含む）ができるこ

と。

法321条の2

標準化により合法性の原則を担保すべき

である。

（当該延滞金の計算に苦慮している団体

が多いと聞く）

不足税額に係る延滞金額を税額変更通知書、納税

通知書等に具体的に記載することで、納税者にわ

かりやすくなり、また告知と同時に延滞金を徴収

することで、納税者の協力を得やすくなる。

当該延滞金は、個人住民税システム内の

賦課データで、計算が完結する（重加算

税対象を除く）。

告知の時点における延滞金額を税額変更

通知書、納税通知に記載、本税と同時に

徴収できなければ、当該延滞金に係る事

後的な計算・管理が二重で生じ、徴収

（経費を含む）が別途発生し、また、納

税証明の齟齬も防ぐことができない。

延滞金には、大きく「申告遅れ」と「納

付遅れ」の二種類がある。

このうち、「申告遅れ」に係る延滞金の

計算は、きわめて複雑である。

一方、法321条の2や368条のように、

「賦課課税の申告遅れ」は、課税システ

ム内で計算が完結する。

標準化においては、合法性の担保はもち

ろん、賦課と徴収の二重行政や経費の無

駄が生じないよう、標準化により費用対

効果が最大化するよう配慮を頂きたい。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。（本市では運用上、「申告遅れ」による延滞金は徴収（調定）していません）

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。
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地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

5080

3.6.7 更正処理 変更がない情報を含め、更正前後の情報を以下の項目

を確認可能な様式で出力できること。

＜確認項目＞

・更正の対象年度

・更正の対象者

・更正前後の課税情報

・更正対象者の特別徴収義務者

・併用徴収の対象者の場合は徴収方法ごとの課税情報

・更正の結果に基づき変更を開始する徴収月（期）

左記の確認項目に「更正日」を追加 現状、任意の更正日での抽出を行ってい

るため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2760

3.6.7. 更正処理  ＜確認項目＞に「・更正理由」を追加。また、出力

の定義の明確化。

 更正理由は市民への説明責任において

重要であるため、標準仕様で選択できる

ことを必須としていただきたい。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

6799

3.6.xx. 租税条約 （機能要件に記載なし） １月１日現在、租税条約により非課税となる者につい

て、当初課税では、自動的に非課税とすることが出来

ること。また、（１期更正を含め）当初課税後は、個

別の入力により非課税とすることができること。

機能要件の非課税処理が生活保護に限ら

れており、租税条約該当者の非課税処理

が機能要件に計上されていないため

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

6800

3.6.xx. 租税条約 （機能要件に記載なし） １月１日現在、租税条約により非課税となる者につい

て、個別に追加・取消ができること。

機能要件の非課税処理が生活保護に限ら

れており、租税条約該当者の非課税処理

が機能要件に計上されていないため

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

6801

3.6.xx. 租税条約 （機能要件に記載なし） 個別に租税条約による非課税対象者の追加・取消を

行ったものについて、非課税に変更、非課税の取消が

できること。

機能要件の非課税処理が生活保護に限ら

れており、租税条約該当者の非課税処理

が機能要件に計上されていないため

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2144

3.7.1 過年度更正 過去10年分の更正（現年含む）ができること。

過年度の該当賦課情報を引継いで、更正を行うことが

できること（課税年度と調定年度を管理すること）。

過去8年分の更正（現年含む）ができること。ま

た、6年以上の遡及の入力についてはアラートを

出すこと。

過年度の該当賦課情報を引継いで、更正を行うこ

とができること（課税年度と調定年度を管理する

こと）。

地方税法17条の5、17条の6 〃 反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

この件に関して、多数の修正案が挙がっており、どれも実装してもしなくてもよい機能として反映するとされています。法的根拠に基づき統一されるべきと考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 8年として、必須機能とします。

2670

3.7.1 過年度更正 過去10年分の更正（現年含む）ができること。

過年度の該当賦課情報を引継いで、更正を行うことが

できること（課税年度と調定年度を管理すること）。

過去10年分の更正（現年含む）ができること。

過年度の該当賦課情報を引継いで、更正を行うことが

できること（課税年度と調定年度を管理すること）。

但し、3年超の増更正や5年超の減更正について

は、エラーチェックが行われていること。

3年超増更正や5年超減更正については、

地方税法第17条の5に該当する期間制限

に該当する可能性があるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2875

3.7.1 過年度更正 末尾に次の文を追加：

増額３年超、減額５年超のアラートが出力できるこ

と。

基本的なアラートの出力 反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3447

3.7.1 過年度更正 過去10年分の更正（現年含む）ができること。

過年度の該当賦課情報を引継いで、更正を行うことが

できること（課税年度と調定年度を管理すること）。

過去10年分の更正（現年含む）ができること。

過年度の該当賦課情報を引継いで、更正を行うことが

できること（課税年度と調定年度を管理すること）。

更正期限に関するアラートチェックができるこ

と。

地方税法第17条の５、17条の６ 反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

6224

3.7.1 過年度更正 過去10年分の更正（現年含む）ができること。

過年度の該当賦課情報を引き継いで、更正を行うこと

ができること（賦課年度と調定年度を管理するこ

と）。

過去10年分の更正（現年含む）ができること。

過年度の該当賦課情報を引き継いで、更正を行うこと

ができること（賦課年度と調定年度を管理するこ

と）。

また、遡及更正の場合、普通徴収の初回の納期限か

ら、増額なら３年、減額なら５年を遡る場合は注意喚

起メッセージが表示されること。

誤った更正をかけないため。 反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

2210

3.7.1. 過年度更正 過去10年分の更正（現年含む）ができること。 現年及び過去7年の更正ができること。 過去にさかのぼる年数については、

地方税法第十八条、第十八条の二から、7

年（5年＋「偽りその他不正の行為によ

り」2年）が適当と考える。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2505

3.7.1. 過年度更正 過去10年分の更正（現年含む）ができること。過年

度の該当賦課情報を引継いで、更正を行うことができ

ること（課税年度と調定年度を管理すること）。

過去10年分の更正（現年含む）ができること。過年

度の該当賦課情報を引継いで、更正を行うことができ

ること（課税年度と調定年度を管理すること）。ま

た、期間制限外の入力をしようとした場合、ア

ラート表示が出ること。

地方税法第17条の5（更正、決定等の期

間制限）

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3207

3.7.1. 過年度更正 過去10年分の更正（現年含む）ができること。 過去7年分の更正（現年含む）ができること。 第１７条の５第１～７項により更正、決

定等の期間制限があるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

5253

3.7.1. 過年度更正 過去10年分の更正（現年含む）ができること 過去7年分の更正（現年含む）ができること。 地方税法17条の５により7年が最⾧であ

ると考えられることから、10年も更正で

きるようにしておく必要がないと考え

る。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

5294

3.7.1. 過年度更正 過去10年分の更正（現年含む）ができること。

過年度の該当賦課情報を引継いで、更正を行うことが

できること（課税年度と調定年度を管理すること）。

所得税の更生は、最高過去7年分となっていますの

で、現年を含め8年分でいいのではないでしょうか。

10年分を想定している根拠は何でしょうか。

所得税法での更正は最高過去7年分となっ

ている。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

4183

3.7.2 過年度更正 過年度更正が、増額・減額（税額が変わらないものを

含む）の別や、過去の異動・更正履歴にかかわらず、

入力時期及び回数の制限なく行えること。

過年度更正が、増額・減額（税額が変わらないものを

含む）の別や、過去の異動・更正履歴にかかわらず、

入力時期及び回数の制限なく行えること。また更正入

力の際、賦課３年、減額５年の各期限を超える入力を

行う際はアラート表示を行うこと。

過年度の賦課入力につき（特に０円申

告）、賦課３年を失念することが多いた

め。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

アラート表示は別案件のため、反映不要と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 別途整理しているアラートの条件として、増額３年超、減額５年超のアラートを追加します。

2340

3.7.2. 過年度更正 過年度更正が、増額・減額（税額が変わらないものも

含む）の別や、過去の異動・更正履歴にかかわらず、

入力時期及び回数の制限無く行えること。

過年度更正が、増額・減額（税額が変わらないものも

含む）の別や、過去の異動・更正履歴にかかわらず、

入力時期及び回数の制限無く行えること。

また、必要に応じ任意に入力時期の制限を行えるこ

と。

決算集計期間に過年度過去納期の調定額

を変更できないようにするため

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3653

3.7.2. 過年度更正 過年度更正が、増額・減額（税額が変わらないものも

含む）の別や、過去の異動・更正履歴にかかわらず、

入力時期及び回数の制限無く行えること。

・３年超の増更正について注意喚起が出ること 特に一年目の職員は過年度増更正がいつ

までできるのか、認識が低いことが多い

ので、誤りを防ぎたいため.

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

5755

3.7.3. 更正処理 ー 過年度普通徴収を過年度特別徴収に切り替えできるこ

と。

過年度で退職等により特別徴収から普通

徴収に変更になっている場合で、徴収済

月を修正する異動届が提出された場合、

特別徴収に再度切り替えることがある。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

1569

3.７.4 過年度更正 過年度減額処理を取消した場合に、収納の調定額に適

切に反映できること。

弊市使用のTKCシステムにおいて、現状

では過年度減額の取消では収納調定額が

元に戻らず、収納担当側との連絡および

手入力処理を要し、ヒューマンエラーの

もととなるため。。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

4380

3.7.6 職権修正 個人の課税台帳ごとに課税内容の強制入力(自動計算

によらない直接入力)ができ、チェックをかけてア

ラートを表示させることができること。

個人の課税台帳ごとに課税内容の直接入力ができ、自

動計算によるチェックをかけてアラートを表示させる

ことができること。

課税内容の強制入力について、課税根拠

より算出した年税額と異なる入力は行え

るべきではないと考えるため、直接入力

した内容については自動計算に基づく

チェックとアラートが必要であると考え

るため。

反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

「反映しない」とされている機能（例：＃2052_市の独自条例による減免に対応できること）が実務上必要である場合等、強制入力が必要になる場面が想定されるため、必要と考えます。

反映する 別途、APPLICに確認し、許容可能との回答があった以下の項目を強制修正の対象項目として整理

します。

・月割額

・月割充当額

・回数割額

・翌年仮徴収額

・期割額

・期割充当額

・年特分期割額

・年特徴収済月

（一般的でない単語も含まれているかと思いますが、調定額に関する項目とご認識ください、ま

た、所得、控除、課税標準額、税額控除など、計算過程の内容を修正することはできません。）

・均等割の強制課税

・強制非課税

5062

3.7.6 職権修正 課税内容の強制入力について、入力対象

項目が限定されておらず、課税根拠より

算出した年税額と異なる入力は行えるべ

きではないと考える。また、個人住民税

の課税情報は、他課等への情報提供も

行っており、根拠と計算結果が不整合な

データは発生させるべきではないと考え

る。その為、年税額の内訳が入力できる

こと等、強制入力の対象を限定すべきと

考える。

反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

反映内容（（P列）記載の内容）が不明です。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

＃4380と同一

反映する ＃4380と合わせて対応します。

2211

3.7.6. 職権修正 課税内容の強制入力について、入力対象

項目が限定されておらず、課税根拠より

算出した年税額と異なる入力は行えるべ

きではないと考える。また、個人住民税

の課税情報は、他課等への情報提供も

行っており、根拠と計算結果が不整合な

データは発生させるべきではないと考え

る。その為、年税額の内訳が入力できる

こと等、強制入力の対象を限定すべきと

考える。

反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

反映内容（（P列）記載の内容）が不明です。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

＃4380と同一

反映する ＃4380と合わせて対応します。

6150

3.7.6. 過年度更正 課税内容の強制入力について、入力対象

項目が限定されておらず、課税根拠より

算出した年税額と異なる入力は行えるべ

きではないと考える。また、個人住民税

の課税情報は、他課等への情報提供も

行っており、根拠と計算結果が不整合な

データは発生させるべきではないと考え

る。その為、年税額の内訳が入力できる

こと等、強制入力の対象を限定すべきと

考える。

反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

反映内容（（P列）記載の内容）が不明です。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

＃4380と同一

反映する ＃4380と合わせて対応します。

6771

3.7.7 職権修正 すべての徴収区分における期割（月割）税額を強制入

力（直接入力）することができ～

年税額と期割税額とで不整合が発生することになるが

問題ないか？

税額変更の事由が個人の所得によるものであれば、他

業務にも影響をおよぼすことになるため、同期をとる

必要がある。

（年税額と変更後の期別税額の合計値に差がないかの

確認）

確認 反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

「年税額と変更後の期別税額の合計値に差がないか」についてチェックをかけ、異なる場合はアラートを表示させる認識です。

反映する ＃4380と合わせて対応します。

339

4.1. 特別徴収税額決

定・変更通知書

発行

DV保護対象者、及び退職者の住所表記について柔軟

に対応できること。

DV防止法及び個人情報保護法への対応の

ため

反映しない 【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

#6230と同じ

反映しない 帳票出力項目として整理済みのため、対応不要と判断しています。

3453

4.1. 特別徴収税額決

定・変更通知書

発行

特別徴収税額決定・変更通知書（特別徴収義務者用お

よび納税義務者用）に記載される納税義務者の並び順

について、「給与支払報告書順」または「受給者番号

順」で出力できること。

事業者において、税額通知の並び順は給与支払報

告書の提出順という認識が一般的であり、異なる

場合には事業者側の配布等作業が煩雑となるた

め。また、3.4.3および3.4.4に関連し、受給者番号

順を希望する事業者においては更新後の受給者番

号順で税額通知が記載されることで事業者側の配

布等作業が軽減されるため。

反映しない 【A市回答】

【E市回答】

#1074に記載

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

反映しない 通知書等のソート順については、共通要件での定義として整理します。

3455

4.1. 特別徴収税額決

定・変更通知書

発行

特別徴収税額決定・変更通知書作成時に、通知に記載

される納税義務者の住所を編集できること。

必要に応じて特別徴収税額決定・変更通

知書に記載される支援措置対象者の住所

を編集できることで、いかなる運用パ

ターンにも対応できるため。

反映しない 【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

#6230と同じ

反映しない 帳票出力項目として整理済みのため、対応不要と判断しています。

3494

4.1. 給与特別徴収税

額通知発行

（実装すべき機能として追加）

特別徴収義務者用の税額決定・変更通知書の納税義務

者の出力順（並び順）については、特別徴収義務者か

らの申し出に基づき、宛名番号順、受給者番号順のい

ずれにも対応できること。

特別徴収義務者用の税額決定・変更通知書につい

ては、事業所から並び順の希望（主に受給者番号

順での出力希望が多い）が寄せられることも多

い。サービス向上の観点から、本機能は必須であ

ると考える。

反映しない 【A市回答】

【E市回答】

#1074に記載

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

反映しない 通知書等のソート順については、共通要件での定義として整理します。

5021

4.1. 給与特別徴収

税額通知発行

支援対象者について任意の住所を入力して帳票発行が

可能とする。

支援対象者分の住所が給与支払い者の把握してい

る住所と異なる場合に配慮が必要と考えるため。

反映しない 【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

#6230と同じ

反映しない 帳票出力項目として整理済みのため、対応不要と判断しています。



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

3917

4.1.@@ 特別徴収税額決

定・変更通知発

行

更正決定前でも、特別徴収義務者毎に月別の納付額集

計機能を有すること

事業所からの問い合わせにスムーズに対応するた

め。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2395

4.1.1. 特別徴収税額決

定・変更通知書

発行

通知に記載する住所氏名等について、送付先の設定と

は別に、個別に設定できること

ＤＶ等の対応のため、特徴税額通知に限らず、通

知に記載する住所・氏名等について、個別に設定

できることが望ましいと考えます。

例：①特別徴収税額通知の納税義務者の住所 →

支援措置対象者の場合、特徴義務者が把握してい

ない住所の場合は記載しない方がよい。

②外国籍の住民の氏名を通称・英字のみ・英字漢

字併記から選択 → 通知不達の回避

反映しない 【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

#6230と同じ

反映しない 帳票出力項目として整理済みのため、対応不要と判断しています。

4793

4.1.1. 特別徴収税額決

定・変更通知書

発行

当初処理、更正処理の結果に基づいた、特別徴収税額

決定・変更通知書（特別徴収義務者・納税義務者用）

（当初、更正分）を通知日を指定して一括及び個別で

発行できること。データで一括出力も可能なこと。

通知書の発送者一覧が出力できること。

当初処理、更正処理の結果に基づいた、特別徴収税額

決定・変更通知書（特別徴収義務者・納税義務者用）

（当初、更正分）を通知日を指定して一括及び個別で

発行できること。データで一括出力も可能なこと。

通知書の発送者一覧が出力できること。

DV被害者について、通知書に出力される住所の編集

が行えること。

ＤＶ等被害者支援措置対象者情報の漏洩を防ぎ、

個人情報保護につながるため。

反映しない 【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

#6230と同じ

反映しない 帳票出力項目として整理済みのため、対応不要と判断しています。

3826

4.1.1.

4.1.10.

4.1.11.

特別徴収税額決

定・変更通知書

発行

電子データ通知

作成（光ディス

ク等用）

電子データ通知

作成（eLTAX連

携用）

作成した通知にDV該当者がいるかどうかをチェック

する機能の追加

通知に事業所が把握していないDV該当者

の住所を表示させないように確認・修正

するため（事業所が提出した給報に記載

された住所と、通知書の住所が異なって

いると事業所にDV該当者の住所を把握さ

れてしまうため）

反映しない 【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

#6230と同じ

反映しない 帳票出力項目として整理済みのため、対応不要と判断しています。

6488

4.1.12. 特別徴収税額決

定・変更通知書

発行

実装すべき機能として、支援措置対象の給報表記住所

を別途管理し、特別徴収義務者への税額決定・変更通

知にて所属の納税義務者に支援措置対象者がいた場

合、給報表記住所に変更して出力ができること。ま

た、給報表記住所が市外の場合は普通徴収に変更でき

ること。

ＤＶ加害者が事業者として特徴給報を被

害者名義で提出することによるＤＶ被害

者情報の漏洩を防止するため。

反映しない 【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

#6230と同じ

反映しない 帳票出力項目として整理済みのため、対応不要と判断しています。

4287

4.1.3. 特別徴収税額決

定・変更通知書

発行

税額等の変更がない更正処理による特別徴収税額決定

通知書（納税義務者用）は一括発行の対象外となるこ

と。

・税額等の変更がない更正処理による特別徴収税額決

定通知書（納税義務者用・特徴義務者用ともに）は一
括発行の対象外となること。
・一括徴収で月々納付の処理をした場合、特徴義務
者への通知のみ発行対象とする。

税額変更のない更正処理を行った場合、

特徴義務者に混乱が生じるおそれがある

ため、納税義務者だけでなく特徴義務者

への通知も不要と考える。ただし、一括

徴収で月々納付の場合は、税額に変更は

ないが異動届の処理がなされていること

を事業所に伝えるために通知が必要と考

える。

要検討 ● 税額等の変更がない更正処理の場合、特

別徴収義務者用の特別徴収税額決定通知

書も一括発行の対象外として問題がない

か、問題がある場合はその理由を含めご

回答ください。

【A市回答】

問題ありません。

【E市回答】

問題ない。現行、発行していない。

ただし、税額等の変更の内容が、事業所ごとの期割額・充当額等の変更がない場合。

【F市回答】

問題なし。

ただし、一括徴収や普通徴収への切り替えの場合は、3号帳票は必要。また、月割額の変更の際は、3号帳票と3号別表が必要。

【H市回答】

本市では、一括発行の対象外として問題ないと考えます。

【I市回答】

問題ない。

【J市回答】

税額等の変更がない税額変更通知の場合、一括発行の対象外として問題ないと考える。当市でも税額も、期割月割額も変更のない更正処理の場合、特徴義務者用の通知は作成されないが、特に問題となったことはない。

【K市回答】

特別徴収義務者用の特別徴収税額決定通知書も一括発行の対象外として問題ないものと考えている。

反映する 以下の機能を必須要件として追加します。

・事業所ごとの税額、期割月割額、徴収区分の変更がない更正処理による特別徴収税額決定通知書

（特別徴収義務者用）は一括発行の対象外となること。

5570

4.1.4 特別徴収税額決

定・変更通知書

発行

電子のみ送付希望事業所宛の宛名のみの通知書が出力

されること

封入封緘処理を外部委託しており、第三

号様式別表や納入書を送付する事業所用

に対応が必要となるため

反映しない 【A市回答】

【E市回答】

反映しないとなっているが、eLTAX正本で特別徴収税額決定・変更通知書を発行した場合、納税義務者用の通知書や納入書を送付するための事業所への宛先が印刷された帳票が必要となる。反映するとしたい。

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

反映しない 共通要件で定義している、宛名シールの活用を想定しています。

6487

4.1.5 特別徴収税額決

定・変更通知書

発行

新規非課税者の特別徴収税額決定通知書（納税義務者

用）は更正処理に基づく一括発行の対象外となるこ

と。

新規非課税者の特別徴収税額決定通知書（納税義務者

用）は更正処理に基づく一括発行の対象外とできるこ

と。

特別徴収税額決定通知書（特別徴収義務者用）に

は非課税者も記載されることから、特別徴収税額

決定通知書（納税義務者用）を欲する事業者も多

い。普通徴収納税通知書と同様に、一括発行の対

象とするか選択できるようにすることが、住民

サービス向上につながる。

反映しない 【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

#6271と同じ

要検討 ● ＃6271の議論に包含されるものと判断します。

308

4.1.5. 特別徴収税額決

定・変更通知書

発行

税額等の変更がない場合でも、特別徴収に変更した場

合は通知書が発行される。（納税義務者用も含む）

現在のシステムでは特徴義務者用、納税

義務者用ともに通知が出ているため、特

別徴収の登録状況について、また納税義

務者への通知が不要なのか等の事業所か

らの問い合わせが増えると予想される。

（特に当初通知）

要検討 ● 税額等の変更がない更正処理による特別

徴収税額決定通知書は一括発行の対象外

とする機能の要否について、修正の根拠

（V列）を踏まえ、ご意見を伺いたい。

【A市回答】

「税額等の変更がない場合でも、特別徴収に変更した場合」の状況が不明です。

「特別徴収に変更した場合」は、普徴から特徴に切り替える異動を想定しますが、「税額等の変更がない場合」は普徴と特徴の間で税額の異動がないことを指すのか、税額等の変更がない更正処理を指すのか。

【E市回答】

税額等の変更がない場合でも、特別徴収に変更した場合は通知書が発行される。（納税義務者用も含む）については、普通徴収から特別徴収へ変更となり、税額等の変更があると判断。転勤も同様。（＃4287で記載のとおり）当初通知については、変更ではなく、決定通知を発行しているため、税額等の変更に該当しないと考える。

【F市回答】

WTでは、「普通徴収と同様に、非課税者分は特徴であっても通知書を出さない」という自治体が多く、4.1.5のような話になったと思う。ただし、新規に特徴に切り替わった非課税の者については、意見にある通り、「会社への通知」という意味で通知したい自治体も多いと思う。＃308、6271、6910は同様の主旨と思われるため、＃308の確

認項目の文言は少し主旨からずれていると思う。

＃308、6271、6910で、「選択できるように」という希望であるが、4.1.5はオプションなので、文章を分かりやすくすればよいと思う。例えば「該当事業所で新規に特別徴収対象となった非課税者の税額決定通知書（特別徴収義務者・納税義務者用）は、一括発行の対象外となること。」

【H市回答】

本市では、一括発行の対象外として問題ないと考えます。

【I市回答】

現状で、税片がない場合には、通知書の発送を行っていないため、不要と思われる。

【J市回答】

当初税額通知において税額が0円の方の通知は、特徴義務者宛、納税義務者宛とも作成される。これは特徴給報を提出された事業所に対する税額の回答という意味合いから、必要であると考えて作成されるようにしている。一方当市の場合普通徴収で税額0円の方や、特別徴収の方で当初発送後に新規で非課税（税額0円）とした方の税額通知

（納税義務者用）は送付されないため、バランスを欠くこととなっている。送付の必要性については、当市は必要として送付しているが、積極的な理由はないのが現状である。

当初発送分は今回のシステム標準化において、全国で送付するかしないか一本化していただけるとありがたい。送付されない場合、提案団体様ご指摘のとおり会社からの問い合わせが増加するが、一斉に変更されれば全国一斉の変更として説明できるかと思われる。

【K市回答】

税額等の変更がない更正処理による特別徴収税額決定通知書は一括発行の対象外とすることについては特に問題ないものと考えています。

要検討 ● ＃4287及び6271の議論に包含されるものと判断します。

6271

4.1.5. 特別徴収税額決

定・変更通知書

発行

- 次のように要件を修正し「実装すべき機能」とする

 ・新規非課税者の特別徴収税額決定通知書（納税義

務者用）は更正処理に基づく一括発行の対象とするか

否かを設定できること。

当該通知書の発送については自治体に

よって取り扱いが異なると考えられる。

このような機能は自治体で選択(設定）で

きるような要件としておくのが望ましい

と考える。

要検討 ● 新規非課税者の特別徴収税額決定通知書

（納税義務者用）は更正処理に基づく一

括発行の対象とするか否かについて、選

択可能とする機能の要否について、修正

の根拠（V列）を踏まえ、ご意見を伺い

たい。

【A市回答】

非課税者であっても当初の決定通知書には表示すべきと考えます。

【E市回答】

一括発行の対象とするか否かについて、選択可能とする機能としてほしい。

【F市回答】

＃308と同じ

【H市回答】

本市では、選択可能とする機能が必要であると考えます。現行では当初発送分のみ、新規非課税者の特別徴収税額決定通知書（納税義務者用）を送付している。

【I市回答】

必要である。                     V列の意見に同意する。

【J市回答】

上記#308に記載のとおり。新規非課税者の税額通知（納税義務者用）については、発行されない。住民サービスの観点からはあったほうが良いが、積極的に必要とまでは言えない。

【K市回答】

新規非課税者の特別徴収税額決定通知書（納税義務者用）について、受け取る側の特徴義務者においても従業員によって取り扱いが異なることの現状を踏まえ、自治体によって取り扱いが異なること自体が問題であると認識しています。したがいまして、納税義務者自身が非課税であることを明確に判断できず他制度利用可否が不明となって

しまう等の観点からも、システムの標準化に合わせて、自治体で選択するのではなく発送する方向で統一化を図るべき要件であると考えています。

反映する 税額が0円の場合、特別徴収税額通知（納税義務者用）は出力不要、特別徴収是額通知（特徴義務

者用）は0円の対象者を含めて出力するよう、要件を追加します。



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

6910

4.1.5. 特別徴収税額決

定・変更通知書

発行

新規非課税者の特別徴収税額決定通知書（納税義務者

用）は更正処理に基づく一括発行の対象外となるこ

と。

新規非課税者の特別徴収税額決定通知書（納税義務者

用）は更正処理に基づく一括発行の対象外となるこ

と。

また、上記仕様を適用するか否か、任意に選択できる

こと。

仕様を適用する場合、納税義務者は自身が非課税

であることを明確に判断できず、他制度利用可否

が不明となってしまう。

要検討 ● #6271と合せて検討します。 【A市回答】

#6271同様。

【E市回答】

【F市回答】

＃308と同じ

【H市回答】

同上

【I市回答】

【J市回答】

上記#6271記載のとおり

【K市回答】

新規非課税者の特別徴収税額決定通知書（納税義務者用）について、受け取る側の特徴義務者においても従業員によって取り扱いが異なることの現状を踏まえ、自治体によって取り扱いが異なること自体が問題であると認識しています。したがいまして、納税義務者自身が非課税であることを明確に判断できず他制度利用可否が不明となって

しまう等の観点からも、システムの標準化に合わせて、自治体で選択するのではなく発送する方向で統一化を図るべき要件であると考えています。

反映する ● ＃6271の議論に包含されるものと判断します。

330

4.1.6 特別徴収納入書

発行

任意で事業所を指定し、総務省指定様式の特別徴収納

入書(紙)を一括または個別に発行できること。

一括発行時(月例処理)は非課税から課税及び均等割の

みから増額となった事業所のみを対象とできること。

前システム(COKAS−X)では左記条件で

の印刷が可能だったが、現システムでは

変更のあった事業所すべてが印刷される

仕様となっているため、一括発行をせず

手入力での対応としている。5月~7月に

かけて300件近く手作業となり、また印

刷工程も多いことから毎月1名で1日～2

日ほど作業にかかる。

要検討 ● 更正処理時の一括発行は、非課税から課

税及び均等割のみから増額となった事業

所のみとすることで問題がないか、ご回

答ください。

【A市回答】

「非課税から課税及び均等割のみから増額となった事業所のみとする」の条件については、団体の運用によるため、柔軟な対応が必要と考えます。

【E市回答】

問題ない。現行も納入金額に変更が生じても変更後の納入書は送付していない。

【F市回答】

納入書は、当初と随時で通知書を送付する度に同封するのか、また税額を印字するのかは、自治体によるものである。＃330の自治体は、増額のみ印字して送付するようだが、印字するなら減額の場合も送付すべきと考える。よって、増額のみ送付する運用はないと思う。

【H市回答】

本市では、左記の条件で問題ありません。

【I市回答】

問題ない。

【J市回答】

当市では、税額に変更があった場合は納入書を手で直して使用していただくこととしているため、更正処理時に一括発行については、表記の条件のみの発行で問題ないと考える。

【K市回答】

問題ないものと考えています。

反映する オプション機能として、以下の要件を追加します。

・更正処理の結果、非課税から課税または均等割のみから増額となった事業所を対象に、納入書を

一括発行するかを選択できること。

3827

4.1.6 特別徴収納入書

発行

任意の事業所について、複数の事業所を同時に指定で

きること。

納期特例納入書発行をする際に、複数の

事業所の納入書が同時発行できること

で、納入書一斉送付時の事務負担が軽減

する。

要検討 ● 特別徴収納入書発行時の複数の事業所同

時指定の要否をご回答ください。

【A市回答】

不要な要件と考えます。

【E市回答】

納入書の発行は、当初及び月次処理等でバッチ処理として発行している。それ以外にオンライン等で1事業所ずつ発行はしているが、複数の事業所同時指定は行っていない。このため、複数の事業所同時指定は必要ない。

【F市回答】

不要

バッチでの一括発行か、個別で事業所を指定して発行する以外の便利機能は不要。

なお、文章が分かりにくいので、次のように修正してはどうか。「総務省指定様式の特別徴収納入書（紙）を一括または、任意で事業所を指定し個別に発行できること。」

【H市回答】

本市では、左記の機能については不要と考えます。

【I市回答】

オプションであってもよいと思う。

【J市回答】

機能として合ってもよいと考えるが、小規模団体ではそこまで需要はない（個別指定で足りる）と思われる。オプション機能でよいのではないか。

【K市回答】

複数の事業所同時指定により事務負担の軽減が図れるため必要であると考えている。

反映する オプション機能として、以下の要件を追加します。

・任意に複数の事業所を指定し、総務省指定様式の特別徴収納入書（紙）を一括で発行できること

2509

4.1.6. 特別徴収納入書

発行

任意で事業所を指定し、総務省指定様式の特別徴収納

入書（紙）を一括または個別に発行できること。

任意で事業所を指定し、総務省指定様式の特別徴収納

入書（紙）を一括または個別に発行できること。予

備分の納付書が枚数を指定して出力できること。

納入書の汚損対応に予備分の納入書を希望する事

業所があるため。

要検討 ● 予備分の納付書出力のシステム出力の要

否についてご回答ください。

【A市回答】

必要な要件と考えますが、「枚数を指定して」の部分は不要と考えます。

【E市回答】

現状、予備分の納付書を発行している。(当初はすべての事業所に12期＋4枚予備で16枚送付している)

書き損じや汚損した場合は予備の納入書を使用してもらっている。予備の納付書の出力は必要。

【F市回答】

予備分は必須である。当市のシステムでは、バッチ処理時のパラメータで予備枚数を指定できる。

【H市回答】

本市では、左記の機能については必要であると考えます。

【I市回答】

必要である。

【J市回答】

予備分の納付書発行機能は、枚数指定を含めて必須である。

汚損対応のほか、退職分離分の納入を別途行う場合等に利用されている。

【K市回答】

予備分の納入書のシステム出力は必要であると考えている。

反映する 必須機能として、以下の要件を追加します。

・納入書の一括発行とあわせて、予備分の納入書を発行できること。

 なお、予備分の枚数については、一括発行時に設定できること。

4579

4.1.6. 特別徴収納入書

発行

任意で事業所を指定し、総務省指定様式の特別徴収納

入書（データ）を一括または個別に発行できること。

・また、納入月分と印字無しの予備分をあわせて出力

できること。納期特例適用事業所にも対応しているこ

と。

発行時期、事業所により必要とする納入

書数が変わるため

要検討 ● #2509と合せて検討します。 【A市回答】

#2509同様。

【E市回答】

【F市回答】

＃2509と同じ

【H市回答】

同上

【I市回答】

【J市回答】

上記#2509に記載のとおり。

【K市回答】

予備分の納入書のシステム出力は必要であると考えており、合わせて開始月に対応した枚数出力も必要であると考えている。

反映する ＃2509と合わせて対応します。

4959

4.1.6. 特別徴収納入書

発行

納期特例を承認した事業者に対して、開始日以降の総

務省指定様式の特別徴収納入書（紙）の前期、後期分

（12月以降は後期分のみ）を一括または個別に発行

できること。

納期特例を承認した事業者は納付の分割回数が変

わるため通常とは記載の違う納付書が必要になる

ため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

5756

4.1.6. 更正処理 ー 例月処理により納入書を一括発行する場合、税額が発

生した月分以降を自動で判定して発行すること。

ー 転勤により納付書が必要になる場合と、特別徴収

切り替えにより納付書が必要になる場合では、納

付開始月が異なる場合がある。

事業所毎に必要となる月分以降の納付書のみ出力

することで間違った月分の納付書を使用してしま

うことを防止できる。

ー ー ー 反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

「税額が発生した月分以降を自動で判定して発行すること。」とは事業所毎に例月処理で変動のあった月分から納入書が発行されるということでいいか。

そもそも、＃5766の指摘は、「納入書に税額を印字して、税額更正ごとに新しい納入書を送付する場合」や、「新規特徴事業所に対しては納入書を送付する場合」というパターンの納入書発行自治体にのみの対応させるものだと思われる。

「納入書に税額を印字して、税額更正ごとに新しい納入書を送付する場合」は、減更正で事業所として納入する金額がなくなった場合、納入書を出力する必要がないため、区別が必要。

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

反映する 機能要件を以下のとおり修正します。

＜修正案＞

例月処理により、新たに特別徴収義務が発生した事業所を対象として、納入書を一括発行する場

合、税額が発生した月分以降を自動で判定して発行すること。

17

4.1.7 特別徴収納入書

発行

（実装してもしなくても良い機能）

 税額の印字の有無を任意で設定し、納入書の一括ま

たは個別の発行ができること。

（実装してもしなくても良い機能）

 税額の印字の有無を任意で設定し、納入書の一括ま

たは個別の発行ができること。

 その際、税額が発生しない月や納付済みの月分

の納入書は出力しない。

 納入書の使用枚数や郵送料金の削減。 反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

「納付済みの月分の納入書は出力しない。」は、一部納付済や、不足月に充当する場合が多々あるため、当市としては不要な機能である。

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

397

4.1.7 特別徴収納入書

発行

（実装してもしなくても良い機能）

 税額の印字の有無を任意で設定し、納入書の一括ま

たは個別の発行ができること。

（実装してもしなくても良い機能）

 税額の印字の有無を任意で設定し、納入書の一括ま

たは個別の発行ができること。

 その際、税額が発生しない月や納付済みの月分

の納入書は出力しない。

 納入書の使用枚数や郵送料金の削減。 反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

4290

4.2.1. 普通徴収納税通

知書等発行

ー ・職権で相続人が登録されている場合、「相続人代表

者指定通知」もあわせて出力できる。

・必要に応じて個別に「相続人代表者指定通知」を発

行できる。

地方税法第9条の2第2項 納税通知とは別に指定通知を送付する業

務負担が軽減されるため、「実装すべき

機能」として左記の機能を要する。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

4580

4.2.1. 普通徴収納税通

知書等発行

当初処理、更正処理の結果に基づいた、普通徴収納税

（決定・変更）通知書（当初、更正分）を通知日を指

定して一括及び個別で発行できること（現年度分及び

過年度分）。

通知書の発送者一覧が出力できること。

一括発行前に個別発行したときは、一括発行の対象外

とできること。 を追加

重複しての発行を防ぐため 反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装してもしなくてもよい機能としてではなく、実装すべき機能としての反映を要望します。

反映する 実装すべき機能として反映します。

5757

4.2.1. 普通徴収納税通

知書等発行

当初処理、更正処理の結果に基づいた、普通徴収納税

（決定・変更）通知書（当初、更正分）を通知日を指

定して一括及び個別で発行できること（現年度分及び

過年度分）。

通知書の発送者一覧が出力できること。

当初処理、更正処理の結果に基づいた、普通徴収納税

（決定・変更）通知書（当初、更正分）を通知日を指

定して一括及び個別で発行できること（現年度分及び

過年度分）。

通知書の発送者一覧が出力できること。

非課税者についても任意の者については納税通知書を

出力できるようにする。

（実装すべき機能）

非課税で配当割・株式譲渡割額控除があ

る者の納税通知書を出力し発送したいた

め。

要検討 ● 非課税で配当割・株式譲渡割額控除があ

る者の納税通知書を出力すべきか、現行

の運用状況と併せてご回答ください。

【A市回答】

現状は出力しておりません。

還付通知書に課税明細に相当する内容が表示されれば、納税通知書は不要と考えます。

課税／非課税の出力対象は、要件としては明記不要と考えます。

【E市回答】

非課税で配当割・株式譲渡割額控除がある者の納税通知書は発行していない。収納担当から還付通知が発送される。

【F市回答】

WTで提案したように、同様に運用しています。WT時の項目番号だと「追加60」、全国照会の項目番号だと「2.1.35」が、それに該当すると思われます。

【H市回答】

本市では、左記該当者の納税通知書を出力していません。現行では、非課税で配当割・株式譲渡割額控除がある者に対して、還付のお知らせ通知のみを送付している。

【I市回答】

現行の運用状況では、当初では出力していないが、例月では出力している。現状どおりでよいと思われれる。

【J市回答】

完全な非課税（均等割課税であるが全額充当である方等、実質的に納付額が0円の方は含まない）については、当市では納税通知書を発出していない。還付通知書は発出している。

当市では配当割・株式譲渡割額控除の有無に関係なく、非課税の方には通知は送っていない。昨今の各種給付金等の給付の際の「非課税」要件に該当するかなどを確認される場合などの問い合わせ対応には通知があったほうが良いと考える一方で、全ての方に通知を送るとなると通知の数量が膨大となること、常に問い合わせがあるわけでは

ないことから、現状では通知は不要であると考えている。

【K市回答】

現行システムでは、配当割・株式譲渡割額の還付額がある者、配当割・株式譲渡割額の戻入額が生じた者について、還付や戻入の根拠を告知するために税額通知書を出力しています。（通常の納税通知書とは別のレイアウト）

また、給与特徴者で配当割・株式譲渡割額控除がある者について、控除の計算書として配当割・株式譲渡割額控除明細書を出力しています。（上記の税額通知書と同一のレイアウト）

反映しない 2.1.35.の機能で代替可能と判断し、反映しないものと整理します。

3829

4.2.2. 普通徴収納税通

知書等発行

普通徴収納税（決定・変更）通知書の発行は一括送付

分と、個別対応分を分けて発行できること（現年度及

び過年度分）。

また個別対応の事由を一括及び個別で任意に設定でき

ること。

電算上で必要に応じて、条件を設定して

送付用の納税通知書を一括または個別に

入力・発行できることで、業務量が低減

する

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

4292

4.2.6. 普通徴収納付書

発行

一括または任意で個人を指定し、普通徴収納税通知書

及び納付書を発行できること。

・当初決定処理時は、全期全納用の納付書を発行する

機能を「実装すべき機能」とする。ただし、均等割以

下のときは、全期全納用の納付書は発行せず、第1期

分のみ発行する。

期別ごとの納付書をまとめて使用するこ

とも可能だが、納税者の便宜上、全期全

納用の納付書を発行する機能を実装すべ

きである。ただし、均等割以下の場合、

第1期の納付書のみ出力することで二重納

付を防ぐ。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装すべき機能を希望します。

反映しない 納税通知書の印字項目として、全期の場合の印字内容を規定しているため、機能要件としての検討

は不要と判断します。

5614

4.2.6. 普通徴収納付書

発行

一括または任意で個人を指定し、普通徴収納税通知書

及び納付書を発行できること。

一括または任意で個人を指定し、普通徴収納税通知書

及び納付書を発行できること。

ただし、期別1期のみ納付書については、全期納

付分の納付書出力を行わないこと。

地方税法２０条の４の２第８項(課税標準

額、税額等の端数計算)のとおり，納期限

ごとの分割金額に１０００円未満の端数

があるとき，端数金額又はその全額は全

て最初の納期の分割金額に合算されるこ

とから，１の納期により納付する場合，

納税者の二重納付の防止と納税者に混乱

をさせないため，全期納付分の納付書出

力を行わないことが必要。

納税者の二重納付の防止と納税者が混乱しない

ため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

＃5614と同一

反映しない 納税通知書の印字項目として、全期の場合の印字内容を規定しているため、機能要件としての検討

は不要と判断します。

4990

4.2.7. 普通徴収納付書

発行

ただし、年税一括納付済みかつ年税額減にもかかわら

ず、期割の端数調整のせいで一部の期別に増があった

ケースにつき、納付書は一括発行の対象外となるこ

と。また、この該当者の抽出ができること。

年税一括納付済みかつ年税額減であれば、当然納

付書は発行されるべきでないため。

該当者の抽出ができないと、充当処理を

するのに職員が一件一件確認しながら該

当者を探すこととなり、大変な事務負担

が想定されるため。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

4991

4.2.7. 普通徴収納付書

発行

税額変更があった場合は、納付状況と連動し差額の納

付書が発行できること。

税額変更があった場合は、納付状況と連動し差額の納

付書が発行できること。

（発行時点の収納状況で発行する、または発送時

点まで変更前税額納付分の反映があれば差額納付

書が発行される）

直前に支払った税額変更前の額が反映した納付書

が発行されることで、変更後の差額納付書が手元

に届き、過誤納がなくなり、納付額間違いへの不

安や、還付の手間等が減る。

正しい差額納付書が発行されることで過

誤納や還付作業が減る。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装してもしなくてもよい機能としてではなく、実装すべき機能としての反映を要望します。

反映する 実装すべき機能として反映します。

2513

4.2.8. 普通徴収納税通

知書等発行

納税通知書の発送日に納期限を経過している期割の納

付書は一括発行の対象外となること。

納税通知書の締め切り日を任意に指定して、一括発行

の対象外とできること。

地方税法第319条の2第3項により、納期

限前10日までに送達できない場合は一括

発行の対象外としたいため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

反映するとなっている。4.2.8は納付書の内容についての記載だが、地方税法第319条の2第3項は納税通知書に関する記載ではないか？実装してもしなくてもよい機能として反映するなら、4.2.1に追加して欲しい。

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

納税通知書の発送日が指定できれば解消すると考えます。

反映する 通知書の発送日を指定するものとして、一括発行機能の機能説明に補記します。

4294

4.2.8. 普通徴収納税通

知書等発行

納税通知書の発送日に納期限を経過している期割の納

付書は一括発行の対象外となること。

・左記要件は削除。

・代替案として、税額更正時に「納期到来済未納分に

税額変更があった」旨のアラートを表示させ、注意喚

起を促す。（アラートが出た場合、即時決定の対応を

する。）

税額更正の結果、すでに納期が到来して

いる分に遡って減額となる場合があり、

納付済であれば差額は還付等の対応とな

るが、未納の場合は更正後の税額の納付

書を送付する必要がある。一括処理の対

象外となった場合、更正前の税額の納付

書で納付してしまう恐れがある。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

反映するとなっている。左記要件は削除となっていて、代替案が記載されている。実装してもしなくてもよい機能として記載するということは、税額更正時に「納期到来済未納分に税額変更があった」旨のアラートを表示させ、注意喚起を促す。（アラートが出た場合、即時決定の対応をする。）は機能として追加ということでいいか？

本市としては納税通知書の発送日に納期限を経過している期割の納付書は一括発行の対象外となること。は削除したくない。

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

税額更正により出力する納付書については、4.2.7で「納付状況と連動し差額の納付書が出力できること」と定義済みです。

4.2.8では、例えば2期から新規課税となった納税通知書の作成時に納期限を経過している1期の納付書は出力しないようにという意図で定義したものだと思います。

反映しない ご意見を踏まえ反映しないものとして整理します。

3280

4.2.xx. 普通徴収納付書

発行

-  納税協力会の構成員に対しては、納税協力会⾧用の

納税通知書及び納付書と、各納税協力会委員用の納税

通知書、課税明細書及び納付書を作成することができ

ること。

本市では金沢市納税奨励規程（昭和37年4月1日

告示第10号）を定め、納税協力会（納税貯蓄組合

に類似した組織）を町会等で任意に設立し、市税

の納め忘れがないよう、納期内納付の推進や納税

意識の高揚に取り組んでいるところである。その

ため、納税協力会⾧経由で納税通知書及び納付書

の配布等を行っていることから、当該機能が必要

である。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

5785

4.3. 年金特別徴収税

額決定通知書発

行

… 当初課税で非課税が確定した年金特別徴収の仮徴収が

ある者に仮徴収を中止し還付する通知書を発行する

年金特別徴収の仮徴収額と還付額を通知書により

確認できるサービスの継続と住民からの要望の継

続実施

還付額の税額計算が確認できる通知をこ

れまで通りおこなうことで住民サービス

が維持

住民からの問い合わせに対応するため現

在実施ているため

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

納税通知書の様式内に併記すればよい

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 実装すべき帳票として反映します。

3536

4.3.1 年金特別徴収依

頼通知作成

(eLTAX連携)

【項目名】

年金特別徴収依頼通知作成(eLTAX連携)

【項目名】

年金特別徴収税額通知作成(eLTAX連携)
通知名称が違うと思います。 反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装してもしなくてもよい機能として追加ではなく、実装すべき機能の文言修正だと思います。

また、通知名称の併記を要望します。

反映する 実装すべき機能として、通知名称を併記します。

3537

4.3.1 年金特別徴収依

頼通知作成

(eLTAX連携)

～年金特別徴収依頼通知情報を～ ～特別徴収税額通知情報(01通知)を～ 通知の種類が判断できるように明示。

通知種類で市町村は月次処理か年次処理

か判断できるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

＃3536と同様

反映する 実装すべき機能として、通知名称を併記します。

3538

4.3.3 年金特別徴収中

止通知作成

(eLTAX連携)

【項目名】

年金特別徴収中止通知作成(eLTAX連携)

【項目名】

年金特別徴収停止通知作成(eLTAX連携)
通知名称が違うと思います。 反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

＃3536と同様

反映する 実装すべき機能として、通知名称を併記します。

3539

4.3.3 年金特別徴収中

止通知作成

(eLTAX連携)

～年金特別徴収中止通知情報(志望者・転出者を含む)

を～
～年金特別徴収停止通知情報(死亡者・転出者を含
む)(41通知)を～

通知の種類が判断できるように明示。

通知種類で市町村は月次処理か年次処理

か判断できるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

＃3536と同様

反映する 実装すべき機能として、通知名称を併記します。

2879

4.3.3. 年金特別徴収中

止通知作成

（eLTAX連携）

末尾に次の文を追加：

死亡により停止となる場合は死亡日と年金支給日によ

り徴収済月を判定すること。

既に普通徴収になっているが、死亡により停止となる

はずの月割額が残っている場合は普通徴収に切り替え

ること。

死亡日以降の年金からの特別徴収は無効

であるため、特別徴収済みの金額は遺族

（年金関係の法例で規定する遺族）か年

金保険者に還付し、普通徴収として相続

人や承継人から徴収しなければならな

い。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装してもしなくてもよい機能としてではなく、実装すべき機能としての反映を要望します。

反映する 実装すべき機能として反映します。

3496

4.3.4. 年金特別徴収通

知発行

本徴収を含めた年間の年金特別徴収税額通知書を発行

できること。

当初処理、更正処理の結果に基づいた、年金特別徴収

納税（決定・変更）通知書（当初、更正分）を通知日

を指定して一括及び個別で発行できること。

通知書の発送者一覧が出力できること。

本項目は年金特別徴収の紙での税額通知

の機能を記載したものであると思われる

が、記載粒度が給特・普徴と比べて粗い

ように思われるため、同様となるように

修正すべき。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装してもしなくてもよい機能としてではなく、実装すべき機能としての反映を要望します。

反映する 実装すべき機能として反映します。

3497

4.3.4. 年金特別徴収通

知発行

（実装してもしなくても良い機能に追加）

当初処理、更正処理の結果に基づいた、普通徴収納税

（決定・変更）通知書（当初、更正分）を通知日を指

定して一括及び個別で発行できること（現年度分及び

過年度分）。データで一括出力も可能なこと。

通知書の発送者一覧が出力できること。

上記同様の理由により、年特通知のデー

タ出力機能を追加

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3541

4.3.5 年金特別徴収変

更通知作成

(eLTAX連携)

～年金特別徴収変更通知情報を～ ～特別徴収税額等変更通知情報(63通知)を～ 通知の種類が判断できるように明示。

通知種類で市町村は月次処理か年次処理

か判断できるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

＃3536と同様

反映する 実装すべき機能として、通知名称を併記します。

1323

4.3.7 年金特別徴収税

額決定通知書発

行

仮徴収停止通知書を発行できること。 具体的な増加作業時間は算出できない

が、現行システムにおいて一括通知作成

の機能があるので、システムによる通知

の一括作成ができない場合、通知作成の

ための作業時間が必要となるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

＃6275に包含されていると考えます。

反映する ＃6275と合わせて対応します。



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

6275

4.3.7. 年金特別徴収税

額決定通知書発

行

- 「実装すべき機能」と「実装してもしなくても良い機

能」を次のように統合し、「実装すべき機能」とする

 ・翌年度の仮徴収税額のみ停止となる場合の通知

（地方税法第321条の7の9第3項）として、年金特別

徴収税額決定通知書又は年金仮特別徴収の停止通知書

のいずれかを選択（設定）し発行できること。

通知書の発送者一覧が出力できること。

自治体によって取り扱いが異なると考え

られる。このような機能は自治体で選択

(設定）できるような要件としておくのが

望ましいと考える。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

修正案に記載のとおり、「実装すべき機能」と「実装してもしなくてもよい機能」を次のように統合し、「実装すべき機能」とすることを要望します。

反映する 実装すべき機能として整理します。

4144

4.3.7～8 年金特別徴収税

額決定通知書発

行

- 前年度から年金特別徴収継続者のうち、本年度が非課

税のため納税通知書が交付されず、仮徴収において還

付が発生する者について、非課税であることと還付が

発生することを通知するための文書を印刷（または一

覧データを出力）できること。

納税義務者には、前年度に通知した仮徴収予定額

しか通知されていないため、非課税のため還付に

なることを通知する必要がある。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

＃6275に包含されていると考えます。

反映する ＃6275と合わせて対応します。

4963

4.4.1. 通知書再発行 各通知書（特別徴収税額決定・変更通知書、特別徴収

納入書、普通徴収納税（決定・変更）通知書、普通徴

収納付書、年金特別徴収税額決定通知書等）の再発行

ができること。

納税通知書再発行時には、当初・更正区分や発行日の

指定ができること。

各通知書（特別徴収税額決定・変更通知書、特別徴収

納入書、普通徴収納税（決定・変更）通知書、普通徴

収納付書、年金特別徴収税額決定通知書等）の再発行

ができること。

特別徴収税額決定・変更通知書について、DV・

ST対象者は住基の住所ではなく給報に記載の住

所を表示させること。

納税通知書再発行時には、当初・更正区分や発行

日の指定ができること。

また、必要時に納期限の変更ができること。

DV・ST対応のため。

返戻等で納期限を変更して送付する場合

があるため。

反映しない 【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

#6271と同じ

反映しない 業務共通要件で支援措置対象者向け発行抑止を定義しています。

3.6.16.で納期限を変更した後、納付書発行する仕様を想定しています。

6018

4.4.1. 通知書再発行 - 「文言修正の機能」を実装機能とする。 ＤＶ等により最新住所を通知すべきでない場合が

あるため

反映しない 【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

#6271と同じ

反映しない 業務共通要件で支援措置対象者向け発行抑止を定義しています。

1291

4.4.10. 発行履歴管理 各種通知書および各種証明書の発行履歴を管理できる

こと。

【履歴情報の項目】

通知書/証明書番号

発行対象者情報（氏名、住所）

発行日

発送日

部数

通知または証明内容

備考

各種通知書および各種証明書の発行履歴を管理できる

こと。

【履歴情報の項目】

通知書/証明書番号

発行対象者情報（氏名、住所）

発行日

発送日

部数

通知または証明内容

証明書に「発送日」は不要と考える。

各種通知書は「発送日：通知年月日」

「発行日：システム出力した日付」を設

定するという解釈でしょうか。以上のこ

とから証明書と通知書の仕様は分けて記

載すべきと考える。

また、「備考」というのも何に対する備

考かが不明なため、記載を見直すか削除

すべきと考える。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

該当項目が確認できません。

反映しない 履歴情報として残すべき「備考」が、不明確であるため反映不要とします。

215

4.4.2 通知書再発行 納入状況と連動し、差額の納入書が発行できること。 税額変更があった場合に限らず、誤納等により課

税額と納入額の差額が発生する場合があるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

5195

4.4.2 通知書再発行 税額変更があった場合は、納付状況と

連動し、差額の納入書発行は必要。

還付が発生する恐れがあり納税者に余計な

手間をかけさせかねないため。

現行の税務システムでは標準仕様であ

る。

何らかの手段で差額の納入書発行できな

ければ

毎回還付が発生し、問い合わせも増加す

ること

が予想されるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装してもしなくてもよい機能として定義済みですが、実装すべき機能に修正という意見でしょうか？

反映しない ご意見を踏まえ反映しないものとして整理します。

5573

4.4.2 通知書再発行 納入状況と連動し、差額の納入書が発行できること 税額変更がない場合(分割納付など)でも

納入書の発行に対応するため

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

＃215と同一。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2444

4.4.6. 当初通知書の再

発行

課税取消した者に対して改めて税額が発生したものは

税額変更通知書ではなく、新規の税額決定通知書とし

て発行が可能なこと。

正確な賦課のため 反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装してもしなくてもよい機能としてではなく、実装すべき機能としての反映を要望します。

反映する 実装すべき機能として反映します。

6276

4.4.XX. 通知内容の任意

修正

- 次の機能を「実装すべき機能」として追加

 ・特別徴収税額通知書の送付宛名情報等の修正がで

き、その内容で再発行できること。

ＤＶ支援対応等で住所を修正して通知すべき場合

があるため

反映しない 【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

#6271と同じ

反映しない 業務共通要件で支援措置対象者向け発行抑止を定義しています。



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

4007

4.5.. 証明書発行 令和元年6月１８日付事務連絡「高等教育段階の教育

費負担軽減に関する新たな制度の実施における市町村

民税情報の提供の円滑化に関する協力依頼について」

にて文部科学省高等教育局学生・留学生課より愛知県

教育委員会を通じて証明依頼のあった項目を項目番号

4.5.1～4.5.3にいう証明書に定型として記載されるこ

と

左記「修正後」項目にいう手続きに必要な項目を

標準仕様に含むことで、証明書交付手続きにおけ

る補足資料の交付漏れ、必要項目の不足等の問題

を解消する

要検討 ● 令和元年6月１８日付事務連絡「高等教

育段階の教育費負担軽減に関する新たな

制度の実施における市町村民税情報の提

供の円滑化に関する協力依頼について」

の対応のため、「課税標準額」「調整控

除の額」が出力されていれば問題がない

かをご回答ください。

【A市回答】

左記内容で帳票要件で定義する案件と考えます。

【E市回答】

問題ない。

証明書だけでなく、特徴納税義務者あて、普徴通知にも記載が必要だと考える。

【F市回答】

文科省に確認すべきだと思います。

【H市回答】

本市では、「課税標準額」「調整控除の額」が出力されていれば問題ないと考えます。

【I市回答】

問題ない。

【J市回答】

所得証明書には、課税標準額及び調整控除が出力されていれば問題ないと考える。

【K市回答】

帳票要件で出力項目として定義済みであると思います。

反映しない 必要項目を帳票要件として定義済みであるため、反映不要と判断します。

3947

4.5.@@ 事業証明 個人事業開業届と連携し、納税義務者を把握し、事業

証明が発行できるようにする。

事業証明が速やかに発行できるようになる。 要検討 ● 個人住民税業務として、事業証明の出力

が必要かをご回答ください。

【A市回答】

不要と考えます。

【E市回答】

現行発行していない。

【F市回答】

不要

【H市回答】

本市では、左記の機能については不要であると考えます。

【I市回答】

不要である。

【J市回答】

当市では知る限り事業証明書の出力実績はない。不要ではないか。

【K市回答】

本市では、課税証明または納税証明で対応しているため必要ありません。

反映しない 構成員ご意見より、標準仕様としては不要と判断します。

23

4.5.1 課税証明書，非

課税証明書発行

 （実装すべき機能）

 課税証明書，非課税証明書の発行ができること（過

年度分も含む。）

 （実装すべき機能）

 課税証明書，非課税証明書の発行ができること（過

年度分も含む）

 特別徴収義務者用の課税証明書については，事

業所（支店・営業所）ごとに証明するのではなく

法人単位で証明発行すること。

 住民の混乱を避けるため，特徴義務者用の証明

内容について自治体ごとに差が生じないようにす

るため（納税証明書含む）。

要検討 ● 特別徴収義務者用の課税証明書の要否を

ご回答ください。また，必要な場合は、

事業所（支店・営業所）ごとに証明する

のではなく法人単位で証明すべきかも併

せてご回答ください。

【A市回答】

不要と考えます。

【E市回答】

特別徴収義務者用の課税証明書は発行していない。

【F市回答】

不要

【H市回答】

本市では、特別徴収義務者用の課税証明書は必要であると考えます。現行では、事業所（支店・営業所）ごと（特別徴収義務者指定番号単位）で証明しており、法人単位（法人番号単位）では証明していません。

【I市回答】

不要である。

【J市回答】

当市では知る限り特別徴収義務者に対する個人住民税の課税証明書の出力実績はない。そもそも特別徴収義務者に対して課税している訳ではないため、課税証明書という名目の書類を発行する理由がない。どのような理由で発行しているのか、逆にお聞きしたい。（法人住民税の課税証明書か？）

仮に特別徴収義務を課していることの証明として必要なのであれば、義務者宛の税額通知の再発行や、特別徴収義務者指定通知書で対応できるのではないかと考える。

なお、仮に証明を出す必要があるとしても、出せるのは特別徴収義務者単位しかできないのではないか。義務を課している枠組みでしか証明書は発行できないと考える。

【K市回答】

使途が不明ですが必要ありません。。

反映しない ご意見を踏まえ反映しないものとして整理します。

403

4.5.1 課税証明書，非

課税証明書発行

 （実装すべき機能）

 課税証明書，非課税証明書の発行ができること（過

年度分も含む。）

 （実装すべき機能）

 課税証明書，非課税証明書の発行ができること（過

年度分も含む）

 特別徴収義務者用の課税証明書については，事

業所（支店・営業所）ごとに証明するのではなく

法人単位で証明発行すること。

 住民の混乱を避けるため，特徴義務者用の証明

内容について自治体ごとに差が生じないようにす

るため（納税証明書含む）。

要検討 ● #23と併せて検討します。 【A市回答】

#23同様。

【E市回答】

【F市回答】

不要

【H市回答】

同上

【I市回答】

【J市回答】

#23に記載のとおり

【K市回答】

使途が不明ですが必要ありません。。

ー ー 同上

3974

4.5.1 課税証明書、非

課税証明書発行

証明を5年度分発行できるようにすること 5年分の所得課税証明書を求められるケースがある

ため、発行できるようにする必要がある。

要検討 ● 過年度の更正は７年まで可能であるた

め、課税証明の年限は８年（現年度＋過

年度７年）分の証明ができれば問題ない

かをご回答ください。

【A市回答】

問題ありません。

【E市回答】

問題ない。

【F市回答】

問題なし

【H市回答】

本市では、左記のとおりの仕様で問題ないと考えます

【I市回答】

相続税・所得税の二重課税に対する還付の件を考慮すると10年分必要と思われる。

【J市回答】

問題ないと考える。

【K市回答】

現行は現年度を含めて5年度分の証明書を発行しています。8年度分としても問題はないと思われます。

要検討 ● 当初の案どおり８年（現年度＋過年度７年）分で問題ないと考えますが、業務上、10年分の管理が

必要かを確認します。

4440

4.5.1 課税証明書、非

課税証明書発行

課税証明書、非課税証明書の発行ができること（過年

度分も含む）

課税証明書、非課税証明書の発行ができること（過年

度分（５年度分）も含む）。

また、年度ごとに税制改正に対応した証明書の表示項

目とすること。（例：R2以前、寡婦（寡夫）控除→

R3寡婦、ひとり親控除）

地方税法の税制改正に対応した証明書の

発行。

3.7.1に過去10年分の更正ができることと

あり、システム上10年分の課税情報が保

持されると思いますが、証明書は一定期

間分（直近５年）しか発行しない運用を

継続できるよう、証明発行対象期間を制

御できるようにしてほしい。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

前段の発行年限については#3974の内容となりますが、後段の年度ごとの税制改正に応じた表示は必須です。

反映しない ご意見を踏まえ反映しないものとして整理します。

4795

4.5.1

4.5.3

課税証明書、非

課税証明書発行

所得証明書発行

課税証明書、非課税証明書の発行ができること。（過

年度分も含む）

所得証明書の発行ができること。

課税額（非課税の場合は０）及び所得金額双方の記載

がある証明書を発行できること。

※所得課税証明書として発行できること。

課税及び所得の情報を一枚の証明書で確認するこ

とができ、１通分の手数料で証明書を交付するこ

とができるため。。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

帳票要件で協議中の内容と思います。

反映しない 帳票要件の中で整理します。

6781

4.5.11 発行 ～発行前にデータベースを更新することなく書き換え

て発行することができること。

4.5.11に記載のあるDBの記載は賦課DBの認識でよい

か。

証明書として発行する場合は発行履歴DBを更新した

方が望ましいため、発行履歴管理等DBに変更内容を

把握するための機能を付加すること。（4.6.2で書き

換え後の発行内容が管理できること。）

発行後でも発行内容を把握することは自

治体業務で必要になるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

「データベース」→「シス

テムで管理する情報」に表

現を修正

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

5788

4.5.15 証明書発行 氏名については外国人の通称名・氏名・併記名の選択

ができること。

氏名については外国人の住民基本台帳登録上の氏名・

英字表記・通称名・併記名の選択ができること。

証明書交付の氏名に関して、住民の要望に対応す

るため

交付窓口での混乱・苦情対応の軽減 証明書表記氏名に関して明確な国の通知

はなく、住民基本台帳に通称名等の情報

があれば、住民の要望に応じて選択して

証明する必要があるため。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2216

4.5.3. 所得証明書発行 必要事項を選択できること。 全項目証明と一部項目証明（控除情報なし）を選択で

きること。

現在は、自治体毎に証明書の種類が異なるが、種

類が統一されることにより、住民が転居後等にお

いて各種機関へ提出する証明書の把握が容易とな

ると考える。

必要項目を選択可能とするのは自由度が

上がる一方で業務が煩雑になると思われ

る。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。
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地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

1325

4.5.6 出先機関への出

力

出先機関の窓口でも証明書は発行できること。 現行できることができなくなり、住民サービスの

低下につながるため。

当市では出先機関でも税証明を発行して

いるが、それができなくなると全員が本

庁舎まで取りに来なければいけなくな

る。移動手段がない交通弱者にとっては

現状発生していない負担を新たに強いる

ことになりクレームに繋がる。コンビニ

でも税証明を取得することが可能である

が現状のマイナンバー取得率で考える

と、出先機関での証明書発行の利便性に

替えることはできない。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

4397

4.5.6. 発行 課税情報に基づき、課税、非課税の別を判断の上、適

切な証明書を発行できること。

課税情報に基づき、課税、非課税の別を判断の上、適

切な証明書を発行できること。

賦課期日時点の世帯員の課税情報と証明書の発行可否

と、発行できない場合はその理由を確認できること。

窓口や電話の対応で、証明が発行できない場合は

その理由を説明する必要があるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2593

4.5.7 発行禁止・警告 仕様書のとおり 翌年度以降も自動で引き継ぐことができること。 手動引継ぎによる発行制限の登録漏れなどを防ぐ

ため。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3083

4.5.7 発行禁止・警告 【実装すべき機能】

年度ごとに証明発行禁止・禁止解除の設定ができるこ

と。

証明発行時に一定の条件により、警告メッセージを表

示できること。

【実装すべき機能】

年度ごとに証明発行禁止・禁止解除の設定ができるこ

と。

証明発行時に一定の条件により、警告メッセージを表

示できること。

その事由（未申告者、返戻者、住登外課税対象者、支

援措置対象者等）を登録できること。

証明発行課と発行禁止指示を行う課が異

なることがあり、実務上、発行禁止理由

を確認する必要があるため。また、「住

登外課税対象者」についても一定程度存

在するため、括弧書きに「住登外課税対

象者」を加えてほしい。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

4996

4.5.7 発行禁止・警告 年度ごとに証明発行禁止・禁止解除の設定ができるこ

と。

年度ごとに証明発行禁止・禁止解除の設定ができるこ

と。また、新年度の課税証明書の発行について

は、普徴、特徴それぞれ指定日付で証明発行禁

止・禁止解除の設定ができること。

新年度の課税証明書の発行については、

普徴・特徴ごとの納税通知書発送日から

開始するため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

1956

4.5.7. 発行禁止・警告 年度ごとに証明発行禁止・禁止解除の設定ができるこ

と。

証明発行時に一定の条件により、警告メッセージを表

示できること。

年度ごとに証明発行禁止・禁止解除の設定ができるこ

と。

また、その事由（返戻者、支援措置対象者等）や備考

を登録できること。

証明発行時に一定の条件により、警告メッセージを表

示できること。

警告メッセージには事由、備考記載内容を表示し、ど

のような理由で抑止がされているかその場で判断でき

ること。

証明書発行の場面は、市民が来庁してい

るケースがほとんどである。

警告メッセージが出力されてから発行禁

止となった理由等を画面遷移せずに速や

かに確認し、市民対応ができることが求

められる。

未申告者という事由は「4.5.13.」の機能

で発行制御しているため不要とした。

多くの発行抑止は、対象者すべての帳票

について行うことが多く、年度で限定す

る運用は考えにくいので、年度ごとに設

定できる必要はない。むしろある年度だ

け設定し忘れるということが発生しう

る。

返戻者であれば、返戻有無を登録する機

能から連携して制御する方法も考えられ

る。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

4443

4.5.7. 発行禁止・警告 随時更正による通知書発布前等、一定の条件のもと、

証明書発行停止の設定ができること。

書類の送達等、地方税法の課税要件の成

立に準拠した対応。

4.5.10の機能とは別に追加してほしい機

能。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

6937

4.5.7. 発行禁止・警告 年度ごとに証明発行禁止・禁止解除の設定ができるこ

と。証明発行時に一定の条件により、警告メッセージ

を表示できること。

年度ごとに証明発行禁止・禁止解除の設定ができるこ

と。また、その事由（未申告者、返戻者、支援措置対

象者等）を登録できること。証明発行時に一定の条件

により、警告メッセージを表示できること。

発行禁止や警告の表示が出る理由が分かった方が

必要な手続きの案内がしやすくなるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

1327

4.5.8 発行可能日の制

御

賦課決定日をもって、証明書が発行となるよう制御で

きること。

賦課決定日をもって証明書発行可能日と

すべきと考える。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

1960

4.5.8. 発行禁止・警告 個人ごとの発行禁止・禁止解除を本人からの申し出に

応じて設定でき、本人以外には証明書発行禁止とする

よう管理できること。

個人ごとの発行禁止・禁止解除を本人からの申し出に

応じて設定でき、本人以外には証明書発行禁止とする

よう管理できること。

その事由（返戻者、支援措置対象者等）や備考を登録

できること。

証明書発行時に警告メッセージを表示できること。

警告メッセージには事由、備考記載内容を表示し、ど

のような理由で抑止がされているかその場で判断でき

ること。

証明書発行の場面は、市民が来庁してい

るケースがほとんどである。

警告メッセージが出力されてから発行禁

止となった理由等を画面遷移せずに速や

かに確認し、市民対応ができることが求

められる。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

2313

4.5.8. 発行禁止・警告 ー 控除情報や扶養情報の表示・非表示が選択できること 個人商法保護の観点から、税証明の提出先が求め

ていない情報を秘匿するため

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

5309

4.5.8. 発行禁止・警告 前年度入力した証明発行禁止・禁止解除の設定を次年

度に引き継ぐことができること。

経年で住基支援対象となることが多く、

オンライン入力に拠ると設定漏れが発生

する可能性があるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

1120

4.5.9 発行 住所について、現住所と賦課期日時点の住所を表示出

来ること。またその両方、いずれかを選択することが

出来ること。

住所異動を繰り返した市民については、現住所と

賦課期日時点での住所を証明書に掲載すること

で、住所異動の履歴を提示することなく同一性を

示すことが出来るようになるため

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

6278

4.5.XX. 発行 - 項目番号2.2.5の推定特定となったものは発行できな

い制御ができること。

対象者確認のための必須機能と考える。 反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

6279

4.5.XX. 発行 - 次の要件を「実装すべき機能」として追加

 ・各種証明書の発行可能年数を設定できること。

証明書の発行期間の取扱いは自治体に

よって異なると考えられるため

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

6281

4.5.XX. 発行 - 次の要件を「実装してもしなくても良い機能」として

追加

 ・申告義務のない者の非課税証明書が発行できるこ

と。

税法上では申告義務がない者からも非課

税証明(所得証明）発行の要望があるため

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

申告義務のない者のうち被扶養者として認定されている者以外の場合は不要と考えます。

反映しない 非課税とは明示せずに、税額がゼロであることが明らかであり、備考欄に被扶養者である旨の記載

があれば、手続き上、確認が必要な情報は充足するもの判断し、反映不要と整理します。

2885

4.6.3. 発行情報管理 （発行者・発行時刻含む） （発行者・発行端末・発行時刻含む） 同上 「発行端末」を追加 反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装してもしなくてもよい機能としてではなく、実装すべき機能としての反映を要望します。

反映する 実装すべき機能として反映します。

25

4.6.4 発行 （実装すべき事項）

 各種通知の一括発行前に，オンライン上で個別出力

した帳票や以下の条件により一括発行対象から除外で

きること。

＜一括発行の除外条件＞

［共通］

・一括発行前に，オンライン上で個別出力した帳票

［特別徴収通知］

・税額等の変更がない更正処理による特別徴収税額決

定通知書（納税義務者用）は一括発行の対象外となる

こと。

［普通徴収通知］

・税額等の変更がない更正処理による納税通知書は一

括発行の対象とできること。

（実装すべき事項）

 各種通知の一括発行前に，オンライン上で個別出力

した帳票や以下の条件により一括発行対象から除外で

きること。

＜一括発行の除外条件＞

［共通］

・一括発行前に，オンライン上で個別出力した帳票

［特別徴収通知］

・税額等の変更がない更正処理による特別徴収税額決

定通知書（納税義務者用）は一括発行の対象外となる

こと。ただし，転勤による変更もしくは新規非課税事

業所にも特別徴収通知を発行する。

［普通徴収通知］

・税額等の変更がない更正処理による納税通知書は一

括発行の対象とできること。

 非課税事業所であっても，特別徴収へ

の切替申請書や特別徴収区分で新規の給

与支払報告書の提出があった際には，事

業所に対し受理した ものを適切に処理

した旨をお知らせの意味も込めて送付す

るため。

 また，転勤による異動については，納

税義務者の年税額に変更はないが，月割

額が変更になる場合には，送付するた

め。

反映しない 【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

#405と同じ

反映する ＃４０５とあわせて実装すべき機能として対応します。

312

4.6.4 発行 新規非課税者の特別徴収税額決定通知書（納税義務者

用）も発行される。

現在のシステムでは特徴義務者用、納税

義務者用ともに通知が出ているため、特

別徴収の登録状況について、また納税義

務者への通知が不要なのか等の事業所か

らの問い合わせが増えると予想される。

（特に当初通知）

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

4.1.5において「新規非課税者の特別徴収税額決定通知書（納税義務者用）は更正処理に基づく一括発行の対象外となること。」が実装してもしなくてもよい機能と定義されており、「新規非課税者についても特別徴収税額決定通知書が一括発行の対象となること」が実装すべき機能と考えます。

もしくは、4.1.5を「新規非課税者について特別徴収税額決定通知書の一括発行の対象とするか対象外とするか選択できること」への修正を要望します。

反映しない 4.1.1.に包含されているものとして整理します。



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

405

4.6.4 発行 （実装すべき事項）

 各種通知の一括発行前に，オンライン上で個別出力

した帳票や以下の条件により一括発行対象から除外で

きること。

＜一括発行の除外条件＞

［共通］

・一括発行前に，オンライン上で個別出力した帳票

［特別徴収通知］

・税額等の変更がない更正処理による特別徴収税額決

定通知書（納税義務者用）は一括発行の対象外となる

こと。

［普通徴収通知］

・税額等の変更がない更正処理による納税通知書は一

括発行の対象とできること。

（実装すべき事項）

 各種通知の一括発行前に，オンライン上で個別出力

した帳票や以下の条件により一括発行対象から除外で

きること。

＜一括発行の除外条件＞

［共通］

・一括発行前に，オンライン上で個別出力した帳票

［特別徴収通知］

・税額等の変更がない更正処理による特別徴収税額決

定通知書（納税義務者用）は一括発行の対象外となる

こと。ただし，転勤による変更もしくは新規非課税事

業所にも特別徴収通知を発行する。

［普通徴収通知］

・税額等の変更がない更正処理による納税通知書は一

括発行の対象とできること。

 非課税事業所であっても，特別徴収へ

の切替申請書や特別徴収区分で新規の給

与支払報告書の提出があった際には，事

業所に対し受理した ものを適切に処理

した旨をお知らせの意味も込めて送付す

るため。

 また，転勤による異動については，納

税義務者の年税額に変更はないが，月割

額が変更になる場合には，送付するた

め。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装してもしなくてもよい機能としてではなく、実装すべき機能としての反映を希望します。

反映する ＃４０５とあわせて実装すべき機能として対応します。

3837

4.6.4 発行 ［普通徴収通知］

・税額等の変更がない更正処理処理による納税通知書

は一括発行の対象外とできること。

(4.2.3～4に同じ)

当初課税時だけでなく、随時更正時でも普通徴収税額

に変更のなかった場合は一括発行の対象外とできるこ

と（徴収方法の変更の場合は、普徴税額が変わるため

納通を発行できること。還付額が発生または変更に

なった場合が発行できること）。

税額の変更がなくとも発行対象となって

いるとされているが、現状では申告非課

税者、税額の変更がなかった方には原

則、納税通知書を送付しておらず、これ

らを送付した場合、発送及び問合せへの

対応業務の増大が想定される。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

当初と更正（例月）の違いが不明確なための指摘と思われる。文章や項目名の修正をすべき。

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針案より変更なし。

5050

4.6.4. 発行 各種通知の一括発行前に、オンライン上で個別出力し

た帳票や以下の条件により一括発行対象から除外でき

ること。（以下略）

左記に追加して、

一括発行前に、オンライン上で個別出力した帳票を一

括発行対象から除外した場合には除外対象者のリスト

（帳票）を出力すること。

左記のリストにより、オンライン個別出

力対象者の通知書を送付したか確認する

ことができるから。万が一オンライン個

別出力後送付せずに破棄した対象者がお

れば、一括出力でも対象外となるため通

知書が送達されない状態となってしま

う。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

5427

4.6.4. 発行 【実装すべき機能】として次の機能を現在の機能に追

加する。

＜一括発行の除外条件＞

［特別徴収通知］

・新規非課税者の特別徴収税額決定通知書（納税義務

者用）は更正処理に基づく一括発行の対象外となるこ

と。

［普通徴収通知］

・新規非課税者の納税通知書は更正処理に基づく一括

発行の対象外とできること。

非課税者に税額決定通知書を発行する

と、税額通知書の発送件数が多くなり、

封入業務の負担が増えるため。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

要件の内容が不明です。

特徴は一括発行しない。普徴は一括発行することを基本とし、一括発行しないことが選択できる。ということでしょうか？

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

＃312と同様。

反映しない ＃４０５とあわせて実装すべき機能として対応します。

6023

4.6.4. 発行 ［普通徴収通知］

・税額等の変更がない更正処理による納税通知書は一

括発行の対象外とできること。

［普通徴収通知］

・税額等の変更がない更正処理による納税通知書及

び新規非課税者は一括発行の対象外とするかしな

いかを選択できること。

不要な通知書が大量に印刷されてしまう

のを阻止するため。また、自治体によっ

て運用は異なるると考えられるため、選

択できるようにしてもらいたい。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

（普通徴収で新規非課税者に通知を作成する自治体が存在するのでしょうか。）

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2402

4.7. （新規） 申告特例通知を受理した対象者について、必要に応じ

て、特例対象外となる者については、自動的に一括し

て否認するとともに、対象者のリストを出力できるこ

と。また、寄付先・寄付金額・否認理由等を記載した

通知を出力できること。

例：寄付先が6か所以上で否認した場合、確定申告が

された場合など。

地方税法附則第7条第6項

申告特例通知をなかったものとする条件

と、これに該当した場合は、通知その他

の必要な措置を講ずる旨規定されてい

る。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2318

5.1.1. 返戻者情報管理 ー 返戻管理の入力者、当該人物の担当者、返戻物が表示

できること。

税証明発行の際に、返戻物がある者として警告メッ

セージが出ること

返戻者の担当者にスムーズに引き継ぐこ

とができるため

返戻がある者が窓口に来庁した際に、居

場所などを本人に確認するため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

5186

6.1. 照会対象者抽出 （実装してもしなくてもよい機能）死亡者のうち、継

承人が設定されていない者を抽出し、照会通知等が作

成できること。

相続人調査の際に職員の作業時間を短縮

するため

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2677

6.1.1 扶養情報照会 扶養情報等（戸籍照会等含む）に係る照会対象者を任

意の条件（管外の被扶養者、寡婦、ひとり親）を指定

し、抽出できること。

扶養情報等（戸籍照会等含む）に係る照会対象者を任

意の条件（管外の被扶養者、同一生計配偶者、所得

金額調整控除対象扶養親族等、他市294条課税

者、障害、寡婦、ひとり親）を指定し、抽出でき

ること。

番号法関係法令により、被扶養者のみで

はなく、同一生計配偶者や所得金額調整

控除対象扶養親族等についても所得照会

の対象となるため。また、被扶養者・同

一生計配偶者や所得金額調整控除対象扶

養親族等が障害控除を適用している場

合、障害情報についても情報提供ネット

ワークシステムによる照会対象であるた

め。

地方税法に則した課税計算を行う上

で、、被扶養者のみではなく、同一生計

配偶者や所得金額調整控除対象扶養親族

等についても、基準所得を超過してい

る、障害者に該当しない場合等には、所

得計算へ影響が生じるため。

管外の同一生計配偶者については、婚姻

関係を確認するため戸籍照会が必要とな

るため。

当該市町村に住民登録があるが、別の市

町村で294条課税され、当該市町村の住

民の被扶養者である場合についても、所

得照会を行う必要があるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

6491

6.1.1 扶養情報照会 扶養情報等（戸籍照会等含む）に係る照会対象者を任

意の条件（管外の被扶養者、寡婦、ひとり親）を指定

し、抽出できること。

扶養情報等（戸籍照会等含む）に係る照会対象者を任

意の条件（管外の被扶養者、他市町村で住登外課税さ

れている被扶養者、寡婦、ひとり親）を指定し、抽出

できること。

扶養情報照会、所得情報照会において必

須の情報である。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

＃2677と同一。

反映する #2677と合わせて整理します。



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

2682

6.1.11 照会対象者抽出 給与支払報告書に記載された控除対象配偶者が不明の

対象者を特別徴収義務者ごとに抽出できること。
給与支払報告書に記載された同一生計配偶者が不明

の対象者を特別徴収義務者ごとに抽出できるこ

と。

番号法関係法令により、同一生計配偶者

も情報提供ネットワークシステムへの照

会対象となる場合があるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装してもしなくてもよい機能としてではなく、実装すべき機能としての反映を要望します。

反映する 実装すべき機能として反映します。

2886

6.1.15. 照会対象者抽出 給与特別徴収義務者の場合は 給与特別徴収の対象者の場合は 同上 文言の整理（単純な誤り） 反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 誤植のため修正します。

6426

6.1.16 照会対象者抽出 障がい者控除が不明なもの、不一致のものの抽出がで

きること

チェックリストとして利用でき、賦課誤りなどを

未然に防ぐことにより、住民サービスの向上につ

ながる。

要検討 ● 照会対象者として、「障がい者控除が不

明なもの、不一致のもの」の抽出要否を

ご回答ください。。

【A市回答】

「不一致」の比較条件など、抽出条件が不明です。

【E市回答】

抽出は行いたい。障害者情報システムからデータ連携を行い、本人の障害者情報と確定申告書の本人障害の情報が不一致のデータを確認している。

【F市回答】

当市としては、抽出しても実際に処理するのは現実的ではないため、不要。

【H市回答】

本市では、左記の抽出機能が必要であると考えます。

【I市回答】

必要である。

【J市回答】

必要であると考える。

給与支払報告書の場合、障害者控除のみ人数が記載されているケースや、人数関係に問題はないものの課税者台帳上で障害者の区分が一致しないケースなど、照会する事由がありうる。

【K市回答】

必要です。

反映する 下記の要件をオプション機能として追加します。

以下の条件に該当する対象者を抽出できること。抽出結果では、どの条件に該当したかも確認でき

ること。

＜抽出条件＞

・外部から取り込んだ本人の障害者情報と確定申告書の本人障害の情報が不一致

・給与支払報告書に障害者控除のみ人数が記載されている

・給与支払報告書に記載されている障害者控除にかかる情報に問題はないが、登録済みの課税情報

等の障害者情報と区分が不一致

6492

6.1.16 照会対象者抽出 被扶養者が不明の場合の照会文書（納税義務者宛、特

別徴収義務者宛）を出力できること。

被扶養者が不明又は障害者控除の対象者が不明の場合

の照会文書（納税義務者宛、特別徴収義務者宛）を出

力できること。

障害者情報についても照会・管理が必要

なため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2887

6.1.22. 送付先自治体登

録

宛名を選択できること。 宛先を選択できること。 同上 文言の整理（郵便物の送り先は宛名でな

く宛先）

反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 誤植のため修正します。

492

6.1.23 照会対象者抽出 - 各種賦課資料に記載された障害者（扶養）控除適用者

が不明の場合、対象者を抽出できること。

扶養者に対する障害者情報がない場合、

誤って障害者控除を適用することがない

よう確認する必要があるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

4301

6.1.5. 照会対象者抽出 前年課税実績をもとに企業等への照会対象者を任意の

条件（前年度課税実績がある者で、当年度未申告者

等）により抽出できること。

・抽出条件を変更する。「前年度特徴実績があり、現

年度給与収入がない対象者のいる事業者を抽出できる

こと」

・「実装してもしなくても良い機能」ではなく、「実

装すべき機能」とする。

給報未提出義務者を調査するための抽出

機能とする。3.1.2に記載のあった「総括

表を送付した事業所のうち、除籍されて

いな事業者で、給与支払報告書の提出が

ない事業所」を抽出する条件の場合、総

括表を提出した事業所＝紙給報提出の事

業所に限定されてしまう。エルタックス

により提出した事業所の中にも提出漏れ

のある可能性はあるので、「前年度特

徴」のあったものに絞ることで、提出媒

体に関わらず調査対象者を広く抽出する

ことができる。また、地方税法第317条

の6条第1項の規定を考慮すると、特徴開

始月である6月から12月に限定できるな

ど任意で月指定ができると良い。また、

すでに給与収入のある対象者は、就職先

の会社による給報が出ており、前年度特

徴事業所からの給与は前職分として含ま

れている可能性がある等を考慮すると、

「現年度給与収入がない」対象者を絞り

こむ必要があると考える。

要検討 ● 企業等への照会対象者を任意の条件につ

いて、「前年度課税実績がある者で、当

年度未申告者」ではなく、「前年度特徴

実績があり、現年度給与収入がない対象

者のいる事業者」として問題がないかを

ご回答ください。

【A市回答】

団体の運用によるため、柔軟な対応が必要と考えます。

【E市回答】

問題ない。

【F市回答】

＃4301での指摘の通りであり、6.1.5は左記の通りに修正すべき。

また、3.1.2も「総括表を送付した事業所のうち」という条件があると、電子媒体などで総括表を発送していない事業所の未提出を漏らしてしまうため、「総括表を送付した事業所のうち」という文言を削除すべきかと思う。

【H市回答】

本市では、左記の条件で問題ないと考えます。

【I市回答】

問題はないと思われるが、別途「前年度課税実績があり給報の提出があったもの（退職給報以外）で当年度未申告者」のリストも出力できるとよい。

【J市回答】

当方の認識では、本機能は給報未提出事業所の把握ではなく、例えば給報等が提出があった事業所に対し、前年度提出があったが、本年度提出がない特定の個人の抽出に利用する機能である。（ワーキング事前意見においてＦ市様記入内容よりその認識）

だとすれば、特別徴収に限ってしまうと逆に範囲が狭くなりすぎてしまうのではないか。

ただし、意見発出団体様のご意見もごもっともであるので、3.1.2.に記載の給報未提出事業所の抽出機能について、総括表を発送したことを条件から外し、より幅広く対応できるように修正すべきではないか。

当市では給報未提出事業所の把握は、機能を使用せず、ＥＵＣ機能で事業所ごとの給報の提出枚数を把握し、前年一定数以上の提出がある事業所で今年の提出が0の事業所を抽出して対応しているが、同様の機能が実装されていれば対応可能である。

【K市回答】

問題ないものと考えています。

反映する ● 要件を以下のとおり、修正します。

・前年課税実績をもとに企業等への照会対象者を任意の条件を指定して、抽出できること。

＜指定する条件＞

・前年度課税実績があり給報の提出があったもの（退職給報以外）で当年度未申告者

・前年度特徴実績があり、現年度給与収入がない対象者のいる事業者

また、上記の対応とあわせて3.1.2より「総括表を送付した事業所のうち」という条件を削除して問

題ないかを確認します。

891

6.1.6. 照会対象者抽出 被扶養者について、特定済かつ賦課期日前に転出済の

対象者を抽出できること。

賦課資料より被扶養者が不明であるとの

条件のみでは、特定済かつ賦課期日前に

転出済の被扶養者が対象から漏れるもの

と考える。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装してもしなくてもよい機能としてではなく、実装すべき機能としての反映を要望します。

反映する 実装すべき機能として反映します。

5436

6.1.6. 照会対象者抽出 各種賦課資料に記載された被扶養者が不明の対象者を

抽出できること。

下記の条件について、文言を一部修正したうえで【実

装すべき機能】とする

各種賦課資料に記載された被扶養者が不明の対象者

を、国外居住扶養親族と区分して抽出できること。

照会方法が国内居住扶養親族と国外居住

扶養親族とで異なるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

6034

6.1.6. 照会対象者抽出 各種賦課資料に記載された被扶養者が不明の対象者を

抽出できること。
各種賦課資料に記載された被扶養者が不明の対象

者を、国外居住扶養親族と区分して抽出できるこ

と。

照会方法が国内居住扶養親族と国外居住

扶養親族とで異なるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

2680

6.1.7 照会対象者抽出 各種賦課資料に記載された控除対象配偶者が不明の対

象者を抽出できること。
各種賦課資料に記載された同一生計配偶者が不明の

対象者を抽出できること。

番号法関係法令により、同一生計配偶者

も情報提供ネットワークシステムへの照

会対象となる場合があるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装してもしなくてもよい機能としてではなく、実装すべき機能としての反映を要望します。

反映する 実装すべき機能として反映します。

892

6.1.7. 照会対象者抽出 配偶者について、特定済かつ賦課期日前に転出済の対

象者を抽出できること。

賦課資料より配偶者が不明であるとの条

件のみでは、特定済かつ賦課期日前に転

出済の配偶者が対象から漏れるものと考

える。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

配偶者を同一生計配偶者に改め、実装してもしなくてもよい機能としてではなく、実装すべき機能としての反映を要望します。

反映する 同一生計配偶者に対象を限定し、実装すべき機能として反映します。

2681

6.1.9 照会対象者抽出 各種賦課資料に記載された控除対象配偶者の所得が不

明の対象者を抽出できること。
各種賦課資料に記載された同一生計配偶者の所得が

不明の対象者を抽出できること。

番号法関係法令により、同一生計配偶者

も情報提供ネットワークシステムへの照

会対象となる場合があるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装してもしなくてもよい機能としてではなく、実装すべき機能としての反映を要望します。

反映する 実装すべき機能として反映します。

6029

6.1.XX. 照会対象者抽出 - 次の要件を「実装すべき機能」として追加

 所得情報等に係る照会対象者を任意の条件（管外の

被扶養者、個人番号判明者等）により抽出し、住基

CSへの一括照会データを出力できること

管外の被扶養者は所得情報照会作業の前

処理として居住地確認を住基CSで行って

いるが、照会件数が多い（令和2年度照会

件数：約4,700件）ため、毎年ベンダーに

照会用データの作成を委託している。

照会件数の多い自治体では、一括照会用

データの作成機能は必須と考える。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

6284

6.1.XX. 照会対象者抽出 - 次の要件を「実装すべき機能」として追加

 所得情報等に係る照会対象者を任意の条件（管外の

被扶養者、個人番号判明者等）により抽出し、住基

CSへの一括照会データを出力できること

管外の被扶養者は所得情報照会作業の前

処理として居住地確認を住基CSで行って

いるが、照会件数が多い（令和2年度照会

件数：約4,000件）ため、毎年ベンダーに

照会用データの作成を委託している。

照会件数の多い自治体では、一括照会用

データの作成機能は必須と考える。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3932

6.2.1 各種照会への回

答

回送した書類の履歴が残り、後で確認することができ

るようにすること

回送先からの問い合わせにスムーズに対

尾するため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

4404

6.2.1. 各種照会への回

答

他自治体等からの扶養情報照会、所得情報照会等に対

して、必要な情報を出力した回答書等が作成できるこ

と。

他自治体等からの扶養情報照会、所得情報照会等に対

して、必要な情報を出力した回答書等が作成できるこ

と（過年度分も含む）。

過年度分についても回答書等を作成する

ことを明確にするため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3976

7.1.1 調定処理 各項目について論理チェックがかかること

（前年比較、前月比較を行い増減が一定の割合を超え

たら警告を出す）

誤りなどを察知しやすくなる。

(この機能があれば10時間/年の時間が削

減できる)

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3450

8.1.1 賦課（調定）情

報受渡

収滞納業務と連携し、賦課（調定）情報（更正処理時

の異動情報を含む）を受け渡すことができること。

受渡情報には年金特別徴収の翌年度仮徴収額、配当

割・株式譲渡所得割の還付額並びに配当割・株式譲渡

所得割の控除額、控除不足額及び充当額も含むこと。

収滞納業務と連携し、賦課（調定）情報（更正処理時

の異動情報を含む）を受け渡すことができること。

月次処理はバッチで日次処理はオンラインででき

ること。

受渡情報には年金特別徴収の翌年度仮徴収額、配

当割・株式譲渡所得割の還付額並びに配当割・株

式譲渡所得割の控除額、控除不足額及び充当額も

含むこと。

即時で調定連携しなければならない場面

があるため

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

実装してもしなくてもよい機能としてではなく、実装すべき機能としての反映を要望します。

反映する 実装すべき機能として反映します。

3971

8.1.1 賦課（調定）情

報受渡

年金特別徴収の本徴収額も加える 仮徴収だけでなく本徴取額も即時に受渡

す必要があるため

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

本徴収額は、そもそも「賦課（調定）情報」に含まれているのではないでしょうか。

反映しない 当該機能に包含されているものと判断します。



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

2217

9.1. 検索 『課税対象となる年度』『性別』を単独

で検索項目にすると該当件数が膨大にな

り、システムに負荷がかかることが考え

られる。そのため、『課税対象となる年

度』＋『住民番号』や『性別』＋『生年

月日』といった組み合わせでのみ利用可

能な項目にする方が望ましいと考える。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

組み合わせる条件が不明です。

該当件数が多い場合、「上位100件を表示」等を追記で良いと考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

意見のとおり、年度や性別等は単独で検索可能とするとシステムへの負荷が過大となるため、一定の制限は必要と考えます。

反映しない 業務要求ではなく、操作性の向上に係る要件と判断し、検討対象外とします。

3125

9.1.1 検索条件 過年度の情報も照会できること。 問合せ対応の効率化のため。標準仕様書

の記載から詳細が読み取れなかったため

念のため記載するもの。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

過年度の照会ができることは必須です。

反映する

3451

9.1.1 検索条件 下記の検索項目での検索ができること。

＜検索項目＞

～省略～

下記の検索項目での検索ができること。

＜検索項目＞

～省略～

・住民区分

住登内、住登外、日本人、外国人の区分

で絞込検索ができると利便性が上がる

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

5342

9.1.1. 検索対象 個人住民税に係る諸情報（個人、（略）、課税情報

等）及び（略）

個人住民税に係る諸情報（個人、（略）年金基礎番

号、課税情報等）及び（略）

年金特別徴収で死亡者の返納の要不要を

各年金保険者に確認する際や、年金保険

者から要不要の通知を受け対象者を確認

する際に必要のため。※具体的な項目が

「・・・等」で省略されており、含まれ

ているか含まれていないかが分からない

ため記載する。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

「基礎年金番号」は管理項目として定義されていないと思われます。

実装するには1.1.60で基礎年金番号を追加する必要があると考えます。

反映する 1.1.60で基礎年金番号を追加の上対応します

2409

9.1.2 検索条件 ＜検索項目＞氏名～口座名義人 左記に「外国人」に絞り込む項目を追加 検索の際に「外国人」で絞り込むことにより迅速

に個人特定できる。外人登録が多い団体では有効

（オプションでよい）

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3126

9.1.2 検索条件 事業所名での検索については、履歴で管理している旧

名称で検索した場合でも、検索結果として現名称の事

業所がヒットすること。

氏名の旧姓と同じく、事業所名の変更も

多々あるため。標準仕様書の記載から詳

細が読み取れなかったため念のため記載

するもの。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3127

9.1.2 検索条件 電話番号でも検索できること 事業所の同定の際に電話番号検索を使用

することがあるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3546

9.1.2 検索条件 仕様の最下部に追加 ※外国人については、氏名、併記名、通称名で検索で

きること。

また、通称名の登録がされていても、氏名、併記名で

検索できること。

外国人の氏名、併記名しかわからないと

きに、通称名でしか検索できないと業務

がまわらないため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

5761

9.1.2 検索条件 ー （検索項目について）

・支店名

ー ー ー ー 支店毎に指定番号が異なる場合の検索に

必要となる。また、個人事業主は屋号を

支店名に登録するため検索が必要とな

る。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

6493

9.1.2 検索条件 検索項目に、下記を追加する。

・電話番号

特に事業所の場合、電話番号も重要な検

索のキーである。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

＃3127と同一。

反映する #3127と合わせて整理します。



資料1_個人住民税WT_全国意見照会への対応方針（機能要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

2448

9.1.2. 検索条件 ・指定番号 検索効率化のため 反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2529

9.1.2. 検索条件 下記の検索項目での検索ができること。

＜検索項目＞～略

下記の検索項目での検索ができること。

＜検索項目＞

・住民区分（外国人など）

・郵便番号

～略

検索時の効率性向上のため。 反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2890

9.1.2. 通知番号 通知番号（納税義務者等への通知に印字する番号で、

納税義務者等を特定し、毎年度同一または年度毎に自

動附番する。）

どこかで「通知番号」の定義を入れてく

ださい

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2695

9.1.3 検索条件 検索画面では氏名・フリガナのあいまい検索、前方・

後方一致検索、複合検索ができること。
検索画面では氏名・フリガナ・生年月日のあいまい

検索、前方・後方一致検索、複合検索ができるこ

と。

一般的な対象者を検索する際に、生年月

によるあいまい検索が行えると利便性が

向上するため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

3847

9.1.3 検索条件 検索画面では氏名・フリガナのあいまい検索、前方・

後方一致検索、複合検索ができること。

検索画面では氏名・フリガナ・生年月日・住所・事業

所名のあいまい検索、前方・後方一致検索、複合検索

ができること。

あいまい検索や前方・後方一致検索は、氏名・フ

リガナ以外でも行えた方が個人や事業所の特定を

容易にできる。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

4680

新規 新規 新規 未成年者の婚姻有無の管理ができること。 未成年者であっても、婚姻している場合

には、民法上は成年者とみなされる（民

法753）ので、これらの者に対する個人

住民税は、成年者と同様に取り扱う必要

があるため。また、その者が成年に達す

るまでの間に離婚したときでも、引き続

き成年者と同様に取り扱う必要があるた

め。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

他税目共通の宛名管理の要件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

4682

新規 新規 新規 eLTAX又は光ディスクで提出された普通徴収の給与支

払報告書のうち、摘要欄に普通徴収切替理由の記載が

ないものについて、一括で特別徴収に切り替えること

ができること。

大阪府個人住民税特別徴収推進会議に

て、「給与支払報告書をeLTAX又は光

ディスク等で提出する場合には、切替理

由書の提出は求めず、給与支払報告書の

摘要欄に普通徴収を認める基準の記号（a

～d）を入力させる。」という取り決めが

されたため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

普通徴収切替理由の記載について、摘要欄への記載でなく、統一的な取り扱いとする必要があると考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映しない 普通徴収切替理由の記載の有無が、徴収方法（特徴か普徴）を決定する法的根拠がないため、機能

要件へは反映しない整理とします。

2892

ー 寄附金特例通知

登録

他自治体からの寄附金特例通知（eLTAXデータ）を取

り込み、一括更新・管理（登録、参照、修正、削除）

できること。

寄附特例通知に係る記載がない 反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。限られた情報から対象者を検索するた

め。

〃 反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

9.1.2.

2153

下記の検索項目での検索ができること。

＜検索項目＞

・氏名（カナ・漢字・アルファベット、外国人通称

名）

・旧姓（カナ・漢字・アルファベット、外国人通称

名）

・事業所名（カナ・漢字・アルファベット）

・課税対象となる年度

・生年月日

・性別

・住所（現住所、賦課期日住所）

・旧住所

・事業所番号

・住民番号

・通知書番号

・個人番号

・法人番号

・事業所の指定番号

・特徴の税額決定通知書で使用している宛名番号

・ｅＬＴＡＸの納税者ID

・賦課資料番号

・口座番号

・口座名義人名（カナ）

検索条件 下記の検索項目での検索ができること。

＜検索項目＞

・氏名（カナ・漢字・アルファベット、外国人通称

名）

・旧姓（カナ・漢字・アルファベット、外国人通称

名）

・事業所名（カナ・漢字・アルファベット）

・課税対象となる年度

・生年月日

・性別

・住所（現住所、賦課期日住所）

・旧住所

・事業所番号

・住民番号

・通知書番号

・個人番号

・法人番号

・事業所の指定番号

・特徴の税額決定通知書で使用している宛名番号

・ｅＬＴＡＸの納税者ID

・賦課資料番号

・口座番号

・口座名義人名（カナ）
・電話番号

・住民区分

・納付書番号
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地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

2894

ー 全ての項目 管理（登録、修正、削除） 管理（登録、参照、修正、削除） 複数個所の文言の整理

（情報を管理するときは必ず「参照」が

入ると思われる。場所によって表記の揺

れがありますので統一して頂きたい。）

反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2895

ー 全ての項目 ・データで一括出力

・（データ）を一括

など

・印刷用データで一括出力

・（印刷用データ）を一括

など

複数個所の文言の整理

（「データ」が印刷用のデータ（PDF

等）のことであれば、eLTAXや光ディス

ク等と混乱しないよう「印刷用データ」

とし、紙媒体用と分かる表現にする。）

反映する 意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

1334

賦課決定日につ

いて

納税通知書発送日を賦課決定日とすること。 納税通知書に関しては到達主義に基づき

効力が発生するものであるが、個々の到

達日を把握することは、現実的に不可能

であることから、通知発送日を賦課決定

日にすべきと考える。（決して内部処理

日とはならない。）

要検討 ● 通知書発送日の設定条件について、ご回

答ください。

＜通知書発送日の指定例＞

・システム出力日から○日後

・システム出力日を指定して、発送日を

一括入力

・一定期間ごとに発送日を指定する

【A市回答】

期別ごとに発送日を指定します。

【E市回答】

システム出力日を指定して、発送日を一括入力している。現行システムでは決定日と発付日を持っていて、基本的には納税通知書等の発送日と同日とし、納税通知書等を発行しない場合は発付日は空欄となっている。証明書は発付日を参照して発行している。

【F市回答】

・システム出力日を指定して、発送日を一括入力

【H市回答】

本市では、賦課決定日＝納税通知書発送日としています。

【I市回答】

現状では、一定期間ごとに発送日を指定している。

【J市回答】

当市のシステムでいう通知書発送日（通知年月日）とは、まさに通知書を発送する（した）日であるので、通知作成時に、実際に発送する予定の日を入力して登録している。

【K市回答】

現在、納税通知書は納期月ごとに発送日（発付日）を指定しています。

税額変更通知書の発付日はシステム出力日の３日後（給与特徴通知は封入作業に日数を要することから4日後）としています。（いずれも土日祝祭日を除きます）

システム上、発付日を管理できるのであれば、いずれの指定方法でも問題ないと思います。

反映する ● 以下の要件を追加します。

＜必須機能＞

・システム出力日とは別に発送日を管理できること。

・発送日を賦課決定日として管理できること。

＜オプション機能＞

・発送日を通知書の種類ごとに 指定任意に変更ができること。

2621

基本情報管理 住登外情報として、賦課期日現在住所と賦課期日住登

地をそれぞれ保持できること。また、この情報を基に

照会先機関へ情報提供ネットワークシステムにおいて

照会が可能であること。

地方税法第318条で規定する賦課期日現

在の現況において、障害手帳情報や生活

扶助情報の適用有無を判断しなければな

らないが、宛名情報を基に照会先機関を

判断して照会し、賦課期日現在の情報で

照会先機関を判断していないシステムが

ある。税法に則り、賦課期日現在の情報

を保持し、その機関へ照会出来ることが

必要であるため。

住登外課税者の障害手帳情報や生活保護

情報は当市管理外であり、情報提供ネッ

トワークシステムでの確認対象であるた

め。

反映する ● 実装すべき

機能

住登外情報として、賦課期

日現在住所と賦課期日住登

地をそれぞれ保持する機能

は必須とする

住登外情報として保持する、賦課期日現

在住所と賦課期日住登地について、情報

提供ネットワークシステムを用いた照会

業務を実施しているかをご回答くださ

い。

【A市回答】

実施しています。

他税目共通の宛名管理の要件と考えます。

【E市回答】

行っている。

【F市回答】

確認項目の文言は、「当市で住登外課税している者に関して、住民登録地に対し、情報提供ネットワークシステムを用いて、障害者情報や生活保護情報を照会しているか」という意図でよいか。

本来であれば、そういった利用をすべきだが、照会したとしても、住民登録地の障害担当課、生活保護担当課が情報提供NWSに情報を登録していないと回答を得られないため、住民税担当のみで解決できるものではない。

【H市回答】

本市では、左記照会業務を実施していません。

【I市回答】

納税義務者ほんに対しては実施していない（被扶養者の所得・障害の有無については実施している。）。ただし、294条３項通知をは発送する上で賦課期日住登地を保持する機能は必須である。

【J市回答】

当市のシステムでは、住登外情報として保持する、賦課期日現在住所と賦課期日住登地については、それを直接利用して情報提供ネットワークシステムを用いた照会業務を行ってはいない。

保持している情報を目で見て、照会先自治体を手動で検索・設定し、照会している。

【K市回答】

本市では行っていません。（課税資料や納税者本人からの申告等により適用しています）

反映する 以下の要件を追加します。

＜必須機能＞

・住登外情報として、賦課期日現在住所と賦課期日住登地をそれぞれ管理できること。

＜オプション機能＞

・情報提供ネットワークシステムを用いて、住登外課税者の障害手帳情報や生活保護情報の照会が

行えること。

2671

特別徴収税額決

定・変更通知書

発行

今回限りの送付については送付先を設定しなくても、

宛先を編集し、送付出来ること。但し、編集可能な箇

所は宛先部分のみとすること。

送付先を設定し、印刷をし、送付先を解

除する手間が生じるため。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

どこに送付したか管理できなくなるため同意しかねます。

反映しない ご意見を踏まえ、不要な機能と判断します。

2672

普通徴収納税通

知書等発行

今回限りの送付については送付先を設定しなくても、

宛先を編集し、送付出来ること。但し、編集可能な箇

所は宛先部分のみとすること。

送付先を設定し、印刷をし、送付先を解

除する手間が生じるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

＃2671と同様。

反映しない ご意見を踏まえ、不要な機能と判断します。

※#2671にあわせます。

2685

照会対象者抽出 各種賦課資料に記載された被扶養者の障害情報が不

明の対象者を抽出できること。

情報提供ネットワークシステムで照会で

きる障害情報は身体障害者手帳と精神福

祉手帳に限られているため、愛の手帳

（療育手帳）や障害者控除対象者認定書

に該当した場合は、申告者への照会が必

要であるため。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

住民税システムとしては不要な要件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

#6426と同様

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2686

照会対象者抽出 各種賦課資料に記載された同一生計配偶者の障害情報

が不明の対象者を抽出できること。

情報提供ネットワークシステムで照会で

きる障害情報は身体障害者手帳と精神福

祉手帳に限られているため、愛の手帳

（療育手帳）や障害者控除対象者認定書

に該当した場合は、申告者への照会が必

要であるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

住民税システムとしては不要な要件と考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

上記#2685が実装すべき機能であるため、本要件も実装すべき機能とすべきと考えます。

反映する ＃2685と合わせて対応します。

2687

照会対象者抽出 給与支払報告書に記載された被扶養者の障害情報が不

明の対象者を特別徴収義務者ごとに抽出できること。

情報提供ネットワークシステムで照会で

きる障害情報は身体障害者手帳と精神福

祉手帳に限られているため、愛の手帳

（療育手帳）や障害者控除対象者認定書

に該当した場合は、特別徴収義務者への

照会が必要であるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

2688

照会対象者抽出 給与支払報告書に記載された同一生計配偶者の障害

情報が不明の対象者を特別徴収義務者ごとに抽出

できること。

情報提供ネットワークシステムで照会で

きる障害情報は身体障害者手帳と精神福

祉手帳に限られているため、愛の手帳

（療育手帳）や障害者控除対象者認定書

に該当した場合は、特別徴収義務者への

照会が必要であるため。

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

現状、摘要欄記載の項目となっているため、要件として追加するのなら、給与支払報告書の様式、レイアウトに項目として設ける必要があると考えます。

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映しない 情報提供ネットワークシステムで療育手帳等の情報が取得可能となる予定があるため、反映不要と

整理します。
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地方税法（法律・政令・省令）への

準拠
住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他

仕様への反

映

事前確認

対象
必要性 修正方針 確認項目

構成員回答集約

※具体的な理由も併せてご回答ください

仕様への反

映
WT対象

# 項目番号 項目名 修正前 修正後

事前確認前整理

事務局見解

WT事前確認 WT前整理仕様への反映方針修正の根拠

2911

更正（当初・例

月）処理

年度をまたぐ期割変更が行えること。 このようなケースが毎年生じているた

め。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

反映するとなっている。このようなケースが毎年生じているためとなっているが、ケースが想定できなかったため具体的な事例が知りたい。

【F市回答】

現在は、4期のあと、随時1期（2月末納期限）、随時2期（3月末納期限）よりも後の納期限に設定したいときは、期割はそのままで、納期限のみ変更している。（入力の制限があるため）制限がないのであれば、期割変更する方法でもよい。

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

調定年度と会計年度が異なることとなり、システムで制御すべきと考えます。

反映しない ご意見を踏まえ、不要な機能として整理します。

3577

年金特別徴収中

止処理結果情報

管理（eLTAX連

携）

年金特徴中止の理由が明確にわかるようにしたい。 年金特徴が中止になった理由についての

問い合わせ時の職員の業務量の低減とな

るため。

反映する 実装すべき

機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。

5097

その他 ふるさと納税限度額の算出機能

※分離課税・住宅ローン控除等複雑な場合にも対応で

きるもの

※課税情報からワンクリック程度で算出できるものが

望ましい

１年を通じて非常に問い合わせの多い内

容で、クレームにもつながる可能性があ

り、職員にとっても負担であるため

反映する 実装しても

しなくても

よい機能

意見照会回答（P列）記載

の内容を反映

【A市回答】

【E市回答】

【F市回答】

【H市回答】

【I市回答】

【J市回答】

【K市回答】

問題ありません。

反映する 事前確認時の修正方針より変更なし。


